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　子どもたちの健やかな成長と，人々の健康を願わぬ者
はいないだろう．特に「学校教育機関」という場所にお
いては，関係者のそうした思いは一層強いはずである．
　この願いや思いを，「保健」という教科を通して実現
しようとして，2016年４月に創設されたのが「日本保健
科教育学会」である．2020年11月現在の会員数は146名
に過ぎない．1954年に設立され，現会員数が2300名を超
える「日本学校保健学会」と比べると，歴史が浅く，か
なり小さな学会といえる．
　「保健科教育」に焦点を絞った学会ではあるが，研究・
考察の対象とすべき範囲は思いのほか広い．以下，喫緊
にして継続的に追究すべき課題について，私見を述べる．
１．実践研究
　「日本保健科教育学会」は，実践を重要視している．
年に１度の研究大会においても，「実践報告」というセ
クションを設け，一般の「研究発表」よりも長い発表・
討議時間を確保している．
　ここで問題になるのは，「実践報告」の質的向上である．
所謂「授業研究」の進化・深化が必要となる．授業とは，
教師と複数の子どもたちが時間と空間とを共有する状況
下において行われる営みである．多数の因子が極めて複
雑に絡み合う「授業」の分析には，質的研究が欠かせず，
現今，「アクションリサーチ」にも注目が集まっている．
　研究者という立場で参画するならば，酒井朗が言う様
に，フェルドマンが語る「協働的アクションリサーチ」
という形態になるだろう．その際フェルドマンはファシ
リテーターの役目を果たすべきだと指摘し，また志水宏
吉はコラボレーターという役回りを研究者に求めている．
　つまり，上から目線の研究者然としていてはダメだと
いう事である．古くは宣教師，比較的新しくは文化人類
学者が批判される如く，未開の無学な人々の目を自分た
ちが開かせてあげるのだといった，文字通りの「啓蒙」
的意識は回避すべきである．困難かもしれないが，所謂
現場の教師と対等の位置・立場を強く自覚して，研究に
当たらなければならない．
　中村雄二郎が岩波新書で『臨床の知とは何か』を問い
掛けてから，既に30年近くが経過する．「授業研究」と
いうフィールドに合致した，新たな「臨床の知」の確立
が急がれる．
２．理論研究
　「理論」と「実践」は，しばしば対比されるが，それ
は対立概念ではない．先の中村は，「実践は理論の源泉

である」と述べており，両者間の往還こそが要となる．
　「保健科教育」の理論研究に限った事ではないだろうが，
その依って来たる存立基盤とか，そもそも授業とは，と
いった根源的な問いを自らに課し，客観的に検討し続け
る姿勢が重要である．主たる研究領域としては，歴史，
研究方法論，教育・教科論，目標・目的論，内容論，教
材論，カリキュラム論，授業方法論，評価論，教師論，
教員養成論などが考えられ，対象領域は多岐に亘る．
　「日本保健科教育学会」の会員には，文科省や日本学
校保健会等の活動に関わった（ている）者が含まれる．
例えば学習指導要領を批判的に検討しようとすれば，当
事者，あるいは会員間において，自己・相互批判となら
ざるを得ないが，その覚悟は欠かせない．なお，保健科
教育に関する研究を志す者の絶対数が少ない．斯界にお
ける研究者の養成も，急を要する重大な課題である．
３．教員養成
　どの様に優れた指導要領やカリキュラムが用意・開発
されようと，それを実行するのは教師であり，教師の質
と量は決定的に重要である．従って，より良い保健担当
教師（現在は主に小学校教師・保健体育教師，養護教諭）
の養成は，引き続き必須である．ただ，教師の過重労働・
待遇等の問題を含め，教員養成の周縁事情は深刻化する
ばかりだ．さらに，教師を養成する教師の養成，つまり，
教員養成系の大学・学部等における，具体的に言うなら
ば，保健（体育）科教育法や保健（体育）科教材論など
の担当者養成も急務であることを加えておく．
　これは当然，先の研究者養成とも関連してくる．教育
学系の大学院の制度的問題も大きいとは思うが，関係機
関に在職する大学教員には，「保健」という教科の面白さ・
魅力・重要性を，ゼミ・授業などあらゆる機会を通して，
出来るだけ多くの学生・院生らに強く伝えて欲しい．
　「日本学校保健学会」の年次学術大会においては，一
般発表の演題区分の一つに「保健学習・保健指導」があ
る．学術大会のみならず，機関誌『学校保健研究』にお
いても優れた関連論文の投稿がなされている．
　冒頭に記した様に，子どもたちの健やかな成長と，人々
の健康を願う思いは，両学会員に共通している．相互に
連携を図りながら，「保健」という教科の充実・発展を
通して，その願いや思いの実現に寄与すべく，共に力を
傾注して行ければ幸いである．
� （日本保健科教育学会会長）

保健科教育学の課題
今　村　　　修
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Ⅰ．はじめに

　特別支援学校（知的障害）に在籍している幼児児童生
徒の増加に伴い，高等部の生徒も著しく増加している1）2）．
特に高等部では軽度知的障害の生徒が増えており，彼ら
の占める割合が高い1）2）．また発達障害等困難のあると

された生徒の高等学校進学者全体に対する割合は約
2.2％であり，課程別では，全日制課程の推計在籍率1.8％
に比べ，定時制課程は14.1％と高くなっており，定時制
高校が特別支援教育の重要な役割を果たしていると言え
る3）．軽度知的障害のある生徒にとって，高等部および
定時制高校における教育は，学校から社会につながる機

原　著 軽度知的障害のある思春期女子の性的ハイリスク行動
―特別支援学校高等部・定時制高校の教員への 

インタビューをもとに―
竹　鼻　ゆかり＊1，馬　場　幸　子＊2，朝　倉　隆　司＊1，伊　藤　秀　樹＊1

＊1東京学芸大学教育学部
＊2関西学院大学人間福祉学部

High-Risk Sexual Behavior of Adolescent Girls with Mild Intellectual Disability 
―Based on Interviews with Special-Needs High School and Part-Time High School Teachers

Yukari Takehana＊1　Sachiko Bamba＊2　Takashi Asakura＊1　Hideki Ito＊1

＊1Faculty of education, Tokyo Gakugei University
＊2School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University

Background: Female students with mild intellectual disability at special-needs high school and part-time 
high school are vulnerable to sex crimes. Nevertheless, their situation is not clarified well. How their teach-
ers are involved in their problems remains unknown.
Objective: This study was designed to use a teacher’s narrative viewpoint to elucidate the state of high-risk 
sexual behavior of female students with mild intellectual disability at special-needs high school and part-time 
high schools and to explore how teachers should care for and support such students.
Methods: Relevant data were obtained from a group interview and individual interviews of seven spe-
cial-needs high school teachers and two part-time high school teachers. The interviewees responded to the 
following inquiries: “What are recognizable high-risk sexual behaviors of female students with mild intellec-
tual disability?” “What are the backgrounds of female students’ sexually high-risk behaviors?” and “How do 
teachers care for and support female students?” The responses were categorized.
Results: High-risk sexual behaviors of female students with mild intellectual disability were categorized 
from a teacher’s narrative viewpoint into three categories: “money-related dating and labor and sex indus-
try,” “improper sexual activity,” and “dangerous sexual behavior.” Several factors were related to female stu-
dents and their background. The personal characteristics were of two categories: “intellectual delay” and 
“low self-esteem.” Their background comprised two categories: “complex home environment” and “impact of 

the information society.”
　A teacher’s care and support of female students included the following: “individual and polite education,” 
“sex education according to the current situation,” “education for independence,” and “cooperation.”

　When providing support to female students, the troubles which teachers often experienced were the fol-
lowing: “difficulty of sex education,” “necessity of support and guidance after graduation,” and “difficulty of 
surrounding social systems.”
Conclusion: These results are expected to help prevent and support problem behaviors, giving advice from 
a professional viewpoint.

Key words： adolescent girls, high-risk sexual behavior, mild intellectual disability, special-needs 
high school, part-time high school

 思春期女子，性的ハイリスク，軽度知的障害，特別支援学校高等部，定時制高校
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会となり，生徒の社会参加と職業的自立を目指していく
ための重要な役割を担う．そのため各校では，生徒の卒
業後を見据え，社会的及び職業的自立の促進を踏まえた
軽度知的障害生徒の教育的対応の検討に迫られている4）．
一方では，高等部の軽度知的障害生徒の生徒指導上の課
題が多く，なかでも不登校，不健全な異性交遊，精神症
状の主訴は突出して多い4）．しかし，不健全な異性との
交遊は６割を占める4）にもかかわらず，軽度知的障害の
ある思春期の性の問題が取り上げられることは少なく，
水面下におかれている．
　ところで，世界において障害者への性暴力の割合は顕
著に高い5）．海外の先行研究のレビューでは，男女を問
わず障害者への暴力の発生率は健常者よりも高いこと，
女性障害者は健常者や男性障害者に比べ最も暴力被害の
割合が高く，特に性的暴力や親密なパートナーによる暴
力被害の割合が高いこと，この障害者への暴力は，彼ら
の健康状態の悪化を招いていることが報告されている5）．
また，障害種別では健常者に比べて発達障害児や障害者
では性暴力被害が多く5），日本においても同様の傾向に
ある6）．発達障害児や障害者が性暴力被害に遭った要因
としては，言われたことを信じる，自己肯定感が低い，
孤独・孤立しやすい等などの発達障害者の特性が関係し
ている6）．特に発達障害の女性の場合，女の子だから人
には親切にしなさい等のジェンダー規範に従う傾向が高
いため，嫌だと思っても嫌と言えず性暴力被害を回避で
きない場合がある6）．発達障害者への性暴力被害の根源
は，発達障害者個人の特性ではなく，発達障害者が周囲
から理解されず孤立してしまうような社会にあるとの考
え方もある6）．そのため，知的障害のある生徒，とりわ
け女子生徒は，知的な遅れや自己肯定感の低さ，複雑な
家庭環境等から，望ましい交際の仕方がわからない，性
被害に遭いやすい，性風俗に誘われやすい等，思春期の
未熟さ故の性にかかわる問題があることは容易に想像で
きる．
　しかし，現実に生徒たちが性風俗をはじめとし，性的
に危険な状況に置かれている問題背景についてはあまり
報告がない．また教員がどのように生徒たちの性にかか
わる課題を認識し，対応しているのかについて，研究的
視点からまとめられたものはほとんどない．知的障害児
や障害者が自らの性の発達について学ぶ権利が保障され
ていないとの指摘や7），保護者や支援者からの性教育へ
の高いニーズがあるにも関わらず，実践的研究及び理論
研究共に十分に深められていない．
　そこで教員は，軽度知的障害のある女子生徒の性的リ
スクの高い行動（以下，性的ハイリスク行動）をどう捉
えているか，どのように対応しているかを明らかにすれ
ば，問題を未然に防ぎ，より効果的な指導や，教員間で
の一貫した取り組みを行うことが可能となる．同時に，
チーム学校の一員として協働が期待されているスクール
ソーシャルワーカー等の専門スタッフも，教員の視点を

理解した上で，対象生徒や家族への支援，また，教員ら
との協働の方策をより具体的に考えていく手がかりを得
ることができる．
　以上より本研究では，特別支援学校高等部及び定時制
高校に在籍する軽度知的障害のある生徒のなかで，性風
俗とのかかわりをもつなど，性的ハイリスク行動をとる女
子生徒に焦点を当て，教員が把握している女子生徒の性
的ハイリスク行動の状況や背景要因，教員が行っている
支援内容及び支援課題を明らかにすることを目的とする．

Ⅱ．方　　法

　図１にデータ収集から分析の流れを示す．都内の特別
支援学校高等部２校の教員７名と定時制高校の教員２名，
合計９名を対象とし，グループと個別のインタビューを
行った．グループインタビューは１回，個別インタビュー
は，グループインタビューの前に２名，後には５名に行っ
た．グループインタビューは対象者の相互の経験を共有
することでより多くの内容を引き出すことをねらって行
い，個人インタビューは内容のより丁寧な聞き取りをね
らって行い，２つの方法によってインタビュー内容を補
完して確認した．なお，Ｉはオブザーバー的立場で参加
し，途中退席しているため発言はほとんどなかったが，
グループインタビューに参加しているため，対象とした．
　各インタビューは201X年８月から９月にかけ，対象者
の学校の会議室等，静寂が保たれる部屋に於いて行った．
　インタビューの内容は「教員が把握している軽度知的
障害のある女子生徒等の性的ハイリスク行動の具体的内
容」「女子生徒等が性的ハイリスク行動に至る経緯や背
景」「生徒等に対する教員や学校の支援内容及び支援課
題」である．
　インタビューにあたっては，対象者に対して性的ハイ
リスクの厳密な定義は示さず，調査依頼文書の中で「援
助交際など様々な形での性的ハイリスク行動」「性風俗
とのかかわりを持つなどの性的にリスクの高い行動」な
どの表現で表し，思い当たる女子生徒がいるかを尋ね，
その具体的な行動を話してもらった．なお，対象とした
Ｘ校には，企業就労を目指す生徒たちが通っており，大
多数が軽度知的障害の枠組みに入る．Ｙ校には，中度・
重度の障害のある生徒も通っているが，軽度の生徒を想
定して話してもらった．Ｚ定時制高校の生徒のなかには，
障害の認定は受けていないがそれが疑われる生徒もいる
ため，対象者には「軽度知的障害が疑われる」または「発
達障害が疑われる」生徒を思い浮かべてもらいながらイ
ンタビューを行った．なお，テーマにかかわりのない定
時制高校全般に通じる話題であると思われる内容につい
ては分析対象から除外した．
　分析は，対象者によって語られた内容（逐語録）につ
いて，データの一貫性を保つため研究者１名が，インタ
ビューの内容で示した３点に関する語りに該当する箇所
を抽出した後，類似の解釈をまとめてサブカテゴリーと
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カテゴリーにまとめた．内容の抽出からカテゴリー化ま
では，共同研究者により妥当性を確認し修正を行った．
結果の表の「代表的なコード」において，内容が理解し
やすい語りを優先して抽出した結果，抽出された発言者
がＡ，Ｂ，Ｄにやや偏っているが，実際にはそれ以外の
対象者の発言もカテゴリー・サブカテゴリーに同等程度
に含まれている．
　なお，本研究の目的である軽度知的障害のある女子生
徒の性的ハイリスク行動の現状を知るため，当事者を探
すことやインタビューをすることは至難の業である．そ
のため対象者には，軽度知的障害のある女子生徒の性的
ハイリスク行動を問題とし，関心を持って熱心に取り組
んできた教員を選んでいる．そのため結果として掲載し
たデータの選定に当たっては，発言者の偏りを是正する
ことはせず，内容を重視した．
　文中，サブカテゴリーは〈　〉で，カテゴリーは【　】
で，インタビューデータは「　」で示した．また対象者
の発言はイタリックで示し，表１で示す対象者のアル
ファベットを末尾に記した．
　研究の実施にあたり，東京学芸大学倫理審査委員会の
承認を得た（受付番号235）．更に対象者ならびに対象者
の所属する学校長に，文書と口頭にて，研究の趣旨と目
的やプライバシーの保護，研究への参加と撤回の自由，
成果の公表等について説明し，同意を得て実施した．

Ⅲ．結　　果

１．対象者の属性
　対象者の属性は表１に示すとおりで，特別支援学校の
教員７名，定時制高校の教員２名の計９名（男性７名，
女性２名）であった．

２．軽度知的障害のある女子生徒の性的ハイリスク行動
　表２のとおり女子生徒の性的ハイリスク行動は，【金
銭がらみの交際・性風俗での労働】【不適切な性行為】【危
険が伴う性的な行動】の３つのカテゴリーとしてまと
まった．
　【金銭がらみの交際・性風俗での労働】は，〈金銭目当
ての交際／売春／援助交際〉〈仕事が続かずキャバクラ
での労働〉〈騙されたり，誘われたりして風俗での労働〉
の３つのサブカテゴリーから成り，在学中や卒業後に，
お金が欲しかったり騙されたりして，援助交際や，キャ
バクラや風俗で働く等，金銭にまつわる交際や性風俗で
の労働を示す．なかには「何ていうんでしたっけ，アプ
リで，近くに登録している子たちがいると，近くに出会
いを求めている人がいますよというので，男性と引っか
かって．ごめんなさい，名前を忘れちゃったんですけれ
ど．いろんな交友関係が広がっていったようなんですね
（Ｅ）．」と生徒や卒業生が教員の知らないツールを用い
て，教員の目の届かないところでリスクの高い交友関係
を広げていくことが語られた．
　【不適切な性行為】は，〈父親／兄弟／友人の母親等と
の性行為〉〈不適切な場での性行為〉〈自分の知らない間
に行われたセックス〉〈望まない妊娠・出産〉の４つの
サブカテゴリーから成り，相手や場，時間等，教員の想
像を超えた性行為が行われる様子を示す．
　【危険が伴う性的な行動】は，〈出会い系サイトでの被
害〉〈問題行動の繰り返し〉〈遊び感覚の危なっかしい行
為〉の３つのサブカテゴリーから成り，犯罪や事件事故
に結びつくような性行為が行われる様子を示す．

図１　研究の流れ
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表１　対象者の属性

ID 性別 教員歴 学校種 学校ID 公務分掌 調査への参加

Ａ 女 25～29年 特別支援学校 Ｘ 進路指導

個別面接と集団面接に参加

Ｂ 男 20～24年 特別支援学校 Ｘ 主幹教諭

Ｃ 男 30～34年 特別支援学校 Ｘ 生徒指導

Ｄ 男 25～29年 特別支援学校 Ｙ 進路指導

Ｅ 男 15～19年 特別支援学校 Ｙ 進路指導

Ｆ 男 ５～９年 定時制高校 Ｚ 特別支援コーディネーター 同席で面接，個別面接の代わりとした集団面
接にも参加Ｇ 女 10～14年 定時制高校 Ｚ 養護教諭

Ｈ 男 10～14年 特別支援学校 Ｙ 進路指導 集団面接のみ参加

Ｉ 男 10～14年 特別支援学校 Ｘ 進路指導 集団面接のみ参加，面接途中で退席

表２　軽度知的障害のある女子生徒の性的ハイリスク行動

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

金銭がらみ
の交際・性
風俗での労
働

金銭目当ての交際／
売春／援助交際

アルバイトでキャバクラとかガールズバーとかそういうので働き始めて，それでお金稼げるわみたいなところを知っ
ちゃっているみたいなところから，普通の就職を考えなくなったりしているのかなというのはちょっと，うん．Ａ

仕事が続かずキャバ
クラでの労働

卒業時に高齢者の施設に勤務するような形につながって，児童養護施設から出てグループホームにも運良く入れたという
ケースで，だけどやっぱりその仕事が続かなくて，キャバクラですかね，仕事を辞めてグループホームも出てキャバクラ
で勤め始めたという話．Ｄ

騙されたり，誘われ
たりして風俗での労
働

前任校で出会った卒業生なんかは，最終的には風俗でだまされてというか働いているようなことになっちゃったんですけ
れど，一番最初のところは出会い系というのかな，先輩とかから誘われて教えてもらったのか，SNSを使って知らない男
性とのドライブに行ったとか，そういう，本当に大ごとになる前にそういう第一ステップみたいなのはあったかなと思い
ます．Ｅ

不適切な性
行為

父親／兄弟／友人の
母親等との性行為

部活の子だったので，部活が終わって今日帰りたくない．何でという話をしたら，何曜日かは忘れたけれど毎週何曜日は，
女の子です，私立の女子高なので．毎週何曜日はお兄ちゃんの相手をするんだみたいな話で，何それってなって．お母さ
んしかいない家庭だったので，いつからと聞いたら随分前からということだったので，お母さんに話をしました．Ｃ

不適切な場での性行為
知的障害の方だと．あとは在校生だと，女の子がかわいそうだと思うんですけれども，公園のトイレとかはよく聞きまし
たね．生徒が在学中，帰りに公園のトイレ，あとはお店の，ドラッグストアとか裏のほうにあるようなトイレでやってい
るって．この子が教えてくれたりするんですよ．そういうのも知的障害と関係しているんじゃないですか．Ｂ

自分の知らない間に
行われたセックス

在学している生徒間でおうちに遊びに行っている中で，お昼寝をしちゃって起きたら下着がずれていたとか．あとから確
認をしたら，そういうことが，いたずらがありましたという話を本人が確認をして，私のところに報告に来て．Ｇ

望まない妊娠・出産 同級生同士で妊娠までいって，お子さんを産ませて里親に出したというのがありますね．Ｂ

危険が伴う
性的な行動

出会い系サイトでの
被害

出会い系というか，そういったところでホストに絡んだところで．そういうところで飲食をして借金をして，その借金を
返済するために風俗店のようなところで働かなくちゃいけなくなった．その後，研修を受けたというけれど，実際にお店
に出る直前で本人の所在地がわかった．LINEなんかも全部消されていたらしいんですけれど，唯一，お姉さんのアドレ
スだけ残っていて，そこでつながって本人の所在地がわかって，ネットカフェのようなところにいたということで，お父
さんが本人を迎えにいったということで．警察にも事前に届けを出していたというところがあったんですね．Ｈ

問題行動の繰り返し

その子は１回，中等少年院に入ってそこで矯正教育を受けて．要は，最初入ったときにはずっと「私がいないとあのホス
トは」みたいな，「何とか君と何とか君が寂しがっていると思うし，行ってあげないとお金が」みたいに言っていたけど，
それは嘘の愛情だってずっと繰り返し学んできて出たけどやっぱり１週間でね，戻った施設から．女性の施設があります
よね．そこが受け入れになったけど音信不通だね．親からも連絡はないので．親御さんたちも，いるかどうかわからない
と思って連絡してこないのかもしれないね,こっちに．Ａ

遊び感覚の危なっか
しい行為

今，私が担当している女の子で，性産業とかではないんですけれど，女の子で，男の子に興味がある．女の子同士でお互
いの体に興味があるのかなという女の子がいて，その女子生徒が中心になってじゃないですけれど，その生徒が男子生徒
との携帯でのやりとりの中で，写真を撮ってお互いに見せ合いっこしない？と，男の子に誘われたのかな？　それで自分
の裸を男の子に送って，男の子も自分の裸を女の子に送ったということが，高１のときにありました．
その女の子はその男の子とのやりとりだけでなくて，女子生徒の中でも，どっちかの部屋でお互いの裸を見せ合ったりと
か陰部を触ったりとかそんなことをお互いにやったという話を．それで困っているという話を女性の先生に訴えてきたり
とかして，個別指導に入ったりというケースはあったので，その中心になってしまっている女の子のこれからが心配だな
と思っています．Ｄ

代表的なコードの末尾のアルファベットは，表１の対象者を示す．
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３�．軽度知的障害のある女子生徒の性的ハイリスク行動
の要因や背景

　表３のとおり性的ハイリスク行動の要因や背景は，【知
的な遅れ】【自尊感情の低さ】【複雑な家庭環境】【情報
化社会の影響】４つのカテゴリーとしてまとまった．
　【知的な遅れ】は，〈性の理解に不十分な知的レベル〉
〈対人関係を築く難しさ〉の２つのサブカテゴリーから
成り，軽度知的障害であるが故の性的ハイリスクな状況
を示す．
　【自尊感情の低さ】は，〈愛情の不足〉〈自尊感情・自
己肯定感の低さ〉〈交際相手から，自分が必要とされた
い気持ち〉〈寂しさ〉〈性への依存や執着〉〈目標のなさ〉
の６つのサブカテゴリーから成り，生徒が親から愛情を
十分にかけてもらえなかったり，寂しかったり等，自分
を認めることが出来ないことを示す．
　【複雑な家庭環境】は，〈母一人，子だくさん〉〈家で
の居場所のなさ〉〈親の虐待・暴力〉〈家庭の養育力のな
さ〉〈親の無関心〉〈親の厳しい態度への反発〉〈貧困〉
の７つのサブカテゴリーから成り，ひとり親家庭の環境
の厳しさや，養育力の問題，貧困等，生徒を取り巻く脆
弱な家庭環境を示す．
　【情報化社会の影響】は，〈スマートフォンやSNSによ
る情報や危険行動の広がり〉〈仲間のネットワークによ
る情報の広がり〉〈巧妙化した社会の性風俗のシステム〉
の３つのサブカテゴリーから成り，学校や家庭の目の届
かないネット社会が性的ハイリスク行動の大きな要因と
なっていることを示す．
４�．性的ハイリスク行動をとる軽度知的障害のある女子
生徒への教員の支援内容

　表４のとおり性的ハイリスク行動をとる女子生徒への
教員の支援内容は，【個別の丁寧な指導】【現状に応じた
性教育】【自立に向けた指導】【連携】の４つのカテゴリー
としてまとまった．
　【個別の丁寧な指導】は，〈丁寧なアセスメント〉〈相
談できる関係づくり〉〈特別支援学校の特徴を生かした
個別指導〉〈校外での問題行動への指導〉〈妊娠の疑いの
ある生徒への受診の促し〉〈母親や家族への支援・アド
バイス〉〈居場所としての学校の役割〉〈卒業後の継続的
かかわり〉の８つのサブカテゴリーから成り，教員と生
徒とが信頼関係を作ることで問題を防いだり，より早く
対応できたり，卒業後のかかわりにつながったりする様
子を示す．卒業後には，同窓会や夏祭り，文化祭などの
機会に来訪した生徒の相談に乗ることも多く語られた．
　【現状に応じた性教育】は，〈個別指導による性教育〉
〈カリキュラムを工夫しての性教育〉の２つのサブカテ
ゴリーから成り，性教育の規制が強まるなかで，教員が
努力しながらその生徒にあった性教育を行っている様子
を示す．
　【自立に向けた指導】は，〈自立の促し・生活や就職の
世話／キャリア教育〉〈自尊感情・自信を育てる働きかけ〉

の２つのサブカテゴリーから成り，卒業後に生徒が自立
し社会参加できるよう働きかける様子を示す．
　【連携】は，〈チームでの取り組み〉〈教員間の連携の
充実〉〈外部機関との連携〉〈各方面からの情報収集〉の
４つのサブカテゴリーから成り，教員が一人で抱え込ま
ず，役割分担しながら，複数でかかわったり，外部機関
と連携したりしながらチームで取り組む様子を示す．
５�．性的ハイリスク行動をとる軽度知的障害のある女子
生徒への支援の課題

　表５のとおり支援の課題は，【性教育の難しさ】【卒業
後の支援・指導の必要性】【社会制度を巡る難しさ】の
３つのカテゴリーとしてまとまった．
　【性教育の難しさ】は，〈カリキュラムの制限〉〈性教
育を行う限界〉〈ライフステージをふまえた性教育の必
要性〉の３つのサブカテゴリーから成り，現行のカリキュ
ラムや制限のあるなかで実情に対応した性教育を行う難
しさを示す．
　【卒業後の支援・指導の必要性】は，〈卒業後の指導の
限界〉〈卒業後のサポート体制，ネットワークの必要性〉
〈時間をかけて相談できる相手をみつける難しさ〉の３
つのサブカテゴリーから成り，課題のある生徒に対して
卒業後に継続した支援を行う難しさや限界を示す．
　【社会制度を巡る難しさ】は，〈未成年であるかないか
の線引き〉〈定時制高校，特別支援学校への注目の薄さ・
理解のなさ〉〈社会制度の仕組みの限界〉の３つのサブ
カテゴリーから成り，社会制度の仕組みのなかで軽度知
的障害のある女子生徒を性被害から守り，支援する難し
さや限界を示す．

Ⅳ．考　　察

　本結果から，特別支援学校高等部ならびに定時制高校
において，教員が捉える軽度知的障害のある女子生徒の
性的ハイリスク行動は多様であり，要因としては，本人
の特性，複雑な家庭環境，情報化等の社会的背景が示唆
された．それに対し教員は学校内外の専門家や専門機関
と連携しながら問題に対応していた．しかし，学校教育
や社会制度のなかで支援を行ううえでの課題もあった．
　子ども，家族，学校は社会関係の広がりからなる社会
生態系のなかに組み込まれた存在であり，お互いに影響
し合っている8）．そのため，貧困や性にかかわる問題行
動など複合的な問題の解決には，相互の関係を視野に入
れたうえで社会福祉と学校教育の双方から改めて考える
必要がある8）．そこで，本結果を生徒個人，家庭，社会
の３つの観点から考察する．
　軽度知的障害のある女子生徒の性的ハイリスク行動は，
表２に示したとおり金銭にまつわる交際や性風俗での問
題行動と，親兄弟との性行為等の社会通念上考えにくい
性に関する問題行動，危険が伴う性的な行動の３つが示
された．これらの問題行動は，出会い系サイトや交友関
係等，教員や保護者の目の届かない場で行われており，
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表３　軽度知的障害のある女子生徒の性的ハイリスク行動の要因や背景

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

知的な遅れ

性の理解に不十分な
知的レベル

判断というかがやっぱり知的な障害がある分，先の見通しとかも甘いというか見えていないところもあるかなと思うので，
そういう意味ではだまされやすいかなとは思います．あと，生育歴とか育ちとかというところとも絡んでくるんでしょう
けれど，最初そういう風俗のスカウトだとかホストだとかって優しく接してくるので，すぐに心を許してしまうというか，
その辺は一般のいわゆる障害のない子と比べるとリスクが高いんじゃないかなとは感じます．Ｅ

対人関係を築く難しさ
１対１の関係でつまずきやすい子，意思の疎通がうまくいかなかったりとか．それから，ちょっと言われたことをずっと
気に病んでもうだめだとなってみたりという子の振れ幅が大きいかな．Ｅ

自尊感情の
低さ

愛情の不足
よく言われるのは愛着障害．そこで疑似恋愛じゃないけど，ホストにはまってという子たちはそこですよね．優しくされ
て自分は必要とされている，ですよね．お父さんが厳しいうちって多いかもね．でも，お父さんがいないという人は，お
母さんも，きょうだいの親は違うみたいなケースだったりもあるから．まあ，いろんなパターンはあるけどね．Ａ

自尊感情・自己肯定
感の低さ

結び付きますよね．結局，自分を守れないというか，自分もちゃんと１人の人間として大切な存在なんだよという自分を
大切にできないから，例えば依存しちゃったり，それがたとえDVされていても，構ってもらっているからいいの，見捨
てられるよりはとか，あるいは性産業でとっかえひっかえ人は変わるけれど誰もいないよりはとなっちゃう．Ｆ

交際相手から，自分
が必要とされたい気
持ち

（話を）丁寧に聞くと，認められている感とか，大切に思われているとか優しくしてもらっているという，身体的な快楽
とかそういうところよりも気持ちのところとかがスタートなのかなとは思います．Ｅ

寂しさ
寂しいという気持ちがさっきもキーワードとして出てきたんですが，自分のことを見てもらえないとか寂しいという気持
ちがそういうふうにつながっていくのかなというのを感じました．Ｃ

性への依存や執着

要は認められたいという部分と性依存になっているんじゃないかなと．快楽を得られることが，いま自分が生きている楽
しさとか豊かさになっちゃっているんじゃないかというのが疑われるような方も確かにいるのかな．何回か見たケースで
は，愛しているよという疑似恋愛で満足していて，それで入り込んでいってどんどん彼のために性産業に入っていくとい
うケースもありましたけれども，セックスしていることが楽しい，うれしいという，そこで自分が生きているみたいな発
言をするような知的な子たちもいたんです．だから，そこの部分もちょっと思いましたね．性依存というんですかね．快
楽というところの要求はそういうところにつながっていっている．Ａ

目標のなさ
本人そのものも遊ぶことが好きとか，就職に向けて気持ちが，目標を持てていないとかの特徴もあると思いますし．見た
目とか，結構華やかで派手なことが好きという特徴があるかと思います．Ｂ

複雑な家庭
環境

母一人，子だくさん
家庭環境がお母さん１人でというところで，行ったらきょうだいたくさんいて親がみんな違うよみたいな子がいたりして，
ちょっとそういうリスクがあるかなというのはあるけどね．Ａ

家での居場所のなさ
お金そのものが目的で外でそういうことをするというよりも，家庭の愛着とか親子関係ってさっきあったように，大体は
家が嫌で家にいられずどこかに最初は家出とか泊まる場所を求めて飛び出して，結果それが見知らぬ男性だったり友達
だったりするんですけれども，そういうところとつながって性的なことで居場所をつくったりお金を稼いだり．Ｂ

親の虐待・暴力

女の子が根負けし学校に連れてきました．何人かでぱぱっと話しをし，そしたらお父さんに殴られた，蹴られた，あんな
家には帰れない．いきさつを聞くと，実は携帯の待ち受けにその彼氏とキスしているのが待ち受けだったらしく，お父さ
んがぶち切れたんですが．実は，中学校のときに措置で施設に入っていました．というのはお姉ちゃんが，簡単に言うと，
何ていうんでしょうかね，男の人とそういう関係をしお金を稼いでいてお小遣いをもらっていたのかな．それを妹に紹介
をし，その妹っていうのがうちの生徒なんですが．中学３年生だったのかな．それで措置ということで施設に入っていた
子なんですね．お父さんがその画面を見たときに，またあのときのことがということで，つい強い（暴力を）しちゃった
のかなということでした．Ｃ

家庭の養育力のなさ （親にも知的障害があるため）親も気にしていないんだと思います．そういうことがあるんだということを．Ｂ

親の無関心
親が無関心で，親に見てほしくていろんなSOSを出すんだけど，どうしても親が気がついてくれなくて，それが最初のう
ちは友達なんだけど，それが彼氏になり，そういうお店になり，お金も入ってくるという．親が厳しすぎるパターンと，
もう１つは娘に無関心なのかなというのは感じますね．Ｃ

親の厳しい態度への
反発

保護者がすごく厳しすぎるみたいなところからの反発．年齢層の，軽度知的といいながらもやっぱり発達年齢的には反抗
期が来てというところでの親子関係から，厳しさからというところの反発であったりとか，求め方が違うのかなとか．そ
んなようなケースもあるので．Ａ

貧困
貧困というキーワードはやっぱりあるかなと思いますし，特に主たる生計主だと例えばお父さんが仕事がなくなったとか，
そうするとお母さんが家から仕事に行くようになっていて，なかなか関係も愛着じゃないですけれど保護者の関係がとれ
ないということで寂しくなってというケースは，今はどこでもあるかなと思います．Ｅ

情報化社会
の影響

スマートフォンや
SNSによる情報や危
険行動の広がり

やっぱりスマートフォンですね．つながりやすくなっているというのと，横との連携だったり上下関係の連携だったり，
あとはそういう検索をしやすくなって，安易な仕事で入りやすくなっているという時代なのかなと思ったんです．Ｄ

仲間のネットワーク
による情報の広がり

Ｙ校で聞いたのは，先輩からこんな仕事があるんだよということで紹介される．それはＹ校だけじゃなくて，Ｘ校に中学
時代の先輩だったり中学時代の同級生がＸ校に行っていたりとか．Ｘ校のネットワークがまたあるみたいで，Ｘ校と他校
とのネットワークが．その辺，学校の中では把握しきれないような横のつながり，それからそこが同級生だっただけでな
くて友達の友達みたいな形でつながっているという話は聞いたことがあります．Ｄ

巧妙化した社会の性
風俗のシステム

ハイリスク行動に入っていく段階として，ホストにだまされて借金つくらされてみたいな，システムとして随分巧妙化し
ているよなというところが，前任校の時代からも含めて感じる．Ｅ

代表的なコードの末尾のアルファベットは，表１の対象者を示す．
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表４　性的ハイリスク行動をとる軽度知的障害のある女子生徒への教員の支援内容

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

個別の丁寧
な指導

丁寧なアセスメント

Ｘ校の中で思っているのはやっぱりアセスメントですよね．その子の状況がどういうふうになっているかというアセスメ
ントを，入学直前のところでの（情報）収集から，こういうリスクがあるかなとかいうのは，もう見ながら多分，クラス
編成の考え始めも，そこら辺を意識できる人を配置ながら学校全体で見守っていく中で，そういうことが起きたときには
抱え込まないで共有しながら，みんなでどういうふうに動くかという．Ａ

相談できる関係づくり

相談するって別に担任じゃなくてもいいよ，生活指導でもいいよ，部活の顧問でもいいよって，相談って誰でもいいんだ
よというところであるとか．そういうような関係性を３年間の中でつくっていくことが大事なのかなって思っているんで
す．大人を信用できないという子たちもいて，だからといって３年で何ができるかというと３年では難しいなというのが
正直なところではあるんですけれど．そういう学びがやっぱり必要なのかな．大人に相談すると何か動いているよという
のが経験できるような．こちらはこちらで，相談して誰にも言わないよというのを共有して動いていきますけれど．Ａ

特別支援学校の特徴
を生かした個別指導

特別支援学校は教員も多いですし，個別対応となったときにそういう人も割けるというか，そういう人を置くことができ
るということと，知的障害があるということが前提にあるので，なかなか外部の方と連携してその生徒に当たるというと
ころまで行けないのかなというか行かないのかなというのが特別支援学校の特徴かなと思っていて，なので担任とか生活
指導とか保護者の中で連携を取ってそれに対処していくというのが特別支援学校の特徴なのかなと思うんですね．Ｄ

校外での問題行動へ
の指導

最初に言った生徒については警察も．もう家出で，しかも最初はどうやってわかったのかな．本人が学校に来たとき話を
したときに，恐らく全部本人が話をしたんだと思うんですね．家まで本人が覚えていたので，その泊まった家ですね．本
人にはGoogleマップ，ストリートビューとか航空写真とか，あとはあれがあったとかこれがあったとかで家まで特定して，
警察に相談したと思います．警察絡みの保護指導というかね．あとは本人が生活リズムづくりというか，決められた時間
に学校に登校して作業をさせて，決まった時間に帰るとか．あとは継続して面談して気持ちを聞いてあげる．Ｂ

妊娠の疑いのある生
徒への受診の促し

そうなんですよ．妊娠しているかどうかを調べに婦人科へ行かせたりというのは何回か，この学校の＊年間にはあります．
Ｂ

母親や家族への支
援・アドバイス

愛着とかがベースにある場合は，保護者の方については，もう１回本人の気持ちだったり関係を取り戻してもらうという
んですかね，そういう支援の助言をすることもありますし．Ｅ

居場所としての学校
の役割

居場所のない人たちだから，学校にはそれなりに遅刻でもなんでも来て，授業に出たり出なかったり，そこで先生たちに
向き合ってもらえている安心感があるのかなという気がしなくはないです．Ａ

卒業後の継続的かか
わり

卒業後の進路先での，例えば仕事のこととか暮らしのことになると，やっぱり進路担当が窓口とか中心になりながら，そ
のときの担任だったりいろんな仲間の教員と一緒に対応していくということになります．Ｅ

現状に応じ
た性教育

個別指導による性教育 （学校での性教育に限界があるので）個別での指導ということで対応している．Ｂ

カリキュラムを工夫
しての性教育

ホームルームとかで話題，道徳的な観点とか，衛生面の観点とか，別の視点を使って伝えていくというような方法はうま
くやればできるかなと思います．実際に学校の中では，性教育は個別でいきましょうとなっています．Ｂ

自立に向け
た指導

自立の促し・生活や
就職の世話/キャリ
ア教育

僕は難しいと思いますね．ただ，難しいから何もしないんじゃなくて，いろんなところで，例えば＊＊の取り組みで言う
と職業キャリアガイダンスとかでいろんな知識を，いろんな先生たちがいろんな形で入れています．それから，よその学
校さんはあまりないと聞いたんですけれど，例えばファッション講座とか，世の中に出て困らないような，世の中こうな
んだよみたいな話もいろんなところで１年生のうちから入れていきます．Ｃ

自尊感情・自信を育
てる働きかけ

愛着と，あと，自分に自信がないとか自分を認められないという自己肯定感とか自己有用感のところもあるかなと思って
います．そうなってくると今度は例えば学校生活だったり仕事の場面だったり，自分でまんざらでもないなとか自分って
いいじゃんって受けとめられるような環境は学校でも職場でもつくっていけるかなと思っていますし，学校の進路の学習
なんかでも，いろんな成功体験を積むようにとか自信を持てるようにというのはキーワードにしています．Ｅ

連携

チームでの取り組み
例えば，本人の気持ちのケアだったら女性の先生だったりとか，男性に話をといったら男性から．新しい職場を探して就
活とかを本人がしましょうと言ったら進路の先生．というふうな役割分担をしてやっています．Ｂ

教員間の連携の充実

僕のところにも結構，学年を飛び越えて全体を見ていますので「先生，実は」なんていう話が来るんですけれど，それは
必ず担任に言います．例えば，誰にも言わないからと本人には言いますけれど，実はこんなことで悩んでいるみたいだか
ら，でもそれはＣがほかには言わないという約束で聞いたから，先生の知識としては持っていてもらっていいけれど，す
ぐに「Ｃに聞いたぞ」とやられるとこっちの人間関係が壊れちゃうので，そのことも伝えた上であとはその先生に任せま
すけれど．それで教員の信頼関係はつながっていると思うんですけれどね．Ｃ

外部機関との連携
在学中の場合は警察にも相談したりとかそういうところで．あと，ホストクラブにはまっちゃう子もいて，在学だと警察
とか司法書士とかそういう人にいろいろ相談する．Ａ

各方面からの情報収集

情報の収集というところでは友達同士での関係から教えてくれるというところがあるのかなと思うんです．特に卒業生対
応なんかであれば，LINEとかメールとかでつながっていく中で，「〇〇君，最近ちょっと調子悪いんじゃないかな．何か
知らない？」とかですね，こっちから聞いて情報を得るということもあるし．そういうのをやっていくと，「最近あいつ
何か困っているらしいんだけど，話し聞いてやってよ」みたいなのがLINEとか電話で連絡とか，卒業生からも実際に来
たりという中では，縦とか横とかは言えないですけれど教員間の共有とほかの生徒からの友達同士での関係性を大事にし
ていかなくちゃいけないと思っています．Ｅ

代表的なコードの末尾のアルファベットは，表１の対象者を示す．
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軽度知的障害のある思春期女子の性的ハイリスク行動と
して特徴づけられる．
　要因や背景について，生徒個人としては表３に示した
とおり，【知的な遅れ】【自尊感情の低さ】がある．語り
では，生徒の知的障害ゆえの特性として，判断力や認識
の甘さ，関心・欲求のままに行動する傾向や，自己否定
的な考えのあることが多く語られた．特別支援学校学習
指導要領解説自立活動編においても，障害のある幼児児
童生徒の自己に対するイメージの低さは指摘されてい
る9）が，本結果も同様となり，性的ハイリスク行動を予
防するという観点で，軽度知的障害のある女子生徒に自
尊感情を育てる教育の必要性が示された．
　家庭としては，【複雑な家庭環境】で示されたとおり，
家庭における養育力の不足から，子どもが社会生活のき
まりや規範，価値観を学んでいないことが，性的ハイリ
スク行動の背景にあることが示唆された．また性的ハイ
リスク行動をとる知的障害のある女子生徒の多くは，【自

尊感情の低さ】とも関連し，保護者や家庭生活のなかで
受け止められたり，認められたりしておらず，居場所が
ないと感じ，交際相手にその代償を求めている姿も多く
語られた．日本人は，子どもの良好な発達のためには，
子どもが自分には居場所があると感じることが大切であ
り，大人が子どもの居場所づくりを直接的・間接的にサ
ポートすることが，子どもの社会化を促す上で必要であ
ると考えている10）．【複雑な家庭環境】の状況は，軽度
知的障害のある女子生徒の社会化を阻む脆弱な成育環境
として捉えられ，家庭を中心に，彼女らを包摂する環境
の重要性が示された．
　社会としては，【情報化社会の影響】で示されたとおり，
大多数の教員が，SNSやスマートフォン，出会い系サイ
トの広がりを背景要因として挙げていた．現在，IT機
器の急速な発展に伴い，児童生徒が性情報を入手するこ
とは容易になっている．児童生徒の買春や性犯罪等，加
害者が児童生徒に近づく方法もネットを利用する等，数

表５　性的ハイリスク行動をとる軽度知的障害のある女子生徒への支援の課題

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

性教育の難
しさ

カリキュラムの制限

性行動に関して言えば，今はやりにくいので．保健体育として性教育を２コマやりますというふうな設定がやりにくい．
やれないことはないんですけれど，管理職に相談しなきゃいけないとか，授業案を管理職に出さなきゃいけない，管理職
は＊＊に出さなきゃいけないというところまで多分あるから，実際に行動していないぐらい保健体育でも扱いづらい分野
になっているので．Ｄ

性教育を行う限界

性教育というふうに言いたいですけれど，ご存じのとおり学校で，特に都立特別支援学校では性教育を教育委員会のほう
が……，踏み込んで指導ができない状況になっているので．実際は，そういうケースがあった場合には，授業じゃなくて
個別に教えていくというような機会があればいいですけれどね．そういうのも，本当は早めに前倒しで教えていく必要が
あるんだろうと思います．我々はどうしても，何かあってそれに対して特に個別の指導の場合は対応にとどまるので．授
業だったら３年間の計画を立てますから，その中に入れていけばいいんですけれど．なかなかそこまで踏み込めないから，
授業が今はできないという問題があるかなと思います．Ｂ

ライフステージをふま
えた性教育の必要性

自分の体を大切にするというよくあるパターンも必要なんだけれど，あとはライフステージみたいなのも併せたね．別に
お付き合いするのを否定するわけじゃないけれど，自分の人生を考えたときに子どもを育てるってお金がかかるんだよと
か，そういうことも併せて学習するような場面があったほうがいいだろうなとは．Ａ

卒業後の支
援・指導の
必要性

卒業後の指導の限界
相談できるという関係をどうやって継続していくのかとか，そういったところで卒業後，学校に戻ってきて話しができる
環境づくりとか，彼らの思いをそういうふうに育てておくみたいなところ．絶対に起きてしまうケースがあると思いなが
ら，どういうことをしていくのかというのも考えなきゃいけないかなというのはいつも思っているところです．Ａ

卒業後のサポート体
制，ネットワークの
必要性

卒業して10年たっている方が支援センターを頼りながら安定した働き方をしていくのもそうなんですけれど，そのもっと
先を行く理想で，今度は結婚して子どもが生まれてといったときには，今度は支援センターの役割ではなくなってくるの
で，そこはもっとサポートが必要ですよね．そこまで私は卒業生の話では聞いたことがないので．Ｄ

時間をかけて相談で
きる相手をみつける
難しさ

じゃあ相談といったときに，これだけ教員がころころ代わっていくと，なかなか行って相談するということにならないだ
ろうし．知らない先生にいきなり相談できるわけじゃないし．じゃあ，地域のセンターに相談できるかといったら，そう
簡単に彼らの状況の中で相談できる状況にないので．だから，だめよと言って逃げるような関係じゃなく，メールや何か
でつながっているみたいなところで，困ったときにはいつでも相談に乗るよというところ．そういう人をいきなり外でつ
くれるかというと，そうじゃないかなと思うので．Ａ

社会制度を
巡る難しさ

未成年であるかない
かの線引き

うーん，まあわかってはいるけど，首に縄つけて引っぱって帰ってくるわけにもいかない．20才過ぎたらというところが
１つあるかな．児相，子家センは，家出した場合でも20才前だと未成年だからというところで動いてくれる．18才だけれ
どそこら辺で動いてくれるのと，もう大人になっちゃったらみたいなところでは，本人の意思を尊重しなきゃいけないと
いうところの難しさ．自分で切り替えられたり自分で変わろうと思えないと，難しいかな．Ａ

定時制高校，特別支
援学校への注目の薄
さ・理解のなさ

チームで仕事をするというのもあるし，授業がそういうシステムになっているので，逆にクラスで１人の先生が１つの授
業を持ってみたいなのって少ないというのがあるので，そこが特別支援学校と普通の学校の違い．だからそこから来た先
生は，え？って思う部分は正直あるだろうけれど，もう今はそういう土壌で動いているから郷に入ったら郷に従えでやっ
てもらえればそういうふうになっていく．ならない人ももちろんいることはいますけれど．ただ，その文化というか土壌
の違いが特別支援と普通の学校の違いかなというのは，いろんな方からお話を聞いているときに思うところです．Ａ

社会制度の仕組みの
限界

例えば子どもをシェルターに入れなくちゃいけないとか緊急的にショートグループホームが必要だとか言っても，なかな
か地域の福祉資源，特に障害のある子の福祉資源は限られているので，すぐになかなか対応してくださる事業所さんを見
つけるのも大変だなというところでは，福祉資源がもうちょっとというような思いはありますけれど．Ｅ

代表的なコードの末尾のアルファベットは，表１の対象者を示す．
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年前とは大きく変容している11）．本結果は，情報化社会
に伴い，軽度知的障害のある女子生徒が性的ハイリスク
行動を起こしやすくなっている現状を示したと言える．
本研究の対象者でもある教員経験年数が20年以上を超え
るベテラン教員の子どもの頃には，携帯電話やスマート
フォンはなかった．しかし今の児童生徒は，生まれたと
きからIT機器に囲まれている．そのため教員は，IT機
器に慣れ親しんでいる児童生徒の生活や価値観，若者文
化への理解を示すとともに，情報化社会のなかで軽度知
的障害のある女子生徒が，性の問題に巻き込まれやすく
なっているという認識をもつ必要がある．
　次に性的ハイリスク行動をとる軽度知的障害のある女
子生徒への教員の支援と課題についてである．
　表４に示したとおり教員は，【個別の丁寧な指導】と，
個人や集団への【現状に応じた性教育】【自立に向けた
指導】を行うとともに，学校内外の人や機関との【連携】
を図って指導にあたっていた．
　個別の指導では，生徒との連絡にLINEを使用してい
る教員が複数名いた．教員のなかには世代的にLINE等
のSNSを使うことに抵抗のあるものも多い12）．教員が生
徒とのやり取りにLINEを使用するのは，教員が生徒を
支援するために生徒に歩み寄っているとも捉えられる．
本結果は，軽度知的障害のある女子生徒に対しても一般
の生徒と同様に，IT機器を活用した支援の可能性を示
している．今後は，個人の努力のみならず，危険な性行
動や性的接触を避けるためAIを装備した使用機器の開
発が期待される．
　また，多くの教員は時間外や卒業後も生徒の相談に乗
る，面談をするなどをしていた．これは，教員の教育観
や使命感に基づいた善意による支援ともいえる．貧困状
態にある子どもの支援においても，教員が子どもに食べ
物を提供する，医療費を立て替える，学用品や衣類を貸
したり与えたりする，時間超過で子供を預かる等を行っ
ていた13）．しかし性に関わる問題には，要因や背景でも
述べたように，個人や家庭の状況，社会的背景が複雑に
絡んでおり，教員の善意による支援だけで問題は解決し
ない．社会福祉と学校教育との連携協働が強く求められ
る現代において，教員は知的障害のある児童生徒の性の
発達や性に関わる問題をどのように見ているか，学校や
教員にできることは何か，地域社会や福祉機関にはどの
ような支援策があるのかなど，互いの立場や課題解決の
方策を共有し，解決することが求められる．その必要性
は，支援のカテゴリーの【連携】や課題の【卒業後の支
援・指導の必要性】【社会制度を巡る難しさ】からもわ
かる．
　一般的に，連携協働を図るうえでスクールソーシャル
ワーカー等の専門職の配置は重要である．とりわけ複雑
な家庭環境に育つ知的障害のある女子生徒に，性的ハイ
リスク行動をとらせないようにしたり，性被害から守っ
たりするためには，スクールソーシャルワーカー等，福

祉との連携協働は欠かせない．しかし，特別支援学校や
定時制高校におけるスクールカウンセラー（以下SC）
やスクールソーシャルワーカー（以下SSW）の配置は
小中学校と比べ少ない14）15）．文部科学省は，スクールソー
シャルワーカー配置事業において平成31年度までに
SSWの全中学校区，SCの全小中学校区27,500校の予算
配置をしたが，高等学校の目標値はなくSSWは全国47
人分の予算確保に留まっていた16）．令和２年度の要求・
要望額ではいじめ・不登校対策，教育支援センター，虐
待対策等の新規・拡充事項はあるものの，高等学校や特
別支援学校については言及されていない17）．本結果で示
した性的ハイリスク行動の予防と解決のためにも，特別
支援学校及び定時制高校へのSC及びSSWの配置の増加
が求められる．
　さらに，支援の課題で示された【性教育の難しさ】【卒
業後の支援・指導の必要性】【社会制度を巡る難しさ】も，
思春期女子と知的障害，教育と福祉が複雑に絡み合う課
題として解釈できる．
　とりわけ表５で示した【性教育の難しさ】は，集団と
個人に対する性教育の難しさや限界が多くの教員から語
られた．性教育は特別支援学校にかぎらず，学校教育や
学校保健において重要なテーマである．しかし性教育
バッシング等の経緯18）から，現在保健の分野で扱われる
性に関する内容は，生殖機能の発達の理解や性情報への
適切な態度や行動の選択等が主で，避妊等の具体的な内
容までは言及されていない19）20）．一方，日本の妊娠中絶
は年々減少傾向にはあるものの，平成30年現在，15歳未
満は190件，15歳から18歳は4,048件である21）．また，
2015～16年度に公立高校が把握した妊娠は2,098件で，
そのうち全日制では約４割，定時制では約３割が退学し
ている22）．語りにも，過去に生徒同士で交際し妊娠した
ケースや，在学中の生徒の妊娠を心配している事例が
あった．知的発達の遅れが軽度である子どもの保護者ほ
ど，性に関する問題行動等に関する家庭での性教育の必
要性を感じているとの報告もある23）．表２の性的ハイリ
スク行動に示した，【金銭がらみの交際・性風俗での労働】
【不適切な性行為】【危険が伴う性的な行動】や，これ
らの要因と背景にある【知的な遅れ】【自尊感情の低さ】
からも分かるように，今後，特別支援教育と学校保健と
の両者において，現状に見合った性教育の内容の精選と
実施が必要なことは言うまでもない．さらには，男女を
問わず軽度知的障害のある生徒に対して，性的ハイリス
ク行動を起こす可能性を踏まえた具体的な対人コミュニ
ケーション能力や社会生活のルール等の指導内容4）を考
える必要がある．因みに米国のYWCA（Young Wom-
en’s Christian Association）では14歳から24歳までの10
代の妊娠中および子育て中の若者に，ヤングペアレント
プログラムを提供する支援サービスがある24）．我が国に
おいても，これまでの慣例にとらわれず，軽度知的障害
のある生徒に対して，現状に即した性教育や性的ハイリ
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スク行動の予防教育，生徒の権利や安全を第一とした指
導や支援を行う体制が必要である．
　支援の課題は，学校での教育的支援の限界を示してい
る．そのため，今後は，【連携】にあたって法律家や弁
護士による契約条件や人権問題への対応，警察権等の介
入が必要であることに加え，生徒の卒業後の支援や相談
体制にあたる専門家を含めたチーム支援の必要性が示唆
された．

Ⅴ．本研究の限界

　本研究の限界は３つある．対象の教員は都内の１地区
に限られていること，対象者が特別支援学校高等部と定
時制高校とに勤務しているため，学校の特性が異なるこ
と，データは教員の語りを対象としているため，現実を
全て把握したものではないことである．しかし当事者へ
のインタビューは難しく，この問題を把握し熱心に取り
組んできた教員の語りによる本結果は，今までほとんど
着目されなかった軽度知的障害のある思春期女子生徒の
性に関わる問題行動とその支援の現状を示した点で意義
がある．本結果は，今後の彼女たちへの直接的支援のみ
ならず，社会制度や環境要因からの包括的支援の方途を
考える手立てとなる．

Ⅵ．結　　論

　軽度知的障害のある女子生徒の性的ハイリスク行動は，
本人の【知的な遅れ】に加えて，【自尊感情の低さ】に
関連する【複雑な家庭環境】や，複雑多様化する【情報
化社会の影響】を要因として，【金銭がらみの交際・性
風俗での労働】【不適切な性行為】【危険が伴う性的な行
動】という，多様な様相が示された．
　それに対し教員は，生徒に対して【個別の丁寧な指導】
【現状に応じた性教育】【自立に向けた指導】を行って
いた．一方で支援の課題として【性教育の難しさ】【卒
業後の支援・指導の必要性】【社会制度を巡る難しさ】
があり，学校における教育的支援の限界が示された．今
後は，【連携】にあたって，卒業後の継続支援を視野に
いれた多職種からなるチーム支援の必要性が示唆された．

付　　記

　本成果は，東京学芸大学パッケージ型支援プロジェク
トと平成29年度東京学芸大学広域科学教科教育学研究の
成果の一部である．また論文執筆に当たっては，令和２
年度基盤研究（Ｃ）（一般）「病気の子供を包摂する学び
とケアの共同体づくりのための教員研修プログラムの開
発（代表　竹鼻ゆかり，課題番号19K02595）」科学研究
費の助成を受けた．
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Ⅰ．緒　　言

　日本の青少年における飲酒の実態については，一定の
減少傾向にあるとの指摘1）もみられるが，未だに看過で
きない水準に留まっている2）3）．青少年期の飲酒が心身
に与える悪影響については言うまでもなく，この時期の
飲酒防止は重要な課題である4）5）．そして，有効な防止

対策を構築するためには，青少年の飲酒行動に関連する
要因を明らかにする必要がある．この点に関して，欧米
では，青少年の飲酒行動の大きな助長要因として，親や
友達等といった周囲の人々からの社会的影響に着目した
研究の知見が多く蓄積されてきている6）．
　その中で，青少年の飲酒行動に対する社会的影響につ
いて大きく二つに分けて捉える考え方がある7－9）．一つは，

青少年の現在飲酒における直接的及び間接的な社会的影響
岩　田　英　樹＊1，野　津　有　司＊2，片　岡　千　恵＊2，久　保　元　芳＊3

＊1金沢大学人間社会学域
＊2筑波大学体育系

＊3宇都宮大学共同教育学部

Active and Passive Social Influences on Current Alcohol Use among Japanese Adolescents

Hideki Iwata＊1　Yuji Nozu＊2　Chie Kataoka＊2　Motoyoshi Kubo＊3

＊1Faculty of Human Sciences, Kanazawa University
＊2Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba

＊3Cooperative Faculty of Education, Utsunomiya University

Background: Previous studies have indicated that drinking among Japanese adolescents has decreased. 
However, the average drinking prevalence among them is not sufficiently lowered, and the drinking level re-
mains problematic.
Objectives: The purposes of this study were to clarify the active and passive influential social factors and 
examine their relative levels of influence in the current drinking behaviors of junior and senior high school 
students in Japan.
Methods: A total of 5,333 students （3,169 boys, 2,164 girls） from seventh to twelfth grades among five junior 
high schools （n＝2835） and five senior high schools （n＝2498） in one prefecture of Japan completed an anon-
ymous, self-administered questionnaire. The contents of the questionnaire included the following: 1） the 
drinking behavior of subjects, their family members （father, mother, and older siblings）, and friends （close 
friends, boy/girlfriend）; 2） offers of alcohol as an active social factor （at least one or more offers in the past 
month）; and 3） estimation of peers’ and adults’ alcohol use and perceived attitudes of parents and friends to-
ward the respondent’s drinking as passive social factors. Multiple logistic regression analysis was used to ex-
amine the association of current drinking （defined as drinking at least once a month） with active and passive 
social factors among the participants. All variables were entered simultaneously as independent variables. 
Additionally, the models were adjusted according to school grade, and school type （only senior high school）.
Results: The multiple logistic regression analysis revealed the following relationships. Among both junior 
and senior high school students, there are significant relationships between the participants’ current drink-
ing behavior and explicit offers of drinks and perceived favorable attitudes of parents toward the respond-
ent’s drinking habit. Among high school students, there was a marked relationship between their drinking 
behavior and the overestimation of peers’ drinking. Among girls, there was a tendency for the perceived at-
titudes of parents to be the most important influential social factor. Among boys, however, results suggest 
that drinking behaviors among people around the subjects promoted their drinking.
Conclusion: When developing drinking prevention programs in the future, it is necessary to pay attention 
not only to active influential social factors such as explicit offers of drinks but also to passive influential so-
cial factors such as parents’ strict attitudes toward drinking.

Key words：social influence, junior high school students, senior high school students, drinking
 社会的影響，中学生，高校生，飲酒
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直接的な社会的影響（Active Social Influences）と呼ば
れるもので，周囲からの飲酒の誘いのように，その場で
の即時的な応答を求められるような直接的な体験をする
ことである．こうした場面では，誘う相手との人間関係
や状況などによってはより強い心理的圧力を感じること
で，飲酒を引き起こしやすくなることが予想される7）8）．
もう一つは，間接的な社会的影響（Passive Social Influ-
ences）と呼ばれるものである．これは，飲酒に関わる
周囲の人々の行動や態度を通して形成された，本人の飲
酒に対する誤った認知的評価が飲酒を助長する要因とな
ることと捉えられている7－10）．米国の青少年を対象とし
た研究では，こうした間接的な社会的影響が，彼らの現
在飲酒の出現のみならず7）11－16）将来の飲酒行動の予
想11）12）16），飲酒の消費量や頻度8）11）12）16），飲酒を伴う問題
行動8）11）12）などにも影響することが指摘されている．
　日本の青少年に関しても，親や友達からの社会的影響
が彼らの飲酒行動に関連するという報告が散見され
る1）2）17－19）．例えば，父親や母親から飲酒を勧められた
経験を持つ者が一定の割合で存在していること1）2）17）18）や，
同じ年代の「お酒を飲む友達」が「いる」とした者が中
学生で２割，高校生では５割に達していること，そして，
これらの者はそうでない者に比べて飲酒経験者の割合が
多いことが報告19）されている．また，親の飲酒行動と「本
人の飲酒に対する親の態度の認知」との相対的な影響に
ついて検討した報告20－22）もみられる．こうした日本での
知見は，青少年の飲酒防止の観点から経年的な実態把握
や飲酒の開始要因に主な焦点が当てられてきたといえる．
しかし，実際にはほとんどの者が未成年のうちに初回飲
酒を経験し，その中で日常的な飲酒が疑われる者，すな
わち現在飲酒者が出現する．こうした実態を踏まえるな
らば，飲酒の開始要因のみならず，彼らの現在飲酒に影
響を与える要因について検討することも重要な課題23）と
言える．また，青少年期の飲酒開始の要因と，現在飲酒
に対する要因とでは，異なる部分もあることが予想され，
親や家族からの影響に加えて周りの友達からの影響も強
くなることや，飲酒をすすめられるといった直接的な影
響を受け身的に経験することに加えて，周囲の飲酒行動
や態度に対する誤った認知的評価を自ら主観的に行うこ
とによる影響も強まることが予想される．このような直
接的および間接的な社会的影響と青少年の現在飲酒との
関連を明らかにすることは，今後の飲酒防止策を検討す
る上で有益と考える．
　本研究では，今後の飲酒防止教育に資するために，青
少年の現在飲酒に関連する社会的影響について，直接的
および間接的な要因の視点から明らかにするとともに，そ
れらの相対的な影響について検討することを目的とした．

Ⅱ．方　　法

１．調査対象と調査方法
　対象は，Ａ県の中学校５校の１～３年生2,866名，お
よび高校５校の１～３年生2,600名であった．対象校は，
機縁法により学校長の了承が得られた学校とした．この
うち，中学校５校は全て都市部に，高校のうち３校は都
市部，２校は郡部に所在した．また，高校のうち２校は
工業高校，他の３校は普通高校であった．解析対象は，
中学生2,835名（有効回答率98.9％），高校生2,498名（同
96.1％），合計5,333名（男子3,169名，女子2,164名）とした．
　調査は，2012年８月～12月に，無記名自記式の質問紙
法により実施した．調査実施者は各学級の担任教員であ
り，実施手引書に従って実施するよう依頼した．倫理面
への配慮として，対象者個人の自由意思により本調査に
参加するか否かを決定できる機会を保障するために，回
答を拒否する手段として質問紙を白紙で提出しても良い
ことや調査の途中であっても回答を拒否することができ
ること，研究参加を拒否しても何ら不利益を受けること
がないことなどを文書で説明した．また，回答済みの質
問紙は同時に配布した返却用封筒に生徒自らが入れて密
封の上，回収した．そして，データ入力については，守
秘義務を誓約した情報処理機関に委託した．なお，本研
究の実施計画については，「金沢大学人間科学系ヒトを
対象とする研究倫理委員会」の承認を得ている（番号：
2012-01）．
２．調査項目
１）基本属性および本人の現在飲酒
　基本属性として，男女別と学年をたずねた．本人の現
在飲酒は，「あなたは，この１ヶ月（30日）の間に，何
日お酒を飲みましたか」とし，さらに（お正月やお祭り
などの時に，ごく少量を飲んだくらいはのぞきます）と
注記した．回答は，「飲んでいない（０日）」～「毎日（30
日）」までの７件法で求めた．
２）直接的な社会的要因に関する項目
　直接的な社会的要因に関する項目としては，「明確な
飲酒の誘われ経験」を取り上げた．先行研究では，特に
期間を限定せずに誘われた経験を把握する方法1）2）17）18）や，
飲酒をすすめる相手を友人や家族に特定する方法24）があ
る．本研究では，現在飲酒の出現への直接的な社会的影
響を把握するために，期間をこの一か月間に限定し，か
つ相手を特定せずに，周囲から明確に飲酒の誘いを受け
た経験の頻度について把握した．質問文は「あなたは，
この１ヶ月（30日）の間に，周りの人からお酒を飲むよ
うにすすめられたり，一緒にお酒を飲むことを誘われた
りした経験がありますか」とし，４件法（「一度もない」，
「１回ある」，「２回ある」，「３回以上ある」）で回答を
求めた．
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３）間接的な社会的要因に関する項目
　間接的な社会的要因に関する項目としては，周囲の飲
酒率の見積，本人の飲酒に対する周囲の態度の認知，周
囲の飲酒行動の状況をそれぞれ取り上げた．
⑴　周囲の飲酒率の見積
　周囲の飲酒率の見積については，Dusenburyら15）を参
考に，同世代および大人の間での飲酒行動の広がりの程
度の認知について，周囲の飲酒率を見積もらせる方法と
した．質問文は「あなたの予想では，あなたと同じ年齢
の人たちは，（大人（20歳以上）の人たちは，）どれくら
いお酒を飲んでいると思いますか．ここでは，この１ヶ
月（30日）の間に，１日でも「お酒を飲んだ」と答えた
人の割合で考えて下さい．」とし，回答は５件法で，「ほ
とんど飲んでいない（10％未満）」から「ほとんど飲ん
でいる（90％以上）」までとした．
⑵　本人の飲酒に対する周囲の態度の認知
　本人の飲酒に対する周囲の態度の認知については，
Dusenburyら15）を参考に，保護者および友達のそれぞれ
の態度の認知について把握した．質問文は「あなたが今
現在（未成年の間に）お酒を飲むことに対して，あなた
の保護者は（あなたの友達は）どう思うと予想しますか．」
とし，「強く反対すると思う」から「強く賛成すると思う」
までの５件法で回答を得た．
⑶　周囲の飲酒行動の状況
　周囲の飲酒行動の状況については，父親，母親，兄・
姉，特に親しい友達，特に仲の良い異性のそれぞれにつ
いてたずねた．回答は，父親，母親についてはそれぞれ
「お酒を飲まない」「前は飲んでいたが，今は飲まない」
「お酒を飲む」「自分には，わからない」から選ばせた．
また，兄・姉，については「お兄さん/お姉さんはいない」

「お兄さん/お姉さんはいるが，誰もお酒を飲まない」「お
酒を飲むお兄さん/お姉さんがいる」「自分には，わから
ない」から選ばせた．そして，特に親しい友達，特に仲
の良い異性については，それぞれ「親しい友達（異性）
で，お酒を飲む人はいない」「親しい友達（異性）で，
お酒を飲む人がいる」「自分には，わからない」から選
ばせた．
３．分析方法
　各調査項目の学校種別，男女別の回答の割合について
は，χ2検定および残差分析を行った．また，学校種別，
男女別に，現在飲酒を従属変数とし，明確な飲酒の誘わ

れ経験，周囲の飲酒率の見積，本人の飲酒に対する周囲
の態度の認知，周囲の飲酒行動の状況を独立変数とした，
多変量による二項ロジスティック回帰分析（強制投入法）
を行った．その際，学年と，高校のみ学科も，調整変数
として同時投入した．なお，独立変数間のスピアマンの
順位相関係数を算出した結果，ρ＝0.001～0.561（絶対値）
であり，多重共線性の問題になるような変数はないもの
と判断した．また，変数の投入では，従属変数とした現
在飲酒では，「飲んでいない（０日）」という回答に０を，
その他全ての１日以上飲酒したとする回答に１を与え，
ダミー変数として取り扱った．独立変数では，肯定的な
回答と考えられる群をそれぞれの基準とし，またセルサ
イズの偏りによっては再カテゴリー化することで，結果
の解釈がしやすくなるようにした．例えば，周囲の飲酒
行動の状況に関する項目では「お酒を飲むお兄さん・お
姉さんがいる」という回答を１とし，その他の回答を０
とした．
　なお，本研究の有意水準は５％とした．統計パッケー
ジは，IBM SPSS Statistics 23.0J for Windowsを用いた．

Ⅲ．結　　果

１．現在飲酒の状況
　この一か月間で「１日」以上飲酒した現在飲酒の割合
は，高校生では男子14.3％，女子10.7％と有意な男女差
が示された．中学生では男子5.5％，女子5.3％と男女差
は示されなかった（表１）．
２．直接的および間接的な社会的要因の状況
　ここ１か月間の「明確な飲酒の誘われ経験」では学校
種差が示され，「一度もない」とした者が中学生の91.5
～92.4％に比して高校生では79.9～84.9％と有意に低率
であり，１回，あるいはそれ以上誘われた経験がある者
の割合が多かった．また，高校生では男女差がみられ，
女子に比して男子では明確な飲酒の誘いを１回か３回以
上経験した者が有意に高率であった（表２）．
　「同世代の飲酒率の見積」では，同世代が「ほとんど
飲んでいない」と回答した者は，中学生で58.6～67.6％
に対して，高校生では30.1～39.0％と有意に低率であった．
それに応じて，高校生では「ほとんど飲んでいない」以
外への回答割合が多かった．
　「大人の飲酒率の見積」においても学校種差が示され
たが，中学生および高校生共に大人の多くが飲酒してい

表１　対象者の現在飲酒の状況（学校種別，男女別）
％

変数
中学生 高校生

男
n＝1,456

女
n＝1,379

P† 男
n＝1,713

女
n＝785

P†

現在飲酒（この１か月間の飲酒経験） 5.5 5.3 0.822 14.3 10.7 0.014

†：χ2検定による男女別の有意差
下線：学校種別で有意に高率を示す（P＜.05，χ2検定）．
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表２　直接的および間接的な社会的要因の概要（学校種別，男女別）
％

中学生 高校生

男
n＝1,456

女
n＝1,379

P† 男
n＝1,713

女
n＝785

P†

直接的な社会的要因に関する項目
　明確な飲酒の誘いの経験（この１か月間） 0.795 0.005

　　　一度もない 91.5 92.4 79.9－ 84.9＋

　　　１回ある 5.4 5.0 11.1 9.6
　　　２回ある 1.1 1.0 1.9 1.7
　　　３回以上ある 1.9 1.5 7.1＋ 3.8－

間接的な社会的要因に関する項目
　周囲の飲酒率の見積
　　同世代の飲酒率の見積 ＜0.01 ＜0.01

　　　ほとんど飲んでいない（10％未満） 67.6＋ 58.6－ 39.0＋ 30.1－

　　　３人に一人くらい（30％くらい） 23.7－ 30.2＋ 33.3－ 41.7＋

　　　半分くらい（50％くらい） 5.5 7.1 14.5－ 18.0＋

　　　３人に二人くらい（60～70％くらい） 1.9 3.0 8.1 7.5
　　　ほとんど飲んでいる（90％以上） 1.3 1.2 5.1＋ 2.7－

　　大人の飲酒率の見積 ＜0.01 ＜0.01

　　　ほとんど飲んでいない（10％未満） 7.6＋ 3.1－ 7.9＋ 1.8－

　　　３人に一人くらい（30％くらい） 5.9 4.9 3.9＋ 2.2－

　　　半分くらい（50％くらい） 16.5 17.5 13.5 13.1
　　　３人に二人くらい（60～70％くらい） 39.3 42.1 36.1－ 41.9＋

　　　ほとんど飲んでいる（90％以上） 30.8 32.4 38.5 41.1

　本人の飲酒に対する周囲の態度の認知
　　保護者の態度の認知 0.503 0.002

　　　強く反対すると思う 56.1 57.5 28.5－ 33.7＋

　　　少しは反対すると思う 21.5 21.1 29.1 32.3
　　　どちらともいえない 18.0 17.2 31.1＋ 25.3－

　　　少しは賛成すると思う 2.9 3.3 8.8 7.3
　　　強く賛成すると思う 1.5 0.9 2.5 1.4

　　友達の態度の認知 0.031 ＜0.01

　　　強く反対すると思う 36.6－ 41.9＋ 14.0 16.5
　　　少しは反対すると思う 26.3 25.3 18.3－ 27.0＋

　　　どちらともいえない 31.8＋ 27.2－ 52.3＋ 45.2－

　　　少しは賛成すると思う 3.8 4.2 10.3 9.3
　　　強く賛成すると思う 1.5 1.3 5.1＋ 2.0－

　周囲の飲酒行動の状況
　　父親　お酒を飲む 73.8 72.1 0.308 74.0 78.1 0.028

　　母親　お酒を飲む 54.6 55.8 0.511 53.7 61.9 ＜0.01

　　兄，姉　お酒を飲むお兄さん，お姉さんがいる 9.8 12.0 0.060 26.4 27.3 0.623

　　特に仲の良い友達
　　　親しい友達で，お酒を飲む人がいる 5.0 6.4 0.100 22.0 16.9 0.004

　　特に仲の良い異性
　　　お酒を飲む「特に仲の良い異性」がいる 1.2 2.8 0.003 6.6 10.9 ＜0.01

†：χ2検定による男女別の有意差．＋－：残差分析，＋：期待度数以上（P＜.05），－：期待度数以下（P＜.05）
下線：学校種別で有意に高率を示す（P＜.05，χ2検定）．
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ると認知する傾向がみられ，「半分くらい」かそれ以上
と回答したものを合わせると，すでに中学生で86.6～
92.0％，高校生では88.2～96.0％に達していた．
　「本人の飲酒に対する保護者の態度の認知」では，中
学生に比して高校生では保護者が飲酒に対して寛容な態
度を示すだろうと予想する者が多く，有意な学校種差を
示した．具体的には，自分の飲酒に対して保護者が「強
く反対すると思う」と予想した中学生は56.1～57.5％で
あったが，高校生では28.5～33.7％と低率であった．さ
らに，高校生では有意な男女差がみられ，女子では「強
く反対すると思う」と回答した者が最も多かったが，男
子では「どちらともいえない」が31.1％と最も多くなっ
ており，女子の方が，保護者がより厳格な態度を示すだ
ろうと予想する傾向がみられた．
　「本人の飲酒に対する友達の態度の認知」においても
学校種差がみられたが，中学生では「強く反対すると思
う」から「どちらとも言えない」までに回答が偏り，高
校生では45.2～52.3％の者が「どちらともいえない」と
回答した．また両学校種ともに，「少しは賛成」「強く賛
成」と回答した者は少数であった．
　周囲の飲酒行動の状況では，「父親」が最も高率を示
し中学生72.1～73.8％，高校生74.0～78.1％であった．次
に「母親」が高率を示し中学生54.6～55.8％，高校生53.7
～61.9％であった．その他では，男女ともに学校種差を
示し，「兄姉」では中学生9.8～12.0％から高校生26.4～
27.3％に，「特に仲の良い友達」では中学生5.0～6.4％か
ら高校生16.9～22.0％に，「特に仲の良い異性」では中学
生1.2～2.8％から高校生6.6～10.9％に，いずれも高校生
で有意に高率を示した．
３�．直接的および間接的な社会的要因と現在飲酒との関
連（表３-１，３-２）

　表３-１，３-２には学校種別，男女別に，現在飲酒を
従属変数としたロジスティック回帰分析の結果を示した．
　本研究では，中学生および高校生の現在飲酒に対する
直接的な社会的要因として，この一か月間の「明確な飲
酒の誘われ経験」の頻度を取り上げたが，両学校種とも，
男女共に有意に高値なオッズ比が示された．特に男子で
は，「３回以上ある」と回答した中学生でオッズ比21.2，
高校生では「２回ある」と回答した群でオッズ比7.0と，
同時投入した変数の中で最も高値を示した．
　次に，間接的な社会的要因に関連する項目として取り
上げた変数では，「同世代の飲酒率の見積」「保護者の態
度の認知」「周囲の飲酒行動の状況」で有意なオッズ比
が示されたが，「友達の態度の認知」では有意なオッズ
比は示されなかった．
　このうち，本人の飲酒に対する「保護者の態度の認知」
で両学校種とも，男女ともに有意なオッズ比が示され，
特に女子では，同時投入した変数の中で最も高値なオッ
ズ比（中学生6.1～42.6，高校生6.0～20.4）が示された．
これらは「明確な飲酒の誘われ経験」のオッズ比よりも

高い値であった．
　「同世代の飲酒率の見積」においては，特に高校生で
男女ともに「半分くらい」「３人に二人くらい」など飲
酒率を過大に見積もる群で有意に高値なオッズ比（男子
1.9～4.6，女子4.6～8.6）が示された．
　「周囲の飲酒行動の状況」では，男子で有意なオッズ
比が示され，特に高校生では「父親の飲酒行動」を除い
て全ての変数で有意なオッズ比が示された．一方女子で
は，高校生の「特に仲の良い友達の飲酒行動」を除いて
有意なオッズ比はみられなかった．

Ⅳ．考　　察

　本研究では，青少年の現在飲酒における直接的及び間
接的な社会的影響について検討することを目的とした．
多変量解析の結果，直接的な社会的影響のみならず，い
くつかの間接的な社会的影響の変数において，現在飲酒
との間に有意な関連が認められた．またそれらの関連は，
学校種別，男女別で異なっていた．なお，本研究対象の
現在飲酒率は，中学生で男子5.5％，女子5.3％，高校生
で男子14.3％，女子10.7％であった．これらの状況は，
無作為抽出による全国調査2）の結果と比べて高校生の男
子ではほぼ同程度であり，中学生の男女および高校生女
子ではやや低率であった．
　まず，中学生の現在飲酒の出現と顕著な関連が示され
たのは，直接的な社会的要因の変数として取り上げた周
囲からの「明確な飲酒の誘われ経験」と，「本人の飲酒
に対する保護者の態度の認知」であった．また，これら
の２変数は，高校生でも同様に現在飲酒の出現と顕著な
関連が示された．
　周囲からの明確な飲酒の誘われ経験では，この１か月
間に飲酒に誘われたことが「一度もない」者を基準とし
て，「１回」あったとした者は男子で約４～５倍，女子
では約４～10倍と高値に現在飲酒の出現が認められた．
さらに，誘われる頻度が複数回になると現在飲酒の出現
率も顕著に高くなることが示された．日本の先行知見と
しては，生涯飲酒との関連を示唆する知見は散見される
もののこのような現在飲酒の出現との関連についての報
告はこれまでには見当たらない．とりわけ１か月間に何
度も誘いを受けている者が存在し，かつ，それらの者で
は高率に現在飲酒の出現が示された点は注目すべき知見
といえる．
　本人の飲酒に対する保護者の態度の認知では，男女と
もに現在飲酒の出現との関連が示された．特に女子では，
直接的な社会的影響と比べても保護者の飲酒に対する厳
格な態度を認知することが重要であることが示され，注
目された．先行研究においても，中学生から高校生にか
けて保護者の影響が小さくなること13）16），また，保護者
と子供とでは飲酒に対する態度の認知における落差があ
ること20）21）等が指摘されている．本結果でも，保護者が
「強く反対すると思う」と回答した者は，中学生の約６
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表３-１　現在飲酒の出現に対する直接的および間接的な社会的影響（中学生，男女別）

変数 カテゴリー
男 女

AOR 95％CI AOR 95％CI

直接的な社会的要因に関する項目
　明確な飲酒の誘われ経験（この１か月間） 一度もない 1.0 1.0

１回ある 5.2＊＊ 2.46-11.16 9.7＊＊ 4.47-20.96
２回ある 2.9 0.43-19.86 2.1 0.44-10.17

３回以上ある 21.2＊＊ 6.53-69.02 13.9＊＊ 3.71-52.06

間接的な社会的要因に関する項目
　周囲の飲酒率の見積
　　同世代の飲酒率の見積 ほとんど飲んでいない（10％未満） 1.0 1.0

３人に一人くらい（30％くらい） 3.4＊＊ 1.74-6.56 1.9 0.84-4.25
半分くらい（50％くらい） 2.3 0.82-6.63 1.5 0.49-4.26

３人に二人くらい（60～70％くらい） 4.4 0.98-19.85 3.9＊ 1.15-12.98
ほとんど飲んでいる（90％以上） 7.1＊ 1.60-31.65 1.3 0.17-10.43

　　大人の飲酒率の見積 ほとんど飲んでいない（10％未満） 1.0 1.0
３人に一人くらい（30％くらい） 1.1 0.28-4.47 0.6 0.02-13.94

半分くらい（50％くらい） 3.3＊ 1.10-9.90 2.5 0.49-12.88
３人に二人くらい（60～70％くらい） 1.6 0.65-4.11 1.2 0.45-3.02

ほとんど飲んでいる（90％以上） 1.1 0.54-2.35 0.9 0.43-1.81

　本人の飲酒に対する周囲の態度の認知
　　保護者の態度の認知 強く反対すると思う 1.0 1.0

少しは反対すると思う 3.2＊ 1.21-8.57 6.1＊＊ 1.83-20.49
どちらともいえない 7.0＊＊ 2.64-18.69 6.1＊＊ 1.75-21.24

少しは賛成すると思う 3.4 0.80-14.59 24.0＊＊ 5.60-103.01
強く賛成すると思う 3.6 0.54-24.69 42.6＊＊ 5.63-322.82

　　友達の態度の認知 強く反対すると思う 1.0 1.0
少しは反対すると思う 0.8 0.25-2.47 1.3 0.34-4.67

どちらともいえない 1.8 0.66-5.05 2.4 0.71-8.45
少しは賛成すると思う 2.5 0.68-9.17 2.3 0.51-10.19

強く賛成すると思う 5.3 0.82-34.69 1.1 0.13-8.45

　周囲の飲酒行動の状況¶

　　父親 「お酒を飲む」 1.0 0.48-2.00 2.0 0.87-4.53
　　母親 「お酒を飲む」 0.8 0.44-1.52 0.8 0.41-1.57
　　兄，姉 「お酒を飲むお兄さん・お姉さんがいる」 2.0 0.96-4.12 1.0 0.46-2.00
　　特に仲の良い友達 「親しい友達で，お酒を飲む人がいる」 2.5＊ 1.03-6.06 2.2 0.96-4.88
　　特に仲の良い異性 「お酒を飲む「特に仲の良い異性」がいる」 4.7＊ 1.12-20.00 2.1 0.68-6.15

AOR： 「学年」を含む表中の全ての変数を調整したオッズ比　95％CI：95％信頼区間　＊：P＜.05　＊＊：P＜.01
¶： 「周囲の飲酒行動の状況」の再カテゴリー化については，以下の通り．各項目の０を参照カテゴリー（AOR＝1.0）とした．
父親： ０＝「お酒を飲まない」，「前は飲んでいたが，今は飲まない」，「自分には，わからない」　１＝「お酒を飲む」
母親： ０＝「お酒を飲まない」，「前は飲んでいたが，今は飲まない」，「自分には，わからない」　１＝「お酒を飲む」
兄，姉： ０＝「お兄さん/お姉さんはいない」，「お兄さん/お姉さんはいるが，誰もお酒を飲まない」，「自分には，わからない」

１＝「お酒を飲むお兄さん・お姉さんがいる」
特に仲の良い友達： ０＝「親しい友達で，お酒を飲む人はいない」，「自分には，わからない」 

１＝「親しい友達で，お酒を飲む人がいる」
特に仲の良い異性： ０＝「親しい異性で，お酒を飲む人はいない」，「自分には，わからない」 

１＝「親しい異性で，お酒を飲む人がいる」
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割弱から高校生では約３割に半減する（表２）とともに，
「少しは反対する」や「どちらとも言えない」のように，
保護者の厳格な態度への認知がわずかに低下しただけで
も顕著な現在飲酒の出現が示された（表３-１，３-２）．

日本の社会では，飲酒に寛容な雰囲気が少なからずみら
れる中で，未成年の飲酒に対して，親が毅然として「飲
酒すべきでない」という態度を示すことは極めて重要で
あることを，これらの結果は示唆していると言えよう．

表３-２　現在飲酒の出現に対する直接的および間接的な社会的影響（高校生，男女別）

変数 カテゴリー
男 女

AOR 95％CI AOR 95％CI

直接的な社会的要因に関する項目
　明確な飲酒の誘われ経験（この１か月間） 一度もない 1.0 1.0

１回ある 4.6＊＊ 2.97-7.01 4.0＊＊ 1.90-8.37
２回ある 7.0＊＊ 2.96-16.74 10.9＊＊ 2.35-50.81

３回以上ある 3.4＊＊ 2.02-5.73 14.1＊＊ 4.86-41.06

間接的な社会的要因に関する項目
　周囲の飲酒率の見積
　　同世代の飲酒率の見積 ほとんど飲んでいない（10％未満） 1.0 1.0

３人に一人くらい（30％くらい） 2.3＊＊ 1.39-3.95 4.6＊ 1.26-16.58
半分くらい（50％くらい） 1.9＊ 1.05-3.54 8.6＊＊ 2.24-33.09

３人に二人くらい（60～70％くらい） 4.6＊＊ 2.37-8.82 6.1＊ 1.37-27.65
ほとんど飲んでいる（90％以上） 3.8＊＊ 1.81-8.14 4.6 0.68-30.84

　　大人の飲酒率の見積 ≦半分くらい（50％くらい） 1.0 1.0
３人に二人くらい（60～70％くらい） 0.9 0.51-1.43 1.8 0.55-6.18

ほとんど飲んでいる（90％以上） 1.0 0.58-1.57 1.8 0.52-5.89

　本人の飲酒に対する周囲の態度の認知
　　保護者の態度の認知 強く反対すると思う 1.0 1.0

少しは反対すると思う 1.3 0.70-2.58 6.0＊＊ 1.64-21.60
どちらともいえない 2.9＊＊ 1.52-5.54 12.3＊＊ 3.27-46.24

少しは賛成すると思う 3.5＊＊ 1.67-7.42 14.3＊＊ 3.19-63.86
強く賛成すると思う 1.3 0.43-4.22 20.4＊＊ 2.69-154.69

　　友達の態度の認知 強く反対すると思う，少しは反対すると思う 1.0 1.0
どちらともいえない 1.5 0.83-2.59 0.7 0.31-1.59

少しは賛成すると思う 1.5 0.77-3.04 1.3 0.44-3.79
強く賛成すると思う 1.2 0.52-2.93 0.2 0.03-1.50

　周囲の飲酒行動の状況¶

　　父親 「お酒を飲む」 1.0 0.69-1.60 2.3 0.99-5.26
　　母親 「お酒を飲む」 1.6＊ 1.12-2.32 1.5 0.76-2.83
　　兄，姉 「お酒を飲むお兄さん・お姉さんがいる」 1.8＊＊ 1.23-2.55 1.3 0.69-2.27
　　特に仲の良い友達 「親しい友達で，お酒を飲む人がいる」 3.1＊＊ 2.15-4.58 2.0＊ 1.01-4.02
　　特に仲の良い異性 「お酒を飲む「特に仲の良い異性」がいる」 2.3＊＊ 1.34-3.93 1.9 0.92-4.12

AOR： 「学年」，「学科」を含む表中の全ての変数を調整したオッズ比　95％CI：95％信頼区間　＊：P＜.05　＊＊：P＜.01
¶： 「周囲の飲酒行動の状況」の再カテゴリー化については，以下の通り．各項目の０を参照カテゴリー（AOR＝1.0）とした．
父親： ０＝「お酒を飲まない」，「前は飲んでいたが，今は飲まない」，「自分には，わからない」　１＝「お酒を飲む」
母親： ０＝「お酒を飲まない」，「前は飲んでいたが，今は飲まない」，「自分には，わからない」　１＝「お酒を飲む」
兄，姉： ０＝「お兄さん/お姉さんはいない」，「お兄さん/お姉さんはいるが，誰もお酒を飲まない」，「自分には，わからない」

１＝「お酒を飲むお兄さん・お姉さんがいる」
特に仲の良い友達： ０＝「親しい友達で，お酒を飲む人はいない」，「自分には，わからない」 

１＝「親しい友達で，お酒を飲む人がいる」
特に仲の良い異性： ０＝「親しい異性で，お酒を飲む人はいない」，「自分には，わからない」 

１＝「親しい異性で，お酒を飲む人がいる」
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　次に，高校生において顕著な関連が示されたのは，間
接的な社会的要因の変数として取り上げた「同世代の飲
酒率の見積」であった．本結果では，中学生に比して高
校生で，同世代の飲酒率を過大に見積もる者の割合が増
加し（表２），そうした者では現在飲酒の出現が顕著に
なることが示された（表３-２）．日本ではこうしたこと
についての先行知見は見当たらないが，米国での報告に
おいても，本結果とおおむね一致した報告がみられる．
すなわち，中学生では，現在飲酒の出現との関連は必ず
しも一貫した結果は示されていない7）11）15）ものの，高校
生13）14）や大学生9）では，顕著な関連が報告されている．
　このような関連については，「同世代の飲酒の過大評
価」が「原因」となって「現在飲酒」が「結果」として
出現するという見方7）11）15）と，それとは逆に，自らの飲
酒経験が「原因」として先行し，その「結果」として「同
世代の飲酒の過大評価」が現れるという見方14）の両方の
考え方がある．横断研究である本結果からは，これにつ
いて言及できない．しかし，予防対策として検討すべき
課題としては，同世代の飲酒行動を過大に見積もる者の
増加を抑制することができるのかということと，さらに，
そのことによって彼らの現在飲酒を抑制することができ
るのか，ということについて，追究することが望まれよ
う．野津23）は，「高校３年生までに８割以上が経験する
と言う，我が国の青少年における飲酒の現状などを踏ま
えると，初回経験者がその後繰り返し行うことを防止す
ることにも注目する必要がある」と指摘している．仮に，
自らの飲酒経験が先行して「同世代の飲酒の過大評価」
が示されているとしても，青少年の飲酒行動の常習化・
依存化を防止するために，こうした課題に取り組むべき
といえる．欧米での先行研究も踏まえて，日本の青少年
においても今後さらなる知見の蓄積が求められる．
　さらに，男女別でみると，直接的な社会的要因におい
ては，男女共，同様に現在飲酒の出現と密接な関連が示
された．しかし，間接的な社会的要因では，男女によっ
て影響する変数に差がみられた．女子では，保護者の態
度の認知の影響が両学校種ともに顕著であり，高校生に
なると同世代の飲酒率の見積による影響が顕在化した．
一方，男子では，母親，兄姉，特に仲の良い友達や異性
の友達といった「周囲の飲酒行動の状況」，「同世代の飲
酒率の見積」，「本人の飲酒に対する保護者の態度の認知」
等で，それぞれ顕著に現在飲酒との関連が示された．こ
うした結果から，女子では，保護者の態度以外の間接的
な社会的影響は少ないが，男子は周囲の行動や態度に対
して敏感であり，影響を受けやすいという傾向が示唆さ
れた．この点に関する理由等については今後の興味深い
課題と言えよう．
　最後に，以上の点を踏まえて，今後の飲酒防止教育の
在り方について述べる．一つ目として，身近な人々から
の飲酒の誘いに対する適切な対処に関わる指導が有意義
であることが改めて示された．日本ではこれまで，飲酒

などの誘いを断るスキルの向上を目指した実践報告は散
見される25）ものの，その効果的な指導の在り方に関する
研究や教材開発は十分ではなく，今後のさらなる進展が
求められる．二つ目に，青少年の飲酒防止における保護
者の役割が中学生のみならず高校生に対しても重要であ
ることが示唆された．そのために，学校における飲酒防
止教育の一環として家庭との連携を図り，親が子供の飲
酒に対して毅然とした態度を示すことの重要性を十分に
周知すると共に，そうした保護者の態度を生徒自身が明
確に受容できるようになる工夫が必要である．三つ目に，
同世代の飲酒率の過大な見積による影響が高校生で顕在
化する傾向に関して，こうした知見が考慮された米国等
の飲酒防止教育プログラム23）26－28）の適用可能性の検討が
あげられる．飲酒を含む薬物乱用防止のための学校を基
盤とする効果的な教育プログラムをレビューした
Hansen28）は，そこで含まれる12の構成要素をあげている．
この要素の一つの「規範設定プログラム」では，仲間間
での薬物使用の拡大や，そのような行動を受容すること
等への誤った認識を修正することに焦点を当てて設計さ
れている．本研究における間接的な社会的影響のデータ
は，まさに，こうしたプログラムが日本でも必要である
ことを裏付けた初めての知見と言える．しかしながら，
日本ではこのような視点での教材開発は皆無に等しい．
そのため，今後は，こうした教材を日本の状況を考慮し
て適用していくような研究を行うことも有意義な課題と
思われる．
　なお，本研究の限界として，横断研究のために因果関
係についての言及は難しいことがあげられる．例えば，
子供の飲酒に対する保護者の態度が保護要因として彼ら
の現在飲酒をどの程度抑制するのか，そして，同世代の
飲酒率の過大な見積が現在飲酒の予測変数となり得るの
かについては，今後の課題といえる．また，本調査は単
一県で行われたものであり，本研究で得られた結果を一
般化するためには選択バイアスや社会経済状況等を考慮
したさらなる検証が必要である．

Ⅴ．結　　論

　日本の中学生および高校生の現在飲酒は，周囲からの
飲酒の誘いといった直接的な社会的影響とともに，本人
の飲酒に対する保護者の態度の認知などの間接的な社会
的影響があることが明確に示された．また，高校生では，
同世代の飲酒率の認知の影響もみられた．さらに，女子
では保護者の態度の影響がより強くみられ，男子では保
護者以外の家族や友達などの飲酒に関する態度や行動等
の影響にも敏感であることが示唆された．
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原　著 小学校高学年児童と中学生における 
早寝早起きの変容ステージと意思決定バランスの尺度開発

大　曽　基　宣＊1,2，工　藤　晶　子＊3
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＊2愛知県立大学大学院人間発達学研究科
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The Development of Stages of Change and Decisional Balance Scales that Support “Early to 
Bed, Early to Rise” among Elementary and Junior High School Students

Motonori Ohso＊1,2　Masako Kudo＊3

＊1Department of Childhood Education, Faculty of Literature, Nagoya Women’s University
＊2Graduate School of Human Development, Aichi Prefectural University

＊3Kakio Junior High School of Kawasaki City

Background: Recently, sleep education is urged to facilitate positive behavioral change among children, who 
are often reported as staying up late and having reduced sleep time.
Objective: The purpose of this study is to develop a Stages of Change Scale and a Decisional Balance Scale 
pertaining to “early to bed, early to rise” habits among upper elementary school and junior high school stu-
dents.
Methods: Two hundred and twenty-three students in the fifth and sixth grades of two elementary schools as 
well as seven hundred and thirty students in the first through third grades of three junior high schools in 
the different municipalities of the Aichi prefecture were asked to complete an anonymous self-administered 
questionnaire between May and July 2017. The survey inquired about respondents’ sleeping habits and in-
cluded draft scales of Stages of Change and Decisional Balance, both of which were designed to encourage 
“early to bed, early to rise” habits in students. Each draft was prepared based on preliminary survey results 

and was later revised to reflect opinions of elementary and junior high school teachers. The validity of the 
Stages of Change Scale was confirmed through its relation to sleeping habits. With regard to the Decisional 
Balance Scale, the data for elementary and junior high school students were analyzed separately. The factor 
structure of the Decisional Balance Scale was examined by exploratory factor analysis. Subsequently, the 
scale’s reliability and validity was ascertained by confirmatory factor analysis as well as its relation to the 
Stages of Change Scale. To verify the temporal stability of the scales, one hundred and four elementary 
school students were surveyed two weeks later by the retest method.
Results: All of the respondents answered the questionnaire. Sleeping habits recorded using the Stages of 
Change Scale showed that those in the maintenance/action stage tend to go to bed early, get up early, and 
sleep more hours, validating the Stages of Change Scale. The results of the retest method showed a concord-
ance rate of 83.0% and κ coefficient of 0.789 for the Stages of Change. Both values generally confirmed the 
scale’s temporal stability. Regarding the Decisional Balance Scale on “early to bed, early to rise,” the explora-
tory factor analysis results showed a two-factor structure consisting of 4 “Pros” items （α = 0.826） and 6 
“Cons” items （α = 0.893） in elementary school students, 6 “Pros” items （α = 0.880） and 6 “Cons” items （α = 

0.896） in junior high school students. As a result, the scale’s internal consistency was verified. Tolerable 
goodness-of-fit indices were obtained in confirmatory factor analysis （elementary school students: CFI = 
0.981, GFI = 0.955, AGFI = 0.926, and RMSEA = 0.052, junior high school students: CFI = 0.962, GFI = 0.948, 
AGFI = 0.924, and RMSEA = 0.068）. The results of one-way analysis of variance confirmed differences in the 
decisional balance scores by stage, in both elementary and junior high school students （p < 0.001, p < 0.001）. 
This correlates with the TTM theory. The retest reliability was in an allowable range.
Conclusions: This research generally confirmed the reliability and validity of the Stages of Change and De-
cisional Balance Scales, both of which were developed for “early to bed, early to rise.” The results demon-
strated the availability of the scales.
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Ⅰ．緒　　言

　睡眠には，脳や身体の発達を促し心身を休養させる機
能があり，適切な質・量・タイミングの睡眠を確保する
ことは，心身の健康にとって重要である．睡眠不足は，
集中力低下，記憶力低下，学業成績低下，行動上の問題
の増加などに繋がるとの報告1）2）や，睡眠時間の延長に
より，学齢期の子どもの認知能力が向上したとする報告
がある3）4）．文部科学省の調査5）では，不登校のきっかけ
として「生活リズムの乱れ」を挙げた者は不登校者全体
の34.7％存在し，睡眠習慣の乱れは不登校の要因となる
ことが示唆されている．
　一方，近年子どもの就寝時刻の遅れ，睡眠時間の短縮
に関する報告が散見される6）7）．背景として，就寝前の
電子メディアの使用8－12）や通塾など，生活習慣との関連
が指摘されている．日本を含むアジア（インド，中国，
韓国）の９～18歳の子どもの平均睡眠時間は，欧州の子
どもよりも１日60～120分短く，米国の子どもよりも１
日40～60分短いことが報告されており13），日本人の子ど
もの週全体における平均睡眠時間は，10～14歳で８時間
30分，15～19歳で７時間40分との報告がある14）．米国の
National Sleep Foundationが推奨する睡眠時間は，６～
13歳で９～11時間，14～17歳で８～10時間である15）こと
から，日本には推奨睡眠時間を確保できていない子ども
が多数存在すると考えられる．
　文部科学省は，2006年より民間団体と連携して「早寝
早起き朝ごはん」国民運動16）を推進し，2013年には「中
高生を中心とした子どもの生活習慣づくり検討委員会」
を設置，2014年に審議を整理・報告している17）．報告に
は，子どもの健康づくりの課題として，睡眠などを中心
とした調査研究，学校・家庭・地域と連携した啓発方法
等の検討，プログラム開発や体制づくりの推進の重要性
が示され，子どもの睡眠不足改善に向けた取り組みが進
められている．
　「早寝早起き朝ごはん」国民運動の浸透もあり，「早寝
早起き」のキーワードは，日本人の児童生徒にとって親
しみがあり，内容の理解が容易である．また，早寝早起
きの習慣は，良い睡眠の条件である睡眠の量（睡眠時間）
の確保，タイミング（睡眠の時間帯，規則性）の維持な
どに関わることから，良い睡眠を確保するうえで重要で
ある．そのため，本研究では児童生徒にとってのわかり
やすさや早寝早起きの重要性の観点から，「良い睡眠」
を表すキーワードとして「早寝早起き」を用いることと
した．
　トランスセオレティカル・モデル（transtheoretical 

model：以下，TTM）は，不健康な習慣的行動におけ
る変容過程の説明に用いられるモデルである18）．TTMは，
変容ステージ（stage of change），自己効力感（self-effi-
cacy），意思決定バランス（decisional balance），変容
プロセス（process of change）の４つの要素により構
成される．対象者は，健康行動の準備性と実践の程度に
より前熟考ステージ，熟考ステージ，準備ステージ，実
行ステージ，維持ステージの５つの変容ステージに分類
される．意思決定バランスとは，健康行動を起こす際の
利益と負担の認知のバランスを意味する．前熟考ステー
ジに属す人は，健康行動に対する利益よりも負担を強く
見積もる傾向があり，維持ステージの方向にステージが
進行するほど利益の認知は上昇し，負担の認知は低下す
る．自己効力感は行動を起こす自信，すなわち「できる」
という見込み感を示す概念であり19）20），変容プロセスは，
介入に用いる方略である．
　日本において，TTMの構成概念に関する子ども向け
の尺度として，児童や生徒を対象とした身体活動21），給
食関連行動22），食事バランス23），ストレスマネジメン
ト24）25）の変容ステージ尺度，自己効力感尺度，意思決定
バランス尺度などが開発されている．子ども用身体活動
行動変容段階尺度21）などの尺度を用いて小学生への身体
活動介入を評価した報告では，尺度得点の変化に基づき
性差や変容ステージに適した介入時の課題を見出してい
る26）．一方，睡眠習慣については，児童生徒を対象とし
た早寝早起きの自己効力感尺度27）が開発されているもの
の，変容ステージや意思決定バランスの尺度開発に関し
ては，管見の限り報告されていない．児童生徒を対象と
した睡眠習慣に関する変容ステージや意思決定バランス
尺度が開発されれば，睡眠教育の評価に活用でき，効果
的な睡眠教育プログラムを作成・改善するための評価指
標になると考えられる．
　本研究は小学校５・６年生と中学校１～３年生を対象
とした早寝早起きに関する変容ステージと意思決定バラ
ンス尺度を作成することを目的とした．

Ⅱ．研究方法

１．調査項目
１）睡眠習慣
　質問紙を用いて平日および休日前夜の就寝時刻，平日
および休日の起床時刻を尋ねた．
２）早寝早起きに関する変容ステージの作成
　変容ステージの質問には，上地ら21）が小学生の認知能
力に配慮して作成したフローチャート形式を用いた．
Prochaskaらが作成した変容ステージは，「行動の継続

Key words：transtheoretical model, stages of change, decisional balance, sleep, students
  トランスセオレティカル・モデル，変容ステージ，意思決定バランス，睡眠， 

児童生徒

学校保健研究　Jpn J School Health 62；2021372



性」および「行動を始める近い将来」の確認に用いる期
間を６ヶ月としているが，Waltonら28）の小学校５・６年
生を対象とした研究においては，６ヶ月はこの年齢が想
起できる限界を超えているとして，２ヶ月を用いている．
　本研究において作成・使用した早寝早起きの変容ス
テージを図１に示す．「行動の継続性」を確認する期間
としては，２ヶ月を用いた．一方，「行動を始める近い
将来」の確認には期間を用いなかった．本来の変容ステー
ジの定義に従えば，「準備ステージ」と「熟考ステージ」
は，行動を起こそうと思う将来までの期間により区別さ
れる．例えば，子ども用身体活動行動変容段階尺度21）で
は，身体を動かし始めようと思う時期が１ヶ月以内であ
れば「準備ステージ」に位置付けられ，２ヶ月以内であ
れば「熟考ステージ」に位置付けられる．しかし，一部
の児童生徒には，１ヶ月先の将来と２ヶ月先の将来の違
いの想起が困難である可能性があると考えたため，全て
の小中学生にとって回答しやすい質問項目となるように，
「行動を始める近い将来」の確認には期間を用いなかっ
た．その結果，毎日早寝早起きをしている者のうち，①
に該当する「早寝早起きをするようになって２ヶ月以上
経過している者」を維持ステージ，②に該当する「早寝
早起きをするようになって２ヶ月未満である者」を実行
ステージとした．準備ステージは，近い将来に行動を起
こす意思があり，ある行動を不定期ではあるが行ってい
る状態である．それゆえ，不定期であるが行っている状
態に焦点を当て，③に該当する「時々は早寝早起きをし
ている」者を準備ステージと位置付けた．④に該当する
「現在は早寝早起きをしていないが，するつもりはある
者」を熟考ステージ，⑤に該当する「現在早寝早起きを

しておらず，今後もするつもりがない者」を前熟考ステー
ジと位置付けた．
３）早寝早起きに関する意思決定バランス尺度の作成
　意思決定バランス尺度の項目を検討するため，Ａ市の
小学校１校５・６年生104名，Ｂ市の中学校１校１～３
年生259名を対象に，早寝早起きの意思決定バランスに
関する自由記述式予備調査を行った．回収率は各校とも
100.0％であった．調査内容として，「早寝早起き」によ
り受ける利益（いいこと）と負担（嫌なこと・大変なこ
と）について自由記述式で尋ねた．予備調査の結果，無
回答，特になしとの回答，質問に対する回答としては適
切でなかった回答を除外した結果を解析対象とした．解
析には，内容分析法を用い，筆者が意味のある情報の体
系的なまとまりを取り出し，類型化した．予備調査によ
り類型化された児童生徒の早寝早起きの意思決定バラン
スに関係する項目，健康づくりのための睡眠指針2014（厚
生労働省）29），平成27年版子ども・若者白書（内閣府）30）

などを参考に意思決定バランス尺度の原案を作成した．
小中学校教員（学校長，養護教諭，保健主事，栄養教諭）
に原案に対する参考意見をもらい，児童生徒が理解しや
すく，答えやすいように質問項目を修正した．以上の手
続きにより，早寝早起きの意思決定バランスに関する18
項目を準備項目として選定した．なお，意思決定バラン
ス尺度の回答方法は，すごくそう思う（５点），そう思
う（４点），どちらともいえない（３点），そう思わない
（２点），全くそう思わない（１点）とした．
２．調査の対象と時期
　平成29年５月～７月の期間に，愛知県内の異なる５市
町村の小学校２校５・６年生223名，中学校３校１～３

図１　早寝早起きの変容ステージ
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年生730名を対象に尺度の原案を用いて調査を行った．
調査対象は機縁法により選定された．変容ステージ，意
思決定バランス尺度の時間的安定性の確認のため，Ａ市
の小学校５～６年生104名を対象に２週間の間隔をあけ
て２回目の調査を行った．
３．分析方法
１）睡眠習慣に関するアンケート調査
　就寝・起床時刻，睡眠時間，休日前夜と平日の睡眠時
間の差を算出し，小中学生別で各項目の平均値を比較し
た．平均値の差の検定にはMann-WhitneyのＵ検定を用
いた．睡眠時間は，就寝時刻と起床時刻から算出し，休
日前夜と平日の睡眠時間の差は，休日前夜の睡眠時間か
ら平日の睡眠時間を減じて算出した．解析にあたり，就
寝・起床時刻を連続データとして処理できるよう10進法
に変換した．すなわち，就寝時刻は数値が大きいほど遅
い就寝時刻となるように正午からの時間と分を表す変数
に変換した．例として，24時30分は12.50に変換した．
起床時刻については，深夜０時からの時間と分を表す変
数に変換した．例として，６時30分は6.50に変換した．
２）早寝早起きの変容ステージ
⑴　変容ステージの分布
　χ2検定を用いて，小中学生別・男女別で各変容ステー
ジに属す者の割合を比較した．
⑵　 変容ステージと睡眠習慣の関係（併存的妥当性の検

討）
　小中学生別に変容ステージ別の就寝・起床時刻，睡眠
時間，休日前夜と平日の睡眠時間の差の平均値を比較し，
変容ステージの併存的妥当性を検討した．平均値の差の
検定には，一元配置分散分析，Bonferroni補正による多
重比較を用いた．
⑶　時間的安定性の確認（信頼性の検討）
　２週間の間隔をあけて実施した２回の調査における変
容ステージの一致率およびCohenのκ係数を算出し，尺
度の時間的安定性を確認した．
３）早寝早起きの意思決定バランス尺度
⑴　尺度の因子構造と信頼性の検討
　探索的因子分析では，主因子法プロマックス回転を用
いて小中学生別に因子構造を確認し，Cronbachのα係
数により内的一貫性を確認した．尺度の信頼性を確認す
るため，小学生を対象に実施した再テストの結果を用い
て，小中学生別にそれぞれ採用された項目から算出した
利益得点，負担得点，意思決定バランス得点について，
Pearsonの積率相関係数（再テスト信頼性係数）を算出
した．
⑵　尺度の構成概念妥当性の検討
　検証的因子分析により，小中学生別に尺度の因子的妥
当性を確認した．モデルの採択基準には，GFI（Goodness 
of fit index），AGFI（Adjusted GFI），CFI（Comparative 
fit index），RMSEA（Root mean square error of ap-
proximation）の適合度基準を用い，GFI，AGFI，CFI

は0.9以上で適合度は良好とし，RMSEAは0.05以下で良
好，0.10以下で受容できるものとした31）．
⑶　尺度得点と変容ステージの関係
　小中学生別・男女別で下位因子の尺度得点を算出した．
利益得点は早寝早起きによる利益の認知が高いほど得点
が高く，負担得点は早寝早起きをするための負担の認知
が高いほど得点が高くなるよう得点を算出した．利益得
点から負担得点を減じた値を意思決定バランス得点とし
た．小中学生別で変容ステージ別の利益・負担・意思決
定バランス得点の平均値を比較し，変容ステージと各尺
度得点の関係を検討した．平均値の差の検定には一元配
置分散分析，Bonferroni補正による多重比較を用いた．
　全ての分析において，統計学的有意水準はｐ値0.05未
満とした．統計解析にはPASW Statistics 18.0 for Win-
dowsおよびAmos ver. 24 for Windowsを用いた．
４．倫理的配慮
　調査の倫理的配慮として，調査前に筆者が学校を訪問
し，学校長に対して研究の目的，調査の内容と方法，調
査結果と調査内容の守秘等に関する説明を行い，同意を
得た．児童生徒への倫理的配慮として，質問紙は無記名
とし，調査の目的，調査協力は自由であること，調査協
力を拒否しても成績などに影響しないこと，答えたくな
い項目は無理に答えなくてよいこと，学校の教員は個別
の回答を見ないことなどについて，質問紙の冒頭に説明
文を記し，配付する教員からも説明してもらうよう依頼
した．記入済みアンケート用紙は，回答を終えた児童生
徒から各自教卓上の大封筒に入れ，提出完了後に教員が
大封筒に封をして回収した．データ入力と解析は全て研
究者が行った．再テスト法で同一児童を確認する際には，
出席番号を用いた．調査に関する保護者への説明は学校
保健だよりを用いて実施した．本研究は愛知県立大学研
究倫理審査委員会の承認を得て実施された（平成29年３
月31日承認，承認番号：教福28-08）．

Ⅲ．結　　果

　早寝早起きの変容ステージ，意思決定バランス尺度作
成のための調査用紙は，小学校５・６年生223名（回収
率100.0％），中学校１～３年生730名（回収率100.0％）
から回収した．回収したアンケートのうち，空欄のあっ
た者を除外した小学校５・６年生223名（有効回答率
100.0％），中学校１～３年生698名（有効回答率95.6％）
を解析対象とした（表１）．変容ステージ，意思決定バ
ランス尺度の時間的安定性確認のための調査では，空欄
のあった者を除外した小学校５・６年生100名（有効回
答率96.2％）を解析対象とした．
１．睡眠習慣に関する実態
　対象者の小中学生別就寝時刻，起床時刻，睡眠時間，
休日前夜と平日の睡眠時間の差を表２に示す．小学校５・
６年生の平日平均就寝時刻は，21時52分±44分であり，
中学生の23時01分±１時間５分に比して早かった（ｐ＜
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0.001）．小学校５・６年生の平日平均起床時刻は，６時
21分±33分であり，中学生の６時21分±35分との間に有
意差は認められなかった．小学校５・６年生の平日平均
睡眠時間は，８時間29分±49分であり，中学生の７時間
20分±１時間９分に比して長かった（ｐ＜0.001）．小学
校５・６年生の休日前夜と平日の睡眠時間の差の平均値
は，28分±１時間24分であり，中学生の１時間５分±１
時間22分に比して低値を示した（ｐ＜0.001）．
２．早寝早起きの変容ステージ
１）変容ステージの分布
　小中学生別・男女別変容ステージの分布を表３に示す．
変容ステージの分布は，小学校５・６年生および中学生
それぞれ，前熟考ステージ4.0％，6.4％，熟考ステージ
4.0％，9.7％，準備ステージ40.4％，53.6％，実行ステー
ジ13.5％，5.4％，維持ステージ38.1％，24.8％であった．

変容ステージの分布は小中学生別で異なった（ｐ＜0.001）
が，男女別で有意差は認められなかった．
２） 変容ステージと就寝・起床時刻および睡眠時間の関

係（併存的妥当性の検討）
　変容ステージ別の就寝・起床時刻，睡眠時間，平日と
休日の睡眠時間の差の平均値を表４，表５に示す．小学
校５・６年生において比較した結果，平日平均就寝時刻
は，維持ステージにおいて準備ステージ以前の全てのス
テージに比して早く，実行ステージにおいて前熟考ス
テージに比して早かった（ｐ＜0.001）．平日平均起床時
刻は，維持ステージにおいて準備ステージ・熟考ステー
ジに比して早かった（ｐ＜0.001）．平日平均睡眠時間は，
維持ステージにおいて前熟考ステージに比して長かった
（ｐ＝0.046）．休日前夜と平日の睡眠時間の差は，準備
ステージ以降の全てのステージにおいて，前熟考ステー

表１　解析対象

学年
全体 男子 女子

ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％）

小学校　５年生 115  （12.5）  66  （13.8）  49  （11.1）
小学校　６年生 108  （11.7）  64  （13.3）  44  （10.0）
中学校　１年生 346  （37.6） 167  （34.8） 179  （40.6）
中学校　２年生 160  （17.4）  76  （15.8）  84  （19.0）
中学校　３年生 192  （20.8） 107  （22.3）  85  （19.3）

全　体 921 （100.0） 480 （100.0） 441 （100.0）

表２　対象者の睡眠習慣

項　目
全体 小学校５・６年生 中学生

ｐ値
ｎ＝921 ｎ＝223 ｎ＝698

平日就寝時刻 22：44 ± 1：07 21：52 ± 0：44 23：01 ± 1：05 ＜0.001
休日前夜就寝時刻 23：05 ± 1：19 22：16 ± 0：58 23：19 ± 1：24 ＜0.001
平日起床時刻  6：21 ± 0：34  6：21 ± 0：33  6：21 ± 0：35 　0.501
休日起床時刻  7：38 ± 1：27  7：15 ± 1：26  7：46 ± 1：26 ＜0.001
平日睡眠時間  7：36 ± 1：11  8：29 ± 0：49  7：20 ± 1：09 ＜0.001
休日前夜睡眠時間  8：33 ± 1：31  8：58 ± 1：33  8：26 ± 1：33 ＜0.001
休日前夜と平日の 
睡眠時間の差

 0：56 ± 1：24  0：28 ± 1：24  1：05 ± 1：22 ＜0.001

Mann-Whitney　Ｕ検定，平均値±標準偏差

表３　早寝早起きの変容ステージの分布

前熟考ステージ 熟考ステージ 準備ステージ 実行ステージ 維持ステージ
χ2値

ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％）

小学校５・６年生  9 （4.0）  9 （4.0）  90 （40.4） 30 （13.5）  85 （38.1）
中学生 45 （6.4） 68 （9.7） 374 （53.6） 38 （5.4） 173 （24.8） 30.98＊

男　子 31 （6.5） 39 （8.1） 227 （47.3） 36 （7.5） 147 （30.6）
女　子 23 （5.2） 38 （8.6） 237 （53.7） 32 （7.3） 111 （25.2）  5.03

全　体 54 （5.9） 77 （8.4） 464 （50.4） 68 （7.4） 258 （28.0）

χ2検定，＊ｐ＜0.001

大曽ほか：小学校高学年児童と中学生における早寝早起きの変容ステージと意思決定バランスの尺度開発 375



ジに比して低値を示した（ｐ＜0.001）．中学生において
比較した結果，平日平均就寝時刻は，維持ステージ・実
行ステージにおいて準備ステージ以前の全てのステージ
に比して早く，準備ステージにおいて熟考ステージ・前
熟考ステージに比して早かった（ｐ＜0.001）．平日平均
起床時刻は，維持ステージにおいて準備ステージ以前の
全てのステージに比して早く，準備ステージにおいて，
熟考ステージに比して早かった（ｐ＜0.001）．平日平均
睡眠時間は，維持ステージにおいて準備ステージ以前の

全てのステージに比して長く，実行ステージ・準備ステー
ジにおいて熟考ステージ・前熟考ステージに比して長
かった（ｐ＜0.001）．休日前夜と平日の睡眠時間の差の
平均値は，維持ステージにおいて準備ステージ以前の全
てのステージに比して低値を示した（ｐ＜0.001）．
３）時間的安定性の確認（信頼性の検討）
　早寝早起きの変容ステージの信頼性を確認するため，
一度目の調査と再テスト時の回答の一致率を算出した
（表６）．一致率は，前熟考ステージ66.7％，熟考ステー

表４　早寝早起きの変容ステージと睡眠習慣の関係（小学校５・６年生）

項　目
前熟考ステージ

（ｎ＝9）
熟考ステージ

（ｎ＝9）
準備ステージ
（ｎ＝90）

実行ステージ
（ｎ＝30）

維持ステージ
（ｎ＝85）

Ｆ値 ｐ値 多重比較

平日就寝時刻 22：40±0：45 22：15±0：51 22：05±0：44 21：48±0：39 21：31±0：35 11.7 ＜0.001
維＜準，熟，前
実＜前

平日起床時刻  6：26±0：34  6：50±0：17  6：31±0：24  6：23±0：28  6：08±0：38  8.0 ＜0.001 維＜準，熟
平日睡眠時間  7：45±0：31  8：34±0：43  8：25±0：47  8：35±0：46  8：36±0：53  2.5 　0.046 維＞前
休日前夜就寝時刻 22：41±0：38 22：27±0：55 22：35±0：52 22：20±0：56 21：52±1：00  7.0 ＜0.001 維＜準

休日起床時刻  9：02±3：00  7：51±0：46  7：33±1：22  7：14±1：05  6：41±1：10  9.3 ＜0.001
維＜準，前
実，準＜前

休日前夜睡眠時間 10：21±2：37  9：23±0：20  8：58±1：33  8：54±1：08  8：48±1：35  2.2 　0.068
休日前夜と平日の
睡眠時間の差

 2：36±2：45  0：48±0：37  0：32±1：21  0：18±1：16  0：12±1：10  6.8 ＜0.001 維，実，準＜前

一元配置分散分析，Bonferroni，平均値±標準偏差

表５　早寝早起きの変容ステージと睡眠習慣の関係（中学生）

項　目
前熟考ステージ

（ｎ＝45）
熟考ステージ
（ｎ＝68）

準備ステージ
（ｎ＝374）

実行ステージ
（ｎ＝38）

維持ステージ
（ｎ＝173）

Ｆ値 ｐ値 多重比較

平日就寝時刻 0：07±1：25 23：51±1：21 23：05±0：51 22：33±0：42 22：19±0：51 54.2 ＜0.001
維，実＜準，熟，前
準＜熟，前

平日起床時刻 6：29±0：32  6：38±0：41  6：23±0：34  6：20±0：30  6：06±0：32 13.2 ＜0.001
維＜準，熟，前
準＜熟

平日睡眠時間 6：22±1：26  6：47±1：27  7：17±1：01  7：46±0：48  7：47±0：58 22.7 ＜0.001
維＞準，熟，前
実，準＞熟，前

休日前夜就寝時刻 0：35±1：35  0：20±1：41 23：24±1：03 22：57±0：56 22：33±1：02 46.5 ＜0.001
維＜準，熟，前
実，準＜熟，前

休日起床時刻 8：21±1：43  8：43±1：42  7：52±1：17  7：39±1：14  7：00±1：11 25.1 ＜0.001
維＜準，熟，前
実，準＜熟

休日前夜睡眠時間 7：45±1：49  8：23±1：59  8：27±1：23  8：42±1：12  8：27±1：22  2.7 　0.027 維，実，準＞前
休日前夜と平日の 
睡眠時間の差

1：23±1：36  1：36±1：44  1：10±1：18  0：55±1：06  0：40±1：13  7.8 ＜0.001 維＜準，熟，前

一元配置分散分析，Bonferroni，平均値±標準偏差

表６　早寝早起きの変容ステージの時間的安定性の検討

１回目調査
計

前熟考ステージ 熟考ステージ 準備ステージ 実行ステージ 維持ステージ

ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％）

２
回
目
調
査

前熟考ステージ 2  （66.7） 0   （0.0）  0   （0.0）  0   （0.0）  0   （0.0）  2
熟考ステージ 0   （0.0） 0   （0.0）  0   （0.0）  0   （0.0）  0   （0.0）  0
準備ステージ 1  （33.3） 1（100.0） 30  （88.2）  5  （41.7）  3   （6.0） 40
実行ステージ 0   （0.0） 0   （0.0）  2   （5.9）  5  （41.7）  1   （2.0）  8
維持ステージ 0   （0.0） 0   （0.0）  2   （5.9）  2  （16.7） 46  （92.0） 50

計 3（100.0） 1（100.0） 34（100.0） 12（100.0） 50（100.0）
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ジ0.0％，準備ステージ88.2％，実行ステージ41.7％，維
持ステージ92.0％であった．全体の一致率は83.0％であっ
た．Cohenのκ係数は，0.789であった．
３．意思決定バランス尺度に関する調査
１）尺度の因子構造と信頼性の検討
　意思決定バランス尺度の原案は，18項目で構成した．
18項目のうち，小学校５・６年生においては，天井効果
がみられた５項目および床効果がみられた１項目を除外
し，中学生においては，天井効果がみられた３項目およ
び床効果がみられた１項目を除外した．さらに，探索的
因子分析の結果，小中学生ともに因子負荷量が0.55未満
であった２項目を除外した．小学校５・６年生において
は，意思決定バランス尺度10項目，中学生においては12

項目を採用し探索的因子分析を行った．その結果，初期
の固有値の差は，小学校５・６年生および中学生それぞ
れ，第Ⅰ因子と第Ⅱ因子で1.37，1.29，第Ⅱ因子と第Ⅲ
因子で1.96，2.54，第Ⅲ因子と第Ⅳ因子で0.07，0.03であっ
たことから小学校５・６年生および中学生ともに第Ⅱ因
子までを採用した．２因子構造を仮定し，小中学生別で
主因子法プロマックス回転による因子分析を行い，小学
校５・６年生では２因子10項目，中学生では２因子12項
目からなる早寝早起きの意思決定バランス尺度が抽出さ
れた．第Ⅰ因子（小学校５・６年生４項目，中学生６項
目）は「利益」，第２因子（小中学生ともに６項目）は「負
担」と命名した．各因子分析により抽出された因子，項
目，因子負荷量，因子間相関行列を表７，表８に示す．

表７　早寝早起きの意思決定バランス尺度の探索的因子分析（小学校５・６年生）

　因子負荷量
　Ⅰ 　Ⅱ

第Ⅰ因子　利益（α＝0.826）
早寝早起きをすると，勉強に集中できる　 　0.827 －0.061
早寝早起きをすると，明るく前向きな気持ちになれる 　0.724 －0.004
早寝早起きをすると，学習したことを忘れないでしっかりおぼえられる 　0.710 　0.006
早寝早起きをすると，朝すっきり目覚められる 　0.689 　0.053
第Ⅱ因子　負担（α＝0.893）
早寝早起きをすると，夜にスマホやパソコン等でインターネット（動画や調べもの）をする時間が短くなる 　0.036 　0.886
早寝早起きをすると，夜にスマホ・パソコン・ゲーム機等でゲームをするための時間が短くなる 　0.011 　0.871
早寝早起きをすると，夜にテレビやDVDを観るための時間が短くなる 　0.036 　0.776
早寝早起きをすると，夜に友だちとスマホ（電話，LINE，メール）等で連絡を取るための時間が短くなる 　0.017 　0.722
早寝早起きをすると，夜に読書をしたり音楽を聴いたりするための時間が短くなる 　0.014 　0.713
早寝早起きをすると，夜にのんびり過ごすための時間が短くなる －0.137 　0.613

因子相関行列 　Ⅰ 　Ⅱ
Ⅰ 　1.000 －0.082
Ⅱ －0.082 　1.000

表８　早寝早起きの意思決定バランス尺度の探索的因子分析（中学生）

　因子負荷量
　Ⅰ 　Ⅱ

第Ⅰ因子　利益（α＝0.880）
早寝早起きをすると，勉強に集中できる 　0.810 　0.017
早寝早起きをすると，体力向上につながる 　0.781 －0.015
早寝早起きをすると，明るく前向きな気持ちになれる 　0.781 　0.056
早寝早起きをすると，病気にかかりにくくなる 　0.716 　0.016
早寝早起きをすると，朝すっきり目覚められる 　0.695 　0.050
早寝早起きをすると，学習したことを忘れないでしっかりおぼえられる 　0.676 －0.036
第Ⅱ因子　負担（α＝0.896）
早寝早起きをすると，夜にスマホやパソコン等でインターネット（動画や調べもの）をする時間が短くなる －0.061 　0.913
早寝早起きをすると，夜にスマホ・パソコン・ゲーム機等でゲームをするための時間が短くなる －0.108 　0.851
早寝早起きをすると，夜にテレビやDVDを観るための時間が短くなる －0.042 　0.778
早寝早起きをすると，夜に友だちとスマホ（電話，LINE，メール）等で連絡を取るための時間が短くなる －0.008 　0.750
早寝早起きをすると，夜に読書をしたり音楽を聴いたりするための時間が短くなる 　0.025 　0.687
早寝早起きをすると，夜にのんびり過ごすための時間が短くなる －0.024 　0.631

因子相関行列 　Ⅰ 　Ⅱ
Ⅰ 　1.000 －0.161
Ⅱ －0.161 　1.000

大曽ほか：小学校高学年児童と中学生における早寝早起きの変容ステージと意思決定バランスの尺度開発 377



内的一貫性を検討するためにCronbachのα係数を検討
したところ，小学校５・６年生で利益0.826，負担0.893，
中学生で利益0.880，負担0.896といずれも十分な値が得
られ，内的一貫性が確認された．再テストの結果，利益
得点の再テスト信頼性係数は小学校５・６年生の４項目
では0.654，中学生の６項目では0.676，負担得点は0.672，
意思決定バランス得点は，小学校５・６年生の項目（利
益４項目合計得点－負担６項目合計得点）で0.630（ｐ＜
0.001），中学生の項目（利益６項目合計得点－負担６項
目合計得点）で0.714（ｐ＜0.001）であり，いずれも有
意な中程度の正の相関を示した．
２）尺度の構成概念妥当性の検討
　小中学生別検証的因子分析の結果を図２，図３に示す．
概ね許容できる適合度指標が得られた（小学校５・６年
生：CFI＝0.981，GFI＝0.955，AGFI＝0.926，RMSEA
＝0.052，中学生：CFI＝0.962，GFI＝0.948，AGFI＝0.924，
RMSEA＝0.068）．「利益」から各項目へのパス係数は小
学校５・６年生で0.69～0.83，中学生で0.69～0.81であり，

「負担」から各項目へのパス係数は小学校５・６年生で
0.63～0.89，中学生で0.60～0.92であり，いずれも有意で
あった．
３）意思決定バランス尺度得点と変容ステージの関係
　小中学生別に男女別で各尺度得点の平均値を比較した
結果を表９に示す．小学校５・６年生の平均利益得点は，
15.2±4.2，平均負担得点は，17.0±7.3，平均意思決定バ
ランス得点は，－1.7±8.7であり，いずれも有意な性差
は認められなかった．中学生の平均利益得点は，21.3±6.1，
平均負担得点は，20.2±7.1，平均意思決定バランス得点
は，1.0±10.1であり，いずれも有意な性差は認められな
かった．
　小中学生別に変容ステージ別で各尺度得点の平均値を
比較した結果を表10，表11に示す．小学校５・６年生に
おいて比較した結果，利益得点は，維持ステージにおい
て準備ステージ以前の全てのステージに比して高値を示
した（ｐ＜0.001）．変容ステージ別で負担得点に有意差
は認められなかった（ｐ＝0.071）．意思決定バランス得

図２　早寝早起きの意思決定バランス尺度の検証的因子分析（小学校５・６年生）
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図３　早寝早起きの意思決定バランス尺度の検証的因子分析（中学生）

表９　早寝早起きの意思決定バランス得点（小中学校別・男女別）

項目

小学校５・６年生中学生

ｐ値

中学生

ｐ値全　体 男　子 女　子 全　体 男　子 女　子

 n＝223  n＝130  n＝93 n＝698 n＝350 n＝348

利益得点  15.2±4.2  15.4±4.0  14.9±4.5 0.549 21.3± 6.1 21.0± 6.1 21.6± 6.1 0.158
負担得点  17.0±7.3  16.8±7.4  17.1±7.3 0.748 20.2± 7.1 20.4± 7.3 20.1± 6.9 0.458
意思決定
バランス得点

－1.7±8.7 －1.4±8.7 －2.1±8.8 0.537  1.0±10.1  0.6±10.0  1.5±10.1 0.205

Mann-Whitney　Ｕ検定，平均値±標準偏差
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点は，維持ステージにおいて準備ステージ・前熟考ステー
ジに比して高値を示した（ｐ＜0.001）．中学生において
比較した結果，利益得点は，維持ステージにおいて熟考
ステージ・前熟考ステージに比して高値を示し，実行ス
テージ・準備ステージ・熟考ステージにおいて前熟考ス
テージに比して高値を示した（ｐ＜0.001）．負担得点は，
維持ステージにおいて熟考ステージ・前熟考ステージに
比して低値を示し，準備ステージにおいて前熟考ステー
ジに比して低値を示した（ｐ＜0.001）．意思決定バラン
ス得点は，維持ステージにおいて準備ステージ以前の全
てのステージに比して高値を示し，実行ステージ・熟考
ステージにおいて前熟考ステージに比して高値を示し，
準備ステージにおいて熟考ステージ・前熟考ステージに
比して高値を示した（ｐ＜0.001）．

Ⅳ．考　　察

１．睡眠習慣に関する実態
　対象者の平日平均就寝時刻は小学校５・６年生21時52
分，中学校１～３年生23時01分であった．平成28年社会
生活基本調査14）によると，平日平均就寝時刻は10歳以上
の小学生で21時54分，中学生で22時54分と報告されてお
り，本研究対象者の平日平均就寝時刻と近い時刻を示し
た．睡眠習慣に関して本研究の対象者は一般的な集団で
あると考えられた．
２．早寝早起きの変容ステージ尺度
１）変容ステージの分布
　変容ステージの分布は，小中学生別で異なった．この
理由として，小中学生における放課後のライフスタイル

の違いが挙げられる．中学生になると，通塾者の割合が
増加し32），スマートフォンをはじめとしたメディア機器
の使用率やインターネット使用率が増加する33）．メディ
ア使用時間と就寝・起床時刻や睡眠時間は関連があるこ
とから８－12），小中学生における放課後のライフスタイル
の違いが背景となり，小中学生の変容ステージの分布に
違いが生じた可能性がある．
２）変容ステージと睡眠習慣の関係
　小中学生において，実行ステージや維持ステージなど
後期のステージほど平日および休日前夜の就寝時刻が早
く，平日および休日の起床時刻が早く，平日の睡眠時間
が長く，休日前夜と平日の睡眠時間の差が低値を示した．
この結果は，小中学生における早寝早起きをはじめる気
持ち（準備性）や，早寝早起きの頻度および継続期間（実
践の程度）が実際の就寝・起床時刻，睡眠時間，および
睡眠習慣の不規則性を反映する休日前夜と平日の睡眠時
間の差と関連することを示している．この結果により，
後期のステージほど概ね早寝早起きで規則正しい睡眠習
慣を確立していることが明らかになり，変容ステージの
併存的妥当性が確認された．
３）変容ステージの時間的安定性
　早寝早起きの変容ステージの時間的安定性を再テスト
法により確認した結果，変容ステージの一致率は83.0％
であったことから，概ね時間的安定性が確認され，再現
性が認められた．しかし，熟考ステージの一致率は0.0％
と低率を示した．熟考ステージは，予測可能な将来に行
動変容する意思があるが，現在は行動を変容していない
段階と定義されている．本研究においては，早寝早起き

表10　早寝早起きの変容ステージと意思決定バランス尺度の関係（小学校５・６年生）

項　目
前熟考ステージ

n＝9
熟考ステージ

n＝9
準備ステージ

n＝90
実行ステージ

n＝30
維持ステージ

n＝85
Ｆ値 ｐ値 多重比較

利益得点  12.1±5.5  12.2±3.4  14.4±4.2  14.9±4.2 16.8±3.7 7.1 ＜0.001 維＞準，熟，前

負担得点  19.6±6.9  18.2±6.4  18.1±6.7  17.3±6.7 15.2±8.0 2.2 　0.071

意思決定
バランス得点

－7.4±7.5 －6.0±8.1 －3.7±8.0 －2.4±7.6  1.6±9.0 6.5 ＜0.001 維＞準，前

一元配置分散分析，Bonferroni，平均値±標準偏差

表11　早寝早起きの変容ステージと意思決定バランス尺度の関係（中学生）

項　目
前熟考ステージ

n＝45
熟考ステージ

n＝68
準備ステージ

n＝374
実行ステージ

n＝38
維持ステージ

n＝173
Ｆ値 ｐ値 多重比較

利益得点 15.6±6.6 19.6±6.0 21.6±5.9 21.6±6.1 22.6±5.7 14.1 ＜0.001
維＞熟，前
実，準，熟＞前

負担得点 23.8±6.7 22.0±7.1 20.2±6.6 20.5±7.1 18.6±7.7 6.5 ＜0.001
維＜熟，前
準＜前

意思決定
バランス得点

－8.2±10.7 －2.4±9.6 1.4±9.4 1.1±9.7 4.0±10.0 16.5 ＜0.001
維＞準，熟，前
実，熟＞前
準＞熟，前

一元配置分散分析，Bonferroni，平均値±標準偏差
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をする意思はあるが，現在は実行していない者が熟考ス
テージに該当する．熟考ステージは，行動変容が望まし
いと感じているが，これまでの習慣的な行動も捨て難く
行動変容を躊躇し迷っている段階34）であり，不安定で変
化しやすいという特徴がある．このようなステージの特
徴が，本研究における熟考ステージの一致率の低さに影
響したものと考えられる．
３．早寝早起きの意思決定バランス尺度
１）尺度の因子構造と信頼性・構成概念妥当性の検討
　探索的因子分析の結果，小学校５・６年生で利益（４
項目）と負担（６項目），中学生で利益（６項目）と負
担（６項目）のいずれも２因子から構成される意思決定
バランス尺度が得られた．得られた尺度は小中学生とも
に内的整合性を持っていた．検証的因子分析における適
合度指標の検討において，すべての指標は設定したモデ
ル採択基準の範囲内にあった．この結果より，早寝早起
きの意思決定バランス尺度の構成概念妥当性が確認され，
本尺度の実用可能性が示された．
２）各尺度得点と変容ステージの関係
　小中学生において，早寝早起きの利益得点，意思決定
バランス得点は後期のステージほど高値を示し，中学生
において，負担得点は後期のステージほど低値を示した．
変容ステージとの関連は，概ね他の健康行動での知見を
支持し35），早寝早起きの変容ステージと各尺度得点の関
係は，TTMの理論と合致した．この結果から，本尺度
の集団の現状把握や健康教育の評価における利用可能性
が示唆された．先述の通り，本研究では変容ステージの
問い方を小中学生が理解しやすいように変更しており，
準備ステージを「時々は早寝早起きをしている」と定義
したが，本研究における変容ステージと各尺度得点およ
び睡眠習慣の関係は，TTMの理論と合致したことから，
本研究において問い方を変更して作成した変容ステージ
尺度は，小中学生の早寝早起きの変容ステージを把握す
るツールとして有効であると考えられる．
４．�早寝早起きの変容ステージと意思決定バランス尺度

の活用可能性
　本来TTMは対象者個人に合った支援を行うモデルで
あるが，小中学校における睡眠教育は個別指導や集団教
育など様々な形態で実施されている36）．学校における個
別指導の際には個々の変容ステージに合ったアプローチ
が求められ，集団に対する睡眠教育の際には，例えばは
じめに前期の変容ステージに属す子どものステージ移行
を狙った授業を行い，その後，後期の変容ステージへの
移行やそれを維持するための授業を行うなどの授業構成
が考えられる．
　小中学校における睡眠の個別指導は，保健室来室者を
はじめ睡眠問題による体調不良が顕在化した児童生徒を
対象に実施する場合が多いと考えられるため，特に前熟
考ステージから熟考ステージへ移行するための支援が重
要となる可能性がある．本研究の結果，早寝早起きの習

慣がなく変えるつもりもない前熟考ステージに属す小中
学生が一定数存在した．対象者全体に占める割合は低い
ものの，このステージに属す小中学生は就寝・起床時刻
が遅く睡眠時間が短いため，前熟考ステージに属す小中
学生へのアプローチは重要な課題である．Prochaskaら
は，前熟考ステージに属す者を「利益」の認知の強化に
より，熟考ステージに移行させ，その後，「負担」の認
知を減少させることが効率的であると報告している37）．
それゆえ，前期の変容ステージでは，早寝早起きの「利
益」の認知を高めるための支援や教育が有効であると考
えられる．
　一方，本研究の結果，小中学生ともに最も属す者が多
かったステージは，準備ステージ（小学校５・６年生
40.4％，中学生53.6％）であった．この結果は，準備ステー
ジから実行ステージへの移行に向けた教育上の介入方略
の重要性を示唆している．準備ステージから実行ステー
ジへの移行のためには，TTMにおける変容プロセスの
うち，特に「自己の再評価」や「自己解放」が必要とさ
れる38）．すなわち，不規則な睡眠習慣を継続すること，
あるいは逆に規則的な睡眠習慣を定着させることによる
自分自身への影響をイメージする「自己の再評価」や，
睡眠習慣の改善を決意し周囲の人に宣言する「自己解放」
などである．それゆえ，睡眠教育の際には，睡眠のはた
らきや重要性の学習を通した「自己の再評価」の促進や，
グループワークや家庭との連携を踏まえた「自己解放」
の機会設定などのアプローチを踏まえることにより，準
備ステージに属す多くの小中学生の行動変容に繋がる可
能性がある．中学生の半数以上が準備ステージに属した
ことから，中学生においては特にこのようなアプローチ
が重要であろう．また，中学生においては負担得点が後
期のステージほど低値を示したことから，「負担」の認
知を減少させるための睡眠教育が有効であり，不可欠で
あると考えられる．
　本研究において開発した早寝早起きの変容ステージや
意思決定バランス尺度は，このような睡眠に関する個別
指導や集団に対する教育の効果検証をはじめとした評価
に活用可能と考えられ，尺度の活用は効果的な睡眠指導・
睡眠教育に寄与する可能性がある．
５．本研究の限界
　本研究の限界として，以下の点が挙げられる．はじめ
に，小中学生の睡眠習慣に影響を与え得る内容に関する
調査が不十分であったことが挙げられる．TTMでは行
動を起こすかどうかの決定権が本人にあることが前提と
なっているため，保護者の影響を受けやすい学齢期の対
象者にはそのままでは適用されにくい可能性が考えられ
る．本研究の対象者は，その問題を考慮し小学校４年生
以下は対象としていないが，今後は子どもや家族のス
マートフォンの所有（借用）・使用状況，課外活動や通
塾状況などに加え，保護者の就労時間帯などの家庭環境
を踏まえた検討が必要である．２つ目に，本研究の対象

大曽ほか：小学校高学年児童と中学生における早寝早起きの変容ステージと意思決定バランスの尺度開発 381



者は愛知県内５市町村の小中学校５校という限定された
集団であることが挙げられる．今後，他市町村の小中学
校においても検証を行う必要がある．３つ目に，早寝早
起きの変容ステージでは，一週間を通した毎日の規則的
な早寝早起きに関する準備性・実践の程度を問うている
ため，平日と休日別の早寝早起きの準備性・実践の程度
については確認できないことが挙げられる．４つ目に，
早寝早起きの変容ステージ・意思決定バランス尺度の再
テストの対象者が小学生に限定され，中学生において再
テストを実施できていないことが挙げられる．最後に，
本研究は横断的調査であることである．そのため，今後
は，縦断的な調査をはじめ，実際の睡眠教育における本
尺度の実用可能性の検証を行う予定である．

Ⅴ．結　　論

　本研究において，小学校５・６年生，中学校１～３年
生を対象とした早寝早起きの変容ステージ，意思決定バ
ランス尺度を作成し，尺度の信頼性および妥当性を検討
した．その結果，小中学生共通の変容ステージ（５段階），
小学校５・６年生で利益（４項目）と負担（６項目），
中学生で利益（６項目）と負担（６項目）のいずれも２
因子から構成される意思決定バランス尺度が完成し，尺
度の信頼性および妥当性が確認された．変容ステージと
の関係は，小中学生ともに概ねTTMの理論に合致した．
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Ⅰ．はじめに

　高校生の問題行動・学校不適応の問題は依然として深
刻な状況にある．これらの背後にはストレスや感情制御
などの心理的な要因が潜んでいると考えられている1）．
高校生を対象に行った調査2）では，全体の27％に抑うつ
的な傾向がみられ，心の不調を感じていることが報告さ
れており，高等学校におけるストレス対処の開発的・予
防的介入の必要性が高まっていると言える．
　このような取り組みとして代表的なものに「ストレス
マネジメント教育（Stress Management Education：以
下SME）」がある．ストレスマネジメントとは，ストレ
ス成立を阻止するための対応策を意味する言葉である3）．
すなわち，ストレッサーを受けてしまうこと自体を阻止
するのではなく，ストレッサーを受けてからストレス反
応が生起するまでの一連のプロセスに対する介入を個人
が日常的に行うことで，ストレスの成立を阻止し，健康
の維持，適応の促進につながる活動である．そして
SMEとは「ストレスに対する自己コントロール能力を
育成するための教育援助の理論と実践」であり，その内
容は①ストレスの概念を知る，②自分のストレスに気づ
く，③ストレス対処法を習得する，④ストレス対処法を
活用するという四段階からなる4）．学校心理学では「子
供の援助ニーズの程度」に焦点を当てて，三段階の心理
教育的援助サービスを提唱している5）．三段階の心理教
育的援助サービスとは，すべての子どもに対する一次的
援助サービス，一部の子どもに対する二次的援助サービ
ス，そして特定の子どもに対する三次的援助サービスで
ある．一次的援助サービスは，多くの生徒が直面するで

あろう課題に対して予防的・開発的な支援をする援助
サービスである．SMEは基本的には学級全体のような
「集団」を対象として開発的・予防的な効果を期待して
行われる一次的・二次的援助サービスと考えられている．
また，不登校や問題行動などのある特に援助ニーズの高
い生徒に対しては，三次的援助サービスとして個別的に
ストレスマネジメントを用いた支援が展開されている．
　海外においては高校生を対象として一部でメンタルヘ
ルスカリキュラムが実践されている学校がある6）が，日
本の学校教育制度とは異なるためそのまま取り入れるこ
とは難しい．日本国内においても，小・中学生を対象と
した一次的援助サービスとしてのSMEは，ある程度実
践が積み重ねられており，有効性を示唆する知見も蓄積
されつつある7）．しかしながら，高校生を対象とした実
証的研究はあまり行われてきていない8）9）．その理由と
しては，高等学校が義務教育でないこと，小・中学校に
比べて進路選択等のキャリア教育に重点が置かれる傾向
が高いことなど様々に考えられる．ところが，高校進学
率は98.8％を超えている上，キャリア教育においても，
社会への出口となるこの時期に，集団に適応するための
能力や困難な問題を克服するための能力として，ストレ
スマネジメントの力を習得しておくことが求められる．
さらに，高校生の年代は身体的な成長とともに進学や就
職などを控えて，心理・社会的にも多くの葛藤を抱える
時期であり，高等学校における全生徒を対象とした実用
的なSMEプログラムの開発・導入は急務である．高等
学校の生徒指導担当教諭と養護教諭を対象に行ったアン
ケート調査10）では，全体の75％の教員がSMEの必要性
を感じている一方で，実際に実践されている学校は13％

実践報告 高校生に向けたストレスマネジメント教育（SME） 
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程度にとどまっていることが報告されている．その理由
としては「時間的コスト」や「実践方法に関する知識不
足」などが挙げられた．そこで，学校現場において
SMEを導入・発展させていくためには，ストレスマネ
ジメントへの興味と意欲向上を促し，学級担任によって
実施できるようなスタートアッププログラムを提供する
ことが有効であると考えられる．ここで，先述したよう
に，SMEは心理教育的援助サービスのそれぞれの段階
において，一次から三次まで次第に内容と対象生徒を焦
点化しながら提供される包括的な取り組みである．その
ことを踏まえ，本研究ではこのようなプログラムを一連
の援助サービスの「始まり」という意味を込めて「スター
トアッププログラム」と定義した．また，これまでの
SME実践研究においては「実践者の問題」や「定着の
問題」，「時間的コストの問題」などが課題として挙げら
れてきた11）12）．井上13）はSMEを実施する時間をあまり取
ることができない学校現場の現状に鑑み，高校生が
ショートホームルーム（SHR）や自宅にて各自で取り組
めるプログラムとして，カウンセリングシートを用いた
実践を報告している．
　このような現状に鑑み，本研究では先のSMEの四段
階のうち特に「①ストレスの概念を知る」，「②自分のス
トレスに気づく」の２つの段階と「コーピングレパート
リー拡充」に焦点を当てた一次的援助サービスとしての
SMEスタートアッププログラムを開発し，学級担任と
ともに実践することを通して，その実践効果および課題
を検討することを目的とする．その際，先述した井上13）

の実践を踏まえて，ワークシートによる「振り返りワー
ク」を取り入れたプログラムを開発する．

Ⅱ．方　　法

１．対 象 者
　筆者がスクールカウンセラーとして関わっている都内
共学私立A高等学校の生徒のうち，高校１年生X組１学
級35名（男子21名，女子14名）を対象とした．A高等学
校は全校生徒数約800名の学校で，この生徒たちはほぼ
全員大学進学を希望しており，全体としては約６割が現
役で大学に進学している．
　対象者の選定にあたっては，同校の学校長の許可を得
て高校１年生を担任する教員に研究協力を依頼した．そ
の結果興味を示してくれた教諭Bに改めて協力を要請し，
承諾を得た．
２．実施時期
　201X年５月中旬から６月中旬までの４週間に，計４
セッションのプログラムを１週間に１セッション（50分
/回）実施し，その後７月中旬までの１ヶ月間毎週金曜
日の帰りのSHR時において「振り返りワークシート」を
実施した．プログラムの実践効果の査定は，プログラム
実施前の４月下旬と実施後の７月中旬，フォローアップ
期の８月下旬に行った．

３．プログラムの実施者と実施手続き
　A高等学校X組のホームルーム教室において，「特別
活動」の一環としてロングホームルーム（LHR）の時
間に実施した．
　プログラムについては，専門性の高い前半２セッショ
ンは筆者が，そうでない後半２セッションは筆者を中心
として担任教諭BとともにTT （Team Teaching）の形で，
振り返りワークシートは担任Bがそれぞれ実施した．ま
た，実践効果の査定については，筆者および担任Bによっ
て実施した．
４．倫理的配慮
　本研究の実践にあたっては，事前にA高等学校の学校
長，対象学級X組の担任Bおよび生徒・保護者に趣旨の
説明と授業実践の同意を得た．また，実践効果の査定や
ワークシート記入のそれぞれの段階においても，査定の
趣旨，回答したくないことは回答しなくて良いこと，結
果の公表に際しては匿名性が担保されること等の倫理的
配慮事項について，口頭および書面にて説明し，同意書
への回答を以って同意を得た．
　なお，本実践は筆者の所属機関における研究倫理委員
会の承認を受けた上で実施された．
５．学習目標
　本実践は，学習指導要領上の「特別活動」のうち，ホー
ムルーム活動の一環として行なった．平成30年告示学習
指導要領14）では，ホームルーム活動の内容として「日常
の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全―エ；
青年期の悩みや課題とその解決（心や体に関する正しい
理解を基に，適切な行動をとり，悩みや不安に向き合い
乗り越えようとすること．）」が挙げられている．そこで，
自分自身のストレスや対処方法について考え，ストレス
マネジメントを実践することを通して，ストレス場面に
おいて適切に行動し，悩みや不安を乗り越えようとする
態度を養うことを目標として実施することとした．
６．プログラムの開発過程とその概要
　子どものためのストレス・マネジメント教育3），スト
レスマネジメント・テキスト4）を参考に，「自己のスト
レスへの気づき」と「コーピングレパートリー拡充」に
焦点を当てた本研究独自の高校生向けSMEプログラム
を開発した．
　まず，201X年３月に担任教諭Bと打ち合わせを行い，
確保可能な回数を聞き取った結果，確保可能な回数は４
回程度であることがわかった．また，生徒が入学前であ
り実態がつかめていなかったため，前半部はストレスマ
ネジメントスキル全般を扱い，後半部で生徒同士の交流
を通した自己理解および他者理解を促すような活動を盛
り込むようなプログラム素案を作ることで合意した．
　201X年４月，素案をもとに改めて協議をした結果「自
分の思いをうまく伝えられない」ことに対するストレス
を抱えている様子が訴えられたため，最終的に主張スキ
ルも盛り込んだ全４回のプログラムを実施することとし
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た．各セッションの学習目標と指導内容を表１に示した．
１）第１回：ストレスについての心理教育
　このセッションは，次回以降のプログラム参加への動
機付けを高めるとともに，ストレスについての基本的な
知識を習得させることを目的として実施した．
　まず，実践前に測定したストレス関連得点をフィード
バックし，「ストレスとうまく付き合うことで，学校生
活がより豊かになる」ことを伝え，プログラム参加への
動機付けを高めた．授業前半部では，ストレスとうまく
付き合うためには「ストレスの正体を知る」ことが必要
であるとし，「ストレスとは何か？」という問いのもと
クラス全体でストレスの定義を定めた（X組のストレス
の定義）．その後，ストレスの心理学的な定義を紹介した．
なお，このプログラムではストレスの定義を，Lazarus
とFolkmanの定義15）を参考にしながら，「ある個人が，
負荷がかかると判断した刺激や要求に，対処しようとし
ている状態」とした．続いて授業後半部では，Lazarus
とFolkmanのトランスアクショナルモデル16）をもとにし
た「心理学的ストレスモデル」を紹介し，ストレッサー・
ストレス反応・コーピング・認知的評定などの言葉とと
もに，ストレスの成立過程を説明した．最後に「ストレッ
サーにさらされた時に『認知的評定』や『コーピング』
を工夫することで，深刻なストレス反応に至るようなス
トレスの成立を未然に防ぐことができる」ことを確認し，
次回以降「工夫の仕方」を扱っていくことを伝えた．
２）第２回：コーピングについて知る
　このセッションは，コーピングについての基礎的な知
識および技能の習得を目的として実施した．
　第１回の復習の後，ワークシートを用いてストレスに
はディストレス（Distress：自分にとってマイナスに働き，
心身の健康を阻害する有害な刺激や出来事）とユースト
レス（Eustress：自分にとってプラスに働き，成長の機

会となる刺激や出来事）の２種類があることを説明し，
「比較的弱いディストレスであれば，考え方を工夫する
ことでユーストレスに変えることができる」ことを確認
し，リフレーミング（Reframing：物事の捉え方を変え
る）の技法を紹介した．その後，コーピングについて説
明し，「感情・気分に対するコーピング」「認知的評定に
対するコーピング」「ストレッサーに対するコーピング」
「身体に対するコーピング」に分類し，それぞれの例を
挙げた．そして，「状況（ストレッサー）に合わせて，
自分にあったコーピングを選択することが重要」である
とし，次回以降にそのためのワークを行うことを伝えた．
続いて，多くの場合「感情・気分に対するコーピング」
は有効であることを伝え，簡単なリラクゼーションの
ワークであるエリザベス・ソリン原案の「あなたの特別
な場所17）」を実施した．その後，埼玉県立総合教育セン
ター18）を参考に作成した資料を用いてアサーティブな主
張について紹介した．
３）第３回：主張訓練・“心のトリセツ” 作成
　このセッションは，アサーティブな主張スキルを体験
すること，および「心のトリセツ」作成を通して自己理
解を深めることを目的として実施した．
　前半部は２人組でロールプレイを行なった．後半は資
料１のワークシートを用いて，「自分たちの心の取扱説
明書（心のトリセツ）」を作る活動を行なった．このワー
クシートは，自分にとってのストレッサーや，それに対
するストレス反応，用いるコーピングなどを整理し，自
己理解を深め，「状況に合わせて自分にあったコーピン
グを選択できるようにすること」を目的として作成した．
このシートは大きく分けて「調子がいい時」，「調子が悪
い時」，「いまいちな時」の３つのブロックに分かれてお
り，それぞれのブロックについて考えることで自己の変
化への気づきを高めることを目指したものであった．ま

表１　SMEプログラムの学習目標と指導内容

セッション 学習目標 指導内容

第１回
・動機付け
・ストレスについて知る
・ストレスの成立過程について知る

心理教育

第２回
・コーピングの種類について知る
・認知に焦点を当てたコーピングを知る
・ストレス反応に焦点を当てたコーピングを知る

認知の再構成
リラクゼーション

第３回
・主張スキルを知る
・自己のストレスへの気づく
・自己のコーピングへの気づく

ソーシャルスキル獲得
自己理解深化

第４回
・クラスメイトのストレスを知る
・コーピングを共有・拡充する

コーピングレパートリー拡充
自己理解・他者理解深化

振り返りワーク ・自己のストレスへの気づきやコーピング使用を定着させる
ストレスへの気づき促進
コーピング使用促進
自己理解深化
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た，「いまいちな時」のブロックが，まさにストレスに
対応しようとしている状態であり，自分が受けやすいス
トレッサーやストレス反応，用いやすいコーピングを整
理することを意図して作成した．このような説明を加え
た後，個人活動の時間を取りそれぞれ心のトリセツシー
トを完成させた．なお，作業が進まない生徒に対しては
筆者および担任教諭Bが介入し，助言を加えた．最終的
に次回までに自分の心のトリセツを随時アップデートさ
せて，より良いものにするよう促し，本セッションは終
了した．
４）第４回：コーピングの共有・拡充
　このセッションは，クラスメイトと自己のストレッ
サー，ストレス反応，それに対する対策等「心のトリセ
ツ」を共有することを通して，コーピングレパートリー
の拡充を図るとともに，自己および他者理解促進を図る
ことを目的として実施した．始めに５～６人の班をつく
り，各班１枚の模造紙にそれぞれの心のトリセツを書き
出すように促した．この際，「他の人に知られたくない
ものは書かなくて良いこと」，「他の人が嫌な気持ちにな
ることは書かないこと」を注意事項として提示した．そ
の後，記入された模造紙を見て，お互いに「共感」や「助
言」のコメントを書き合うように促した．一定時間経過
後，今度は班を離れて自由に移動しながら他の班の模造
紙を見て回り，コメントを書き合うように促した．最後
に，見て回った中で「使えそうだ」と思ったものを持ち
帰り，自分の心のトリセツに記入するように指示した．
そして，これから学校生活を送る中でアップデートしな
がら自分だけの「心のトリセツ」をつくり積極的に利用
してほしいと伝え，本セッションを終了した．

５）振り返りワーク
　「振り返りワーク」は，自己のストレス状況に対する
気づきを高め，コーピングの使用を定着させることを目
的として実施した．
　資料２の振り返りワークシートを，担任Bにより毎週
金曜日の帰りのショートホームルーム時に計４回実施し
た．内容は，①１週間のうちでストレスを感じた状況・
主観的なストレス度合い・その時使用したコーピング・
コーピング使用後の主観的なストレス度合い，②１週間
のうちでストレスがあまりかからなかった状況・その程
度，③困った時に援助要請できたか，④他者の援助要請
に応えられたか，⑤今週の一言（一行日誌）の５項目で
ある．①，②の内容が主であるが「この活動を友人関係
づくりに役立てたい」との担任教諭Bの希望により④，
⑤を追加した．
７．実践効果の指標とストレス評価項目
１）学習感想シート
　毎回の授業終了後に「学習感想シート」を実施した．
このシートは「この学習での学び」「感想」をそれぞれ
自由記述で回答してもらう部分と「授業の理解度」と「有
用感（どのくらい役に立ちそうか）」をそれぞれ０％～
100％までの割合で回答してもらう部分とで構成した．
２）最終アンケート
　プログラムが終了して１ヶ月半が経過した８月下旬に，
フォローアップとして最終アンケートを実施した．この
アンケートは「振り返りのワーク取り組みの積極性」「日
常生活への般化の度合い」「授業前後でのストレスへの
気づきの変化」「授業前後でのコーピングの種類の変化」
それぞれについて，５件法で自己評価する部分と「この

資料１　「心のトリセツ」ワークシート
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プログラムを受けたことによる変化」を自由記述により
回答する部分，「授業の理解度」と「有用感（どのくら
い役に立ちそうか）」をそれぞれ０％～100％までの割合
で回答してもらう部分とで構成した．

３）ストレスの変化
　ストレスの変化については，ストレッサーとストレス
反応の測定を行なった．ストレス評価項目については，
高校生用学校ストレッサー尺度19），中学生用ストレス反
応尺度20）をもとに作成した．生徒への負担を考え，各下

資料２　振り返りワークシート
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位因子の因子負荷量や内容をもとに筆者と臨床心理学を
専門とする大学教員２名により各下位因子から２項目ず
つそれぞれ抜粋して，項目数が18項目（学校ストレッサー
尺度10項目，ストレス反応尺度８項目）のストレス評価
票を構成した（表２）．
８．統計的分析
　プログラム全体の評価を検討するため，学習感想シー
ト・最終アンケートについて自由記述部分はKJ法を援
用した方法によりカテゴリー化を行い，それ以外の部分
については単純集計した．なお，KJ法については臨床
心理学を専門とする大学教員２名と大学院生３名の計５
名で行った．
　また，毎週の「振り返りワーク」の効果について検討
するため，最終アンケートの結果を踏まえ，「振り返り
ワーク」に「とても積極的に取り組めた」「積極的に取
り組めた」と回答した生徒を「取り組み積極群：17名」，
それ以外の生徒を「取り組み非積極群：16名」の２群に
分け，各尺度総合得点それぞれを従属変数として振り返
りの取り組み×測定時期の二元配置分散分析を行った．

Ⅲ．結　　果

１．プログラム全体の評価
１）授業の理解度と有用感
　第１回から第４回および授業全体の理解度と有用感に
ついて０％～100％で回答を求め，それぞれの平均値と
標準偏差を算出した（表３）．理解度については，第１回
から第４回までの各回ともに70％～80％程度であり，授
業全体（N＝33）としては81.2％であった．有用感につい
ては，第１回から第４回までの各回ともに75％～85％程

度であり，授業全体（N＝33）としては84.2％であった．
２）各授業での学びと感想
　学習感想シートの授業での学びについての自由記述を
KJ法を援用した方法で整理した結果，表４のようにカ
テゴリー化された．第１回（N＝34）は「ストレスの定
義理解　17名（50.0％）」「ストレスの成立過程理解　21
名（61.8％）」「今後の学習への動機付け　９名（26.5％）」
「その他　５名（14.7％）」となった．第２回（N＝28）
は「ユーストレスへの気づき　13名（46.4％）」「コーピ
ングについての理解　８名（28.6％）」「リラクゼーショ
ン効果の実感　４名（14.3％）」「アサーションスキル理
解　11名（39.3％）」「ストレスマネジメントへの意欲　
７名（25.0％）」「その他　６名（21.4％）」となった．第
３回（N＝27）は「『健康』についての理解　７名（25.9％）」
「心のトリセツについての理解　８名（29.6％）」「自己
への気づき・自己理解　４名（14.8％）」「ストレスマネ
ジ メ ン ト へ の 意 欲　６ 名（22.2 ％）」「そ の 他　５ 名
（18.5％）」となった．第４回（N＝24）は，「コーピン
グレパートリー増加　７名（29.2％）」「他者への気づき・
他者理解　14名（51.9％）」「自己への気づき・自己理解　
１名（4.2％）」「ストレスマネジメントへの意欲　２名
（8.3％）」「その他　８名（33.3％）」となった．
　学習感想シートの各授業を受けた感想をKJ法を援用
した方法で整理した結果，表５のようにカテゴリー化さ
れた．第１回（N＝34）は「面白い・興味深い・役立つ　
８名（23.5％）」「わかりやすい　６名（17.6％）」「次回
への期待　４名（11.8％）」「授業の改善点　５名（14.7％）」
「その他　５名（14.7％）」となった．第２回（N＝28）
は「面白い・興味深い・役立つ　13名（46.4％）」「わか

表２　ストレス評価項目

学校ストレッサー評価項目 ストレス反応評価項目

１．授業時間数が多いため，朝は早くから夕方も遅くまで授業があること
２．先生が，生徒を理解しようという姿勢をもってくれないこと
３．用事があって部活動を休みたい日があっても，休みづらかったこと
４．試験や成績のことが，気になったこと
５．友達に悪口を言われたこと
６．自分の思うように，勉強がはかどらなかったこと
７．校則が厳しく規制してあること
８．部活動で休日も休みにならない日があったこと
９．友達に自分の思っていることや考えを，伝えられなかったこと
10．先生が，えこひいきをしたこと

１．気が抜けて何をするにも力が入らなくなる
２．友達が信じられなくなる
３．ちょっとしたことにもすぐ腹が立つ
４．自分のことが嫌になる
５．何もやる気が起こらなくなる
６．友達と一緒にいるのが嫌になる
７．気持ちがムシャクシャする
８．自分がみんなより劣っているように思う

表３　授業の理解度と有用感（％）

第１回（N＝34） 第２回（N＝28） 第３回（N＝27） 第４回（N＝24） 全体（N＝33）

授業の理解度
平均 76.8 80.0 73.0 79.2 81.2

標準偏差 13.7 13.3 18.4 17.7 15.6

授業の有用感
平均 74.9 84.4 78.2 82.9 84.2

標準偏差 15.0 14.8 17.6 17.1 15.4
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表４　授業での学び
第１回

カテゴリー n 記述例

ストレスの定義理解 17

・ ストレスとはどんなものなのか，みんながどのようなものと考えているかがわかっ
てよかった．

・あまりストレスのことについて知らなかったので，よくわかってよかった．
・ストレスの正体を知れてよかったです．

ストレスの成立過程理解 21

・ストレスの仕組みがよくわかった．
・ストレスができるまでの流れを理解することができた．
・ ストレスを感じるのは一瞬のことだと思っていたので，対処努力や評定をしていた

のは驚いた．

今後の学習への動機付け ９
・ ストレスは未然に防ぐことができるとわかったので，今までより充実した学校生活

が送れるようにこれから学びたいです．
・この機会を得て対処について見直していきたいです．

その他 ５ ・コーピング等の工夫をしてもストレッサーが強ければ防げない気がする．
第２回

カテゴリー n 記述例

ユーストレスへの気づき 13

・確かにストレスだと思ったことが動力になったりするなと思った．
・ 僕は今までストレスは悪いものだと思っていたけれど，良いストレスもあるのだと

思った．
・ ストレスは悪いものとばかり思ってたけどストレスをバネに成長できることもある

なと思った．

コーピングについての理解 ８

・ 数あるコーピングの中で自分にあったコーピングをすることが大切だということを
学んだ．

・ ストレスの対処法は様々でその中でも４つに分類される．場面によって使い分ける
ことが大切．

リラクゼーション効果の実感 ４ ・リラクゼーションで，自分の好きな場所を想像するだけで結構リラックスできました．

アサーションスキル理解 11

・対人関係のストレスを減らすためのDESC法は役に立つと思いました．
・ 私はノンアサーティブな方だから，アサーティブに自分の意見を言えるようにしよ

うと思った．
・想いを伝えることは大事だけれど言葉は選ばないといけない→アサーティブ

ストレスマネジメントへの意欲 ７
・ディストレスからユーストレスに変えられるように頑張ります．
・自分なりにストレスを解消しなきゃいけないと思いました．

その他 ６ ・リラックスした状態の実感が湧かなかった．
第３回

カテゴリー n 記述例

「健康」についての理解 ７
・健康とは，どのような状態のことかよくわかりました．
・「健康」の定義．「身体的，社会的，精神的」に良好な状態であるとき．

心のトリセツについての理解 ８
・今日学んだこと，心のトリセツ．
・心のトリセツは，自分と向き合う良い機会だと思った．

自己への気づき・自己理解 ４

・ 自分の辛い時とか落ち込んだ時にどうなるか考えていたら，確かに冷静になって対
応できるようになるかもしれない．特に私は集中力とか考える力が辛くなるとなく
なるから大切かもしれない．

・ 心のトリセツについて初めて考えたが，あまり自分自身のことをわかってないんだ
なと思った．

ストレスマネジメントへの意欲 ６
・心のトリセツをふと見つめ返してみようと思った（この先）．
・自分をコントロールして良い時の自分を保ちたいと思う．

その他 ５ ・いい感じの自分がわからなかった．
第４回

カテゴリー n 記述例

コーピングレパートリー増加 ７
・みんなが，辛い時にどうするのかを知って，自分のものにできて良かった．
・ みんなどんなことで嫌な気分になるかどうやって気分を変えているかがわかって参

考になった．

他者への気づき・他者理解 14
・人によって考え方が全然違うんだなと思いました．
・みんなの見ているものや価値観の違いがよくわかった．

自己への気づき・自己理解 １
・ 自分のトリセツなんて考えてもみなかったけど，今回考えたことで意外と簡単なこ

とで自分は元気になれるんだなとか，いつもこれのせいで元気なくなっているなと
か気づけたので良かった．

ストレスマネジメントへの意欲 ２ ・これからもストレスマネジメントを続けたい．
その他 ８ ・ストレスが身近であるとわかった．

n：回答者数
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表５　各授業を受けた感想

第１回
カテゴリー n 記述例

面白い・興味深い・役立つ ８

・ ストレスの溜まり方，精神がどうやってストレスに対処していることがわかって面
白かったです．

・このような心理のことについては初めて受けたのでとても興味深かった．
・すごく興味深くてストレスを抱えている人や悩みを抱えている人に役立つと思った．

わかりやすい ６
・先生の説明がわかりやすくてストレスについてよく理解できた．
・話がわかりやすくてよかった．

次回への期待 ４
・ストレスのことについてもっと知りたいと思いました．
・具体的なことが知りたい．

授業の改善点 ５
・わかりやすかったけど，黒板が読みにくかったです．
・書く量が多かった．

その他 ５ ・ストレスについて深く考えたことがなかったので良い機会がもらえた．
第２回

カテゴリー n 記述例

面白い・興味深い・役立つ 13

・ 聞くだけの授業じゃないので，理解しやすいし，手軽にリラックスする方法もわかっ
て面白かった．

・ 私はよく人間関係を悪くしてしまうことが多かったので今回の授業はとても参考に
なった．

・かなり役に立つと思った．

わかりやすい ８
・例文があったのでとても分かり易かった．
・自分で体験しながら学べたのがとてもわかりやすく，楽しいと思えた．

自己への気づき・自己理解促進 ４
・改めてリフレーミングの力が足りないのを感じた．
・今までの自分はよく考えていなかったので，ちょっと考えてみたい．

授業の改善点 １ ・黒板の紙が見にくいです．
その他 ６ ・ リラックスとかそういう心理が身体を動かすことでわかるのが不思議だなあと思った．

第３回
カテゴリー n 記述例

面白い・興味深い・役立つ 13
・個人で考えることが好きなので，とても楽しかったです．
・ 心のトリセツを持つことで少しでも対処法がわかるのかなと思うと，大事なことだ

と思った．

自己への気づき・自己理解促進 12

・ 自分自身のことについて考えるのは初めての体験だった．考えるのが意外に難しく
て驚いた．

・自分って意外と単純だなあと思った．
・心のトリセツで自分と向き合ってみて，改めてわかったこともあった．
・心のトリセツを書いてみて，今自分が何を考えているのか気づいてよかった．

その他 ５ ・少し考えるのが難しかった
第４回

カテゴリー n 記述例

面白い・興味深い・役立つ 17

・意見（感情）をシェアできるのが面白かった．
・クラスのみんな，先生も一緒になって書くのが楽しかった．
・ みんなの書いたものを見てこういう対応もできるなとかこれは無理かなとか考える

のが楽しかった．
・他の人と意見交換することができてとてもためになった．

他者への気づき・他者理解促進 ７
・一人一人の考えがあって，面白かったです．
・色々な人のいいことや対応プランがみれて良かった．

ストレスマネジメントへの意欲 ２
・ 調子が悪い時の心の対処法を知れて良かったです．今回の授業でストレスとの向き

合い方を知ることができました．これからは授業で習った事を活かしていきたい．
その他 ３ ・心理学を学びたいと思った．

n：回答者数
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りやすい　８名（28.6％）」「自己への気づき・自己理解
促進　４名（14.3％）」「授業の改善点　１名（3.6％）」「そ
の他　６名（21.4％）」となった．第３回（N＝27）は「面
白い・興味深い・役立つ　13名（48.1％）」「自己への気
づき・自己理解促進　12名（44.4％）」「その他　５名
（18.5％）」となった．第４回（N＝24）は「面白い・興
味深い・役立つ　17名（70.8％）」「他者への気づき・他
者理解促進　７名（29.2％）」「ストレスマネジメントへ
の意欲向上　２名（8.3％）」「その他　３名（12.5％）」
となった．
　ただし，上記の各回のN数は得られた有効回答人数で，
各項目の括弧内の割合は，有効回答人数に対する割合で
ある．
３）最終アンケートの結果
　４回の授業および１ヶ月間の振り返りワーク終了後に
行った最終アンケートの結果を，５件法で尋ねた部分に

ついては単純集計し，自由記述についてはKJ法を援用
した方法によりカテゴリー化を行った結果，表６，表７
のように整理された．
　振り返りワークの取り組みの積極性（N＝33）につい
て５件法で尋ねたところ，「積極的に取り組めた」が14
名（42.4％）と最も多く，続いて「どちらとも言えない　
12名（36.4％）」「あまり積極的でなかった　５名（15.2％）」
「とても積極的に取り組めた　１名（3.0％）」「積極的
に取り組めなかった　１名（3.0％）」となった．日常へ
の般化の程度（N＝33）について５件法で尋ねたところ，
「どちらとも言えない」が17名（51.5％）と最も多く，
続いて「ある程度活かせた　11名（33.3％）」「あまり活
かせなかった　３名（9.1％）」「全く活かせなかった　
２名（6.1％）」「とても活かせた　０名（0.0％）」となっ
た．ストレスへの気づきの変化（N＝33）について５件
法で尋ねたところ，「気づくことが増えた」が13名

表６　振り返りアンケート集計

振り返りのワーク取り組み積極性（N＝33）

取り組めなかった あまり積極的でなかった どちらとも言えない 積極的 とても積極的

１名（3.0％） ５名（15.2％） 12名（36.4％） 14名（42.4％） １名（3.0％）

日常への般化の程度（N＝33）

全く活かせなかった あまり活かせなかった どちらとも言えない ある程度活かせた とても活かせた

２名（6.1％） ３名（9.1％） 17名（51.5％） 11名（33.3％） ０名（0.0％）

ストレスへの気づきの変化（N＝33）

全く変化しなかった あまり変化しなかった どちらとも言えない 増えた かなり増えた

３名（9.1％） ２名（6.1％） 11名（33.3％） 13名（39.4％） ４名（12.1％）

コーピングの種類の変化（N＝32）

全く変化しなかった あまり変化しなかった どちらとも言えない 増えた かなり増えた

１名（3.1％） ６名（18.8％） 13名（40.6％） 10名（31.3％） ２名（6.3％）

表７　プログラム後の変化（フォローアップ時）

カテゴリー n 記述例

ストレスと
うまく付き合える

ようになった
14

・ストレスの対処がしやすくなった．深刻な状態になる前にストレスを改善できるようになった．
・ストレスをどのようにして対処すれば良いのか理解し，自分で対処できるようになった．
・気持ちが，不安定な時に，音楽などを聞いて，意識的に気持ちを落ち着かせた．
・ストレスとうまく付き合えるようになった．
・心がモヤモヤした時の自分のコントロールができるようになってきた．

コーピング
レパートリー増加

３ ・ストレスの発散方法が増えた．

ストレス減少 ３
・心なしかストレスが減った気がした．
・ストレスを溜めにくくなった．

自己理解の深化 ６
・この授業を受けて，自分の身近なストレスの感じ方が変わりました．
・ストレスが溜まっている時がわかるようになった．

特になし ４
その他 ９ ・ストレスを少し処理できるようになったけど，ストレスは増えたのでよくわかりません．

n：回答者数
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（39.4％）と最も多く，続いて「どちらとも言えない　
11名（33.3 ％）」「気 づ く こ と が か な り 増 え た　４ 名
（12.1％）」「全く変化しなかった　３名（9.1％）」「あま
り変化しなかった　２名（6.1％）」となった．コーピン
グの種類の変化（N＝33）について５件法で尋ねたところ，
「どちらとも言えない」が13名（40.6％）と最も多く，
続いて「増えた　10名（31.3％）」「あまり変化しなかっ
た　６名（18.8％）」「かなり増えた　２名（6.3％）」「全
く変化しなかった　１名（3.1％）」となった（表６）．
　本プログラムを受けた前後での変化について（N＝
33）は，「ストレスとうまく付き合えるようになった　
14名（42.4％）」「コーピング増加　３名（9.1％）」「スト
レ ス 減 少　３ 名（9.1 ％）」「自 己 理 解 の 深 化　６ 名
（18.2％）」「特になし　４名（12.1％）」「その他　６名
（27.3％）」となった（表７）．ただし，N数は得られた
有効回答人数で，各項目の括弧内の割合は，有効回答人
数に対する割合である．
２．ストレス得点の変化について
　ストレス得点の変化については，実践前・実践後・フォ
ローアップ期の全てに回答した33名（男子20名，女子13
名）を分析対象とした．
　部活動に入っている生徒は13名のみであったため，以
下部活動ストレッサーを除外したものを学校ストレッ
サー総合得点として分析した．学校ストレッサーを従属
変数として，取り組みの程度×測定時期の二元配置分散
分析を行った．交互作用に有意傾向（F（2, 63）＝3.05，p
＝.57，偏η2＝0.90）が認められたため単純主効果の検定
を行ったところ，「取り組み積極群」における測定時期
の単純主効果が有意であった（F（2, 62）＝4.21，p＜.05，
偏η2＝0.22）．図１の通り「取り組み積極群」については
総合得点の増加傾向がみられた．また，ストレス反応の
変化について，ストレス反応尺度総合得点を従属変数と
して取り組みの程度×測定時期の二元配置分散分析を

行った．交互作用に有意傾向（F（2, 63）＝2.58，p＝.99，
偏η2＝0.08）が認められたため単純主効果の検定を行っ
たところ，「取り組み非積極群」における測定時期の単
純主効果が有意であった（F（2, 62）＝6.92，p＜.01，偏η2

＝0.30）．図２の通り「取り組み非積極群」については
総合得点の増加傾向がみられた．

Ⅳ．考　　察

１．プログラム全体について
　各授業の理解度については平均して各回とも70％～
80％程度の理解度であり，プログラム全体としても平均
81％程度の理解度であった．各授業の感想（表５）にお
いても「わかりやすい」という意見が多くみられた．授
業での学び（表４）の記述内容を見ると各回の学習目標
と概ね一致した．これらのことから，プログラム全体を
通して授業者の意図は伝わったものと思われる．また，
各授業の有用感については，第１回については75％程度
であったが，その他は80％程度であり，プログラム全体
としては85％程度の有用感であった．各授業の感想（表
５）においても「面白い・興味深い・役に立つ」といっ
た意見も多く，本プログラムは生徒にとって有用性を感
じられる内容であったものと思われる．
　日常生活への般化の程度を聞いた質問では，半数程度
が「どちらとも言えない」，15％程度が「活かせなかった」
と回答した．SMEプログラム開発にあたっては般化が
促進されるような活動をプログラムに組み込む必要性が
指摘されており21），今回のプログラムの中では，毎週の
「振り返りーワーク」の中で一週間のストレス場面とそ
の対処場面について回想するよう促すことで，般化を促
す工夫をした．結果として，プログラムの有用性を感じ
つつも，実際の場面で活用できるまでには至っていない
生徒も多くいる様子がうかがえる．これは，「振り返り
シート」の項目が多く，焦点化されていなかったことに

図１　ストレッサー総合得点
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よるのではないかと考える．実際に，担任Bからも「少
し項目が多く生徒が苦労しているようだ」との指摘も
あった．振り返りワークの「取り組み非積極群」が16名
とクラスの約半数いることも踏まえると，今後はワーク
シートの項目を見直すなど，生徒の負担を軽減しつつ取
り組みやすくなるように工夫しながら，より詳しく検討
する必要がある．しかしながら，「ある程度活かせた」
と回答した生徒も３割程度存在しており，全生徒を対象
としたSMEスタートアッププログラムとしては一定の
効果があったといえるだろう．今後は実証されてきた般
化につながる事例研究22）23）を参考に振り返りワークの内
容を洗練させながら，より長期的に継続していくなど般
化を促す工夫をしていく必要がある．また，「活かせな
かった」と回答した生徒を中心に今回のプログラムのみ
では不十分な生徒を対象として，より深く具体的な内容
を盛り込んだプログラムを別途開発し，小グループある
いは個別的に実施していく必要もあるだろう．
２．コーピングレパートリーについて
　本SMEプログラムは「コーピングレパートリー拡充」
に焦点を当てたものであった．プログラム実施前後の
コーピングの種類の変化（表６）については，約４割の
生徒が「コーピングが増加した」と回答していた．また，
授業での学び（表４）やプログラム後の変化（表７）で
も「コーピングレパートリー増加」が挙げられており，
「コーピングレパートリー拡充」の効果があったと言え
るだろう．授業での学び（表４）や各授業の感想（表５）
では，「自己への気づき・自己理解」「他者への気づき・
他者理解」が特徴的であった．自己のストレスの感じ方
や，ストレス状況での行動傾向などへの気づき，自己の
ストレス耐性や対処能力への評価がなされていた．プロ
グラムの中で自分と向き合い，振り返りワークを通して
セルフモニタリングする中で，それまで考えることの少
なかった部分に注目できたことでこのような自己に対す

る気づきが得られたのではないかと考える．また，他者
と意見交換をする活動も，この「気づき」や「理解」に
少なからず影響を及ぼしているだろう．今回のような学
級集団全体を対象とした実践では，子供達の相互作用を
通して，仲間どうしの受容の高まりが期待できることが
指摘されている24）．また，実践期間中には参加者どうし
で色々な意見の交換がなされるので，それによって行動
スタイルや考え方を良い方向に修正するため，様々な
フィードバックを受けることができることや，同じ問題
や悩みを抱えるメンバーの行動を観察することによって，
他者のよい影響をうけることなどが集団介入の利点とし
てあげられている25）．今回のプログラムは，このような
「集団介入の利点」が活かされた実践であったことが推
察される．適切なコーピングは個人や環境によって異な
る26）ことから，自己や他者についての気づきや理解深化
は適切なストレスマネジメントにとって重要である．そ
のような気づきや理解深化の積み重ねにより，自分たち
にとって一層適切なストレスマネジメントができるよう
になるのであろう．
３．ストレスの知識・変化について
　本SMEプログラムのもう一つの焦点は，「①ストレス
の概念を知る」「②自分のストレスに気づく」という２
つの段階であった．授業での学び（表４）を見ると，ス
トレスの定義や成立過程，ユーストレスやコーピングな
どのストレスの概念を捉えられている様子がうかがわれ
る．また，最終アンケート（表６）では，半数以上の生
徒が「自己のストレスに気づくことが増えた」と回答し
ており，プログラム後の変化（表７）では「ストレスが
溜まっている時がわかるようになった」などの記述も散
見された．これらのことから，本プログラムは「①スト
レスの概念を知る」「②自分のストレスに気づく」力を
育む効果があると推測される．
　図１，図２で示した通り，振り返りワークに積極的に

図２　ストレス反応総合得点
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取り組んだ群では，実践前後からフォローアップ時にか
けてストレッサー得点が増加したもののストレス反応得
点は維持されていた．一方であまり積極的に取り組めな
かった群ではストレッサー得点は維持されていたものの
ストレス反応得点が増加した．この原因については本研
究では明らかにすることができなかったが，次のような
可能性が考えられる．プログラム全体を通して「ストレ
スへの気づき」が増え，振り返りワークに積極的に取り
組むほど自己のストレスに対する気づきの習慣が維持さ
れるとともに，積極的に状況や自分にあったコーピング
を用いることでストレス反応が軽減されたのではないだ
ろうか．これについては今後詳しく検討していく必要が
ある．
　以上のように，今回実施した「振り返りワーク」は生
徒のストレスマネジメント能力向上に有効である可能性
が示唆された．しかしながら，上述したように振り返り
ワークに積極的に取り組むほど，認知したストレッサー
に対して対処し，ストレス反応の生起を抑制することが
できる可能性が示唆された一方で，「ストレスを処理で
きるようになったけど，ストレスは増えたのでよくわか
りません」という記述に代表されるように，認知したス
トレス全てに対して適切に処理できるまでには習熟され
ていない生徒がいることがうかがえる．

Ⅴ．本研究の限界

　今回は対照群を設定していないこともあり，実践した
クラスや実践時期，振り返りワークなどの活動に対する
取り組み度合いを規定する個人特性などが影響している
可能性を排除できない．また，今回用いた評価票は既存
の尺度から抜粋して構成しており，恣意性があることは
否めない．加えて，サンプル数が少なかったため信頼性・
妥当性を検討することができなかった．さらに，振り返
りのワーク取り組みの程度とストレス得点の変化との関
連が示唆されたものの，この原因について本研究で明ら
かにすることはできなかった．これらの点については今
後対象者を増やしての実践や対照群を設定しての実践・
検討，より長期的な変化の検討，個人特性を測る尺度を
用いての検討などとともに実践を積み重ねていくことに
より慎重に検討していく必要がある．
　最後に，今回のプログラムを実践する中で，ワークシー
トの記述や授業中の活動の様子から，自分のストレス状
態を認知することの苦手さやグループワーク活動参加の
苦手さ，活動への取り組み意欲の低さなど，より個別的
な手厚い支援が必要だと思われる生徒が数名みられたこ
とに触れておく．そのような生徒の背景には，発達的な
特性やメンタルヘルス上の課題があるのではないかと思
われる．今回のようなSMEプログラムの実践を通して，
そのようなリスクのある生徒にいち早く気づき，次の支
援につなげていくことは一次的援助サービスの大きな役
割の一つであろう．しかしながら，それだけでなく今後

は二次的・三次的な援助サービスとしてのSMEプログ
ラムを開発・実践し，高等学校における包括的SMEシ
ステムを検討していく必要もあるだろう．

Ⅵ．ま と め

　本研究では先のSMEの四段階のうち特に「①ストレ
スの概念を知る」「②自分のストレスに気づく」の２つ
の段階と「コーピングレパートリー拡充」に焦点を当て
た一次的援助サービスとしてのSMEスタートアッププ
ログラムを開発し，学級担任とともに実践することを通
してその実践効果および課題を検討した．
　その結果，全４回の授業と振り返りワークからなる
SMEプログラムを開発した．学級担任とともに実践し
たところ，コーピングレパートリー拡充とストレス概念
の知識獲得・自己のストレスに関するセルフモニタリン
グ能力の向上が示唆された．「ストレスとうまく付き合
えるようになった」などの感想も多くみられ，すべての
生徒を対象とした，予防的・発達促進的な援助サービス
である一次的援助サービスとしての本SMEスタート
アッププログラムは，一定の成果があったと言えるだろ
う．さらに，振り返りワークへの取り組みが積極的な生
徒のストレスマネジメント能力向上が示唆された．この
原因について本研究で明らかにすることはできなかった
が，時期的な影響や個人特性の影響があるのではないか
と推察される．今後，対照群を設定しての検討や，より
長期的な変化の検討，個人特性を測る尺度を用いての検
討などが必要である．
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校長からみた児童生徒の保健・安全への教員の対応場面での
課題と教員養成段階における学修の必要性
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Background: Although teachers are expected to respond to students’ health and safe related matters appro-
priately, it has not been clarified what kind of problems there are.
Objective: This study identifies problems in teachers’ response to students’ health and safety from the per-
spective of the principal as a school health and safety manager and establishes the necessity for teacher 
preparation.
Methods: After stratifying elementary schools, junior high schools, and high schools across the country by 
prefecture, 2992 randomly selected schools were targeted. The survey collected information on the type of 
school, the prefecture, the age, the number of years of experience as a principal, the acquired educational 
staff license, the gender, the presence/absence of problems in teachers’ response to the health and safety of 
students, and the necessity of teacher preparation.
Results: In more than 80% of all schools, “students’ developmental disabilities” and “mental health care of the 
students” were cited by principals as those problems of students’ health and safety that were most frequent-
ly experienced by teachers. The other problems with high values were: “coordination with parents （health）,” 
“first aid for injuries,” and “coordination with parents （safety）” in elementary schools; “first aid for injuries,” 
“coping with heatstroke,” “coordination with parents （health）,” in junior high school; and “the coping to heat-
stroke,” “cooperation with parents （health）,” and “cooperation between teachers （safety）,” in high schools.
　The items that teachers most needed to be prepared for were responding to “developmental disorders,” 
“mental care,” “allergic diseases,” and “heat stroke.”
Conclusion: It was clarified that school principals feel the necessity for preparing teachers to be able to re-
spond to “developmental disorders,” “mental care,” and other urgent health and safety problems. It is neces-
sary to scrutinize the contents of health and safety programs need to be learned at the teacher preparedness 
from surveys such as Yogo teachers in addition to surveys of principals.

Key words： health and safe, teachers’ correspondence, student, principal, teacher preparation program
 保健・安全，教員の対応，児童生徒，校長，教員養成
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Ⅰ．緒　　言

　学校における健康問題に関連して，「現代的な健康課
題としては，学校生活における生活習慣の乱れ，いじめ，
不登校，児童虐待などのメンタルヘルスに関する課題，
アレルギー疾患，性に関する健康問題や薬物乱用，感染
症など，新たな課題が顕在化している1）」と言われている．
また，学校安全に関連して，「学校管理下で発生する事
故等のデータや犯罪被害，交通事故，自然災害の発生状
況を見ると，児童生徒等の安全の確保という点では引き
続き課題の多い状況であるとともに，あらゆる学校種で
生じており，学校種や児童生徒等の発達の段階に応じて
留意すべきポイントも多岐にわたる2）」とされている．
そのため，学校種および教科等を問わず教員は，児童生
徒の保健・安全への課題発生を予防し，課題が発生した
場合には，速やかかつ適切に対処する必要がある．
　学校保健に関わる諸課題の解決にあたっては，「地域
保健と学校保健が十分に連携を図りながら，双方向から
問題解決にあたることが求められる3）」と考えられている．
また，さまざまな専門性を持った職種，立場，領域の人
と組織が，子どもの健康課題について共通認識を持ち，
チームで解決していくよう機能的に運営するための工夫
と改善を重ねることが求められている3）．すなわち，教員
は，児童生徒の保健・安全への対応場面で，様々な専門
職と協働的に問題解決に取り組む必要があると言える．
　しかし，そのような児童生徒の保健・安全への対応と
いう観点から教員養成課程におけるカリキュラムに視点
をあてると，2017年の教育職員免許法の改正に伴って学
校安全が教職科目の一部として位置づけられた4）ものの，
学校保健を取り扱う科目は，教員養成課程として独自の
科目を設置しなければ，通常，割当てられないのが現状
である．また，熊丸は，学校安全・危機管理に視点を当
て，教員養成課程のシラバスを分析したところ，養護教
諭養成および保健体育教員養成に偏っており，それ以外
では学校安全・危機管理が学修されていない状況を指摘
している5）．学校保健は，学校安全以上に養護教諭養成
および保健体育教員養成に偏っていると推測される．し
たがって，保健体育科教員や養護教諭以外の教員を目指
す学生にとっては，教育実習における養護教諭講話や教
育実習の事前指導などで学ぶ機会が得られなければ，学
校保健に関して学ぶ機会自体がないと言える．しかし，
保健・安全の課題を解決するには，その背景や発生メカ
ニズムについての専門的な知識やそれぞれへの具体的な
対応例を基にした連携の方法についての実践的な学びが
必要であることは言うまでもない．
　以上のような理由から日本学校保健学会6）も主張して
いるように，学校保健・安全は，教職科目として教員を
目指すすべての学生が養成段階で学ぶ必要性があると考
えられる．そこで，教員を目指すすべての学生が，養成
段階で学校保健・安全について，最低限どのような内容

を学修しておく必要があるのかを明らかにするため，植
田らは教員を対象にした児童生徒への保健・安全の対応
に苦慮した経験の有無と教員養成課程で学んでおく必要
性について質問紙調査を実施した．その結果，児童生徒
の発達障害への対応や心のケア，けがへの応急手当につ
いての苦慮経験率が高く，緊急性の高い心肺蘇生やアド
レナリン自己注射薬（以下，エピペンⓇ）の使い方など
を含めて教員養成段階で学んでおくべき項目について報
告している7）．しかし，教員の苦慮経験と学んでおくべ
きことが，教員養成段階で学んでおくべきことすべてを
言い表しているとは限らない．教員だからこそ気がつけ
る事象と，教員では気づきにくい事象が存在すると推測
されるからである．例えば，養護教諭からみた保健・安
全に関心の高い教員は，健康や安全に関する情報収集・
教育実践・個別支援・問題対応・養護教諭等との協働な
どの行動を伴うことが報告されている8）．しかし，それ
らの行動の中には，教員本人は生徒指導上の観点から保
健室を来訪するなど，必ずしも本人が保健・安全を意識
していない可能性のある行動も含まれると考えられるか
らである．そのような意味では，教員の視点だけでなく，
養護教諭や校長など，教員とは異なる立場の職種から児
童生徒の保健・安全への教員の対応場面での課題をとら
えることは意義があると考える．
　特に，校長については，「学校保健活動を推進し，子
どもの現代的な健康課題解決などを図るためには，校長
自らが学校保健の重要性を再認識し，学校経営に関して
リーダーシップを発揮することにより，学校内や地域社
会における組織体制づくりを進めていくことが求められ
ている9）」とされている．すなわち，校長には，教職員
等が児童生徒の保健・安全への対応場面での課題の解決
に向けてかれらの資質・能力を発揮できるようにリー
ダーシップをとる責務があると言える．また，校長は，
教員よりも経験が豊富であり，さまざまな教職員の対応
を職務として俯瞰的に見たりしていること，学校の危機
管理に対してリーダーとしての責務をもつこと10），学校
管理職の成長要因には「学校安全・危機管理」「保護者
対応」事案への対応経験が含まれること11），学校管理職
選考に保健・安全が位置付けられていること12）などから，
学校における保健・安全についての危機意識が高く，問
題把握の視点をもつと推測される．これに関連して，学
校全体を統括する校長自身の学校保健を重視した養護教
諭マネジメントに関する認識調査は存在するものの13），
学校管理職の立場からみた，学校保健に関する教員の課
題について具体的に示した研究は見当たらない．
　そこで本研究では，校長を対象とした全国調査を実施
し，学校運営の観点から児童生徒の保健・安全への教員
の対応場面について，課題を感じた経験の有無，および
教員養成段階で学んでおく必要性について把握すること
を目的とした．
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Ⅱ．研究方法

１．研究対象
　全国学校総覧201914）を用いて全国の小学校，中学校，
高等学校を県別に層化，乱数を用いて県別学校数に応じ
て無作為抽出した（抽出割合8.5％）．なお義務教育学校
および中等教育学校については，数が少ないため県別に
は層化せず，全国から乱数を用いて無作為抽出した．今
回の調査では，小学校，中学校，高等学校，義務教育学
校，中等教育学校をあわせて，2,992校を抽出し対象校
とした（表１）．これら抽出した学校の校長を調査対象
とした．
　無作為抽出した2,992校あてに調査依頼文書，調査用紙，
返信用封筒１部を送付し回答を求めた．
２．調査期間
　調査期間は，2019年２月14日から３月14日の１か月間
とした．
３．調査内容
　調査内容は，基本属性として，勤務する学校種及び都
道府県，年齢，校長としての経験年数，取得教育職員免
許状，性別を尋ねた．
　また，児童生徒の保健・安全の問題への教員の対応に
ついて，課題を感じた経験，および教員養成段階で学ん
でおく必要性については，「あなたが学校長としてかか
わった教員（校長，養護教諭・養護助教諭，栄養教諭を
除く）について，①児童生徒への保健・安全の対応場面
で課題を感じた経験がありますか．また，②その内容を
教員養成段階で学んでおく必要があると思いますか」と
尋ねた．
　質問文および調査項目の選定は，植田らの研究8）を原
案に，現職の校長，指導主事，教諭，養護教諭，学校保
健研究者の意見を収集するとともに，共同研究者のうち
の６名と2018年８月から12月にかけて質問項目を精査し
ていき，12月末に最終的な質問文および質問項目として
確定した．質問①について，教員自身に問う場合は対応
に苦慮した経験となるが，校長に問う場合について考え
ると，必ずしも校長自身が対応していないこと，校長か
ら見て教員が対応に苦慮しているとみられる場面，本人
が苦慮しているという意識がなくても校長から見て対応
に課題がある場面が考えられたために「課題を感じた経
験」と表現することとした．
　校長からみた教員の児童生徒の健康問題に対する教員
の対応に，課題を感じた経験（以降，「対応場面での課
題感」）については，「ある」，「ない」，「わからない」の
３件法で，教員養成段階で学んでおく必要性（以降，「養
成段階での必要性」）については，「ある」，「ややある」，「あ
まりない」，「ない」の４件法で回答を求めた．
　「対応場面での課題感」に「わからない」を設けた理
由は，校長の職務が学校全体を包括的，総合的に捉える，
いわゆるトップ・マネジメントであるため，児童生徒の

保健・安全への対応場面での実務について，すべて把握
できるとは限らないと考えられるためである．なお，質
問項目の検討に加わった校長経験者や指導主事経験者か
らも「わからない」を設けることの妥当性が確認されて
いる．
　質問項目は，児童生徒の健康観察の仕方，児童生徒の
けがへの応急手当，児童生徒の熱中症への対応，心肺蘇
生法（AEDの使い方を含む），児童生徒のアレルギー疾
患への対応，児童生徒のアナフィラキシー時のエピペ
ンⓇの使い方，児童生徒の過呼吸への対応，児童生徒の
起立性調節障害への対応，児童生徒の摂食障害への対応，
児童生徒の感染症への対応，児童生徒の慢性疾患への対
応，児童生徒の心のケア，健康診断における教員の役割，
児童生徒の発達障害への対応，教室の環境衛生，自然災
害で被災した際の対応，自然災害の防災の対応，保護者
との連携（保健面），保護者との連携（安全面），教員同
士の連携（保健面），教員同士の連携（安全面），養護教
諭との連携（保健面），養護教諭との連携（安全面），学
校長との連携（保健面），学校長との連携（安全面），そ
の他の教職員との連携（保健面），その他の教職員との
連携（安全面）とした（付表）．これらの項目は，大ま
かに分けて教員が直接的に関わる項目，自然災害など安
全問題に関わる項目，教員以外の他者との連携に関わる
項目に分類される．
４．倫理的配慮
　一般社団法人日本学校保健学会の研究倫理綱領を遵守
すると共に倫理面に十分に配慮して，参加・離脱の自由，
匿名の保持を確保して実施した．調査の返送をもって研
究を承諾したと理解した．また，所属機関の倫理委員会
の承認（非医-2018-25）を得て調査を実施した．
５．分析方法
　義務教育学校および中等教育学校については，数が少
ないため，分析対象から除いた．「対応場面での課題感」
および「養成段階での必要性」については，学校種（小
学校，中学校，高等学校）別の回答傾向について明らか
にした．加えて，それらの経験が校長の経験年数によら
ないことを確認するために校長の経験年数と「対応場面
での課題感」の有無についてクロス集計を用いて明らか
にした．性および学校種，経験年数による違いを明らか
にするために，χ2検定を実施し，その後，残差分析を行っ
た．なお，期待度数が５未満のセルを含む場合は，Fish-
erの直接法を用いた．欠損値については，ペアワイズ法
を用いて処理した．分析は，統計ソフトIBM SPSS sta-
tistics 25を用いて実施した．

Ⅲ．結　　果

１．分析対象の属性
　対象となる2,992校のうち1,059名の校長から回答が得
られた（回答率35.4％）．1,059名を学校種別・性別に確
認したところ，小学校が581名（男496名，女85名），中
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表１　県別・学校種別にみた抽出学校数

小学校 抽出数 中学校 抽出数 義務教育学校 抽出数 高等学校 抽出数 中等教育学校 抽出数

北海道 1,045 89 597 51 5 ― 280 24 2 ―
青森 287 24 162 14 0 ― 77 7 0 ―
岩手 316 27 164 14 1 ― 80 7 0 ―
宮城 385 33 209 18 1 ― 94 8 2 ―
秋田 199 17 115 10 1 ― 54 5 0 ―
山形 252 21 101 9 1 ― 61 5 0 ―
福島 448 38 230 20 1 ― 111 9 0 ―
茨城 488 41 225 19 9 ― 121 10 4 ―
栃木 363 31 164 14 2 ― 75 6 1 ―
群馬 312 27 168 14 0 ― 79 7 2 ―
埼玉 817 69 446 38 0 ― 194 16 0 ―
千葉 803 68 402 34 2 ― 183 16 1 ―
東京 1,332 113 804 68 7 ― 429 36 8 ―

神奈川 888 75 477 41 2 ― 235 20 5 ―
新潟 465 40 234 20 1 ― 102 9 7 ―
富山 190 16 82 7 0 ― 53 5 0 ―
石川 208 18 89 8 2 ― 56 5 0 ―
福井 200 17 82 7 1 ― 35 3 0 ―
山梨 181 15 93 8 0 ― 42 4 0 ―
長野 370 31 196 17 2 ― 100 9 1 ―
岐阜 371 32 188 16 2 ― 81 7 0 ―
静岡 508 43 294 25 1 ― 138 12 0 ―
愛知 976 83 444 38 0 ― 221 19 1 ―
三重 375 32 170 14 1 ― 70 6 1 ―
滋賀 223 19 106 9 1 ― 56 5 1 ―
京都 385 33 192 16 8 ― 105 9 0 ―
大阪 1,004 85 525 45 4 ― 260 22 1 ―
兵庫 764 65 387 33 2 ― 205 17 2 ―
奈良 207 18 115 10 0 ― 53 5 2 ―

和歌山 255 22 131 11 1 ― 47 4 0 ―
鳥取 125 11 60 5 3 ― 32 3 0 ―
島根 203 17 100 9 1 ― 47 4 0 ―
岡山 392 33 164 14 0 ― 86 7 2 ―
広島 485 41 268 23 3 ― 131 11 1 ―
山口 310 26 166 14 0 ― 79 7 1 ―
徳島 192 16 89 8 0 ― 39 3 0 ―
香川 165 14 76 6 0 ― 40 3 0 ―
愛媛 284 24 134 11 0 ― 66 6 5 ―
高知 233 20 129 11 2 ― 47 4 0 ―
福岡 741 63 367 31 2 ― 165 14 2 ―
佐賀 164 14 92 8 6 ― 51 4 0 ―
長崎 330 28 189 16 2 ― 79 7 0 ―
熊本 349 30 173 15 2 ― 76 6 0 ―
大分 272 23 138 12 1 ― 55 5 0 ―
宮崎 242 21 138 12 0 ― 54 5 1 ―

鹿児島 517 44 238 20 2 ― 89 8 0 ―
沖縄 271 23 157 13 0 ― 64 5 0 ―
合計 19,892 1,691 10,270 873 82 7 4,897 419 53 5

学校数合計 35,194
抽出数合計  2,992

義務教育学校および中等教育学校については，母数が少ないために全国より抽出した．
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学校が289名（男267名，女22名），高等学校が134名（男
124名，女10名）であった（表２）．小・中・高等学校（合
計1,004名）は，分析のための回答者数が十分に確保さ
れていると考えられたので，本研究における分析対象と
した（回答率33.6％）．次いで，小・中・高等学校と校
長の性についてのクロス表を作成し，χ2検定を実施した
ところ性による有意な違いは認められなかったので，こ
れ以降の分析では，性による違いは扱わないこととした．
２．「対応場面での課題感」の状況と学校種による傾向
　学校種別にみた「対応場面での課題感」の回答割合を
表３に示した．
　「対応場面での課題感」があると回答した校長の割合は，
児童生徒の発達障害への対応が最も多く，次いで児童生
徒の心のケアであり，これらは学校種を問わず80％以上
を示した．この２項目に次いで，小学校では，保護者と
の連携（保健面），けがへの応急手当，保護者との連携（安
全面）が，中学校では，けがへの応急手当，熱中症への
対応，保護者との連携（保健面）が，高等学校では，熱
中症への対応，保護者との連携（保健面），教員同士の
連携（安全面）が高い値を示した．
　次に，「対応場面での課題感」があると回答した割合
が高い項目を学校種で比較したところ，小学校で割合が
最も高く，中高になるにしたがって割合が低下した項目
は，アレルギー疾患への対応，感染症への対応，教室の
環境衛生であった．中学校で最も高い割合を示した項目
は，過呼吸への対応，起立性調節障害への対応，健康診
断における教員の役割であった．高等学校で最も高い割
合を示した項目は，摂食障害への対応であった．
　加えて，自然災害で被災した際の対応や児童生徒の起
立性調節障害，摂食障害への対応などは，わからないと
回答する傾向が認められた．
３．校長の経験年数別にみた「対応場面での課題感」
　校長の経験年数別にみた「対応場面での課題あり」と
回答した校長の割合を表４に示した．全体的には，校長
の経験年数が長いほど「対応場面での課題感」があると
回答する割合が高くなる傾向が認められたものの，経験
年数１年未満の場合でも，一定の割合で「対応場面での
課題感」があると回答する傾向が認められた．

４．学校種別にみた「養成段階での必要性」
　学校種別にみた「養成段階での必要性」があると回答
した割合が高い項目を表５に示した．全体の傾向をみる
と，中学校および高等学校と比較して小学校のほうが「必
要性がある」と回答する割合が高い項目が多かった．特
に，高等学校では，児童生徒の健康観察の仕方，児童生
徒の熱中症への対応，心肺蘇生法（AEDの使い方を含む）
を除くすべての項目で「養成段階での必要性」がないと
回答する傾向が認められた．「養成段階での必要性」が
あると回答する者の割合が高い項目は，校種を問わず，
発達障害への対応，心のケア，アレルギー疾患への対応，
熱中症への対応であり，これらは「対応場面での課題感」
があると回答する割合が高かった項目と同様であった．
その一方で，心肺蘇生法（AEDの使用を含む）やエピ
ペンⓇの使い方という緊急性の高い項目が上位に位置づ
けられた．

Ⅳ．考　　察

１．「対応場面での課題感」
１）「対応場面での課題感」の高い項目
　児童生徒の保健・安全への教員の対応場面での課題を
感じた経験，すなわち，「対応場面での課題感」について，
小学校，中学校，高等学校の校長を対象に全国調査を実
施したところ，学校種を問わず児童生徒の発達障害への
対応，児童生徒の心のケアが80％以上と，他の項目と比
較して高値を示した．質問が異なるために単純には比較
できないものの，教員の苦慮した経験を調査した植田7）ら
の研究とおおむね同様な傾向であり，児童生徒の発達障
害への対応や心のケアが学校種や職種を問わず学校にお
ける保健・安全上の課題となっている状況が推測できる．
　発達障害への対応については，特別な支援を必要とす
る児童生徒は年々増加傾向にあり15），いずれの校種の教
員としても児童生徒指導や学習指導の観点から発達障害
への理解と指導技術が必要不可欠となっていると考えら
れる．都築は，インクルーシブ教育の推進において，教
員の「子どもの身体の発育発達に関する知識，子どもの
様子を観察しその状態に合った助言と課題の提供」が必
要であると述べており，同時にインクルーシブ教育に果
たす学校保健の重要性を指摘している16）．しかし，実際
の教育現場では，「他の児童生徒とのトラブルが生じる」
「授業がうまく進められない」「対応に苦慮しているこ
とを保護者に理解してもらうのが難しい」「教室や学校
を抜け出す」「近隣の地域住民の協力も必要」など，問
題が大きくなりやすく，学校全体での対応を求められる
ため，課題感が高くなる傾向がみられたと推測される．
これに関して，文部科学省は，「発達障害に関する教職
員の専門性向上事業」17）をはじめとする予算措置を講じ
るなど，発達障害への教員の専門性を高めるような事業
を継続的に展開している．それらの予算的支援を受けな
がら，各自治体における発達障害に対する校長をはじめ

表２　学校種別・性別にみた調査対象
（n（％））

男 女 合計

小学校 496（ 85.4） 85（14.6） 581（100.0）
中学校 267（ 92.4） 22（ 7.6） 289（100.0）
高等学校 124（ 92.5） 10（ 7.5） 134（100.0）
中等教育学校 2（100.0） 0（ 0.0） 2（100.0）
義務教育学校 5（100.0） 0（ 0.0） 5（100.0）
中高併設 31（ 93.9） 2（ 6.1） 33（100.0）
小中高 1（100.0） 0（ 0.0） 1（100.0）
学校種未記載 14（100.0） 0（ 0.0） 14（100.0）
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表３　学校種別にみた「対応場面での課題感」の回答割合
（n（％））

番号 質問項目 小学校 中学校 高等学校
Pあり なし わからない あり なし わからない あり なし わからない

１ 児童生徒の健康観察の仕方 321（56.3） 234（41.1） 15（ 2.6） 155（55.4） 112（40.0） 13（ 4.6） 68（52.3） 54（41.5） 8（ 6.2）0.269
 調整済み残差 －2.0

２ 児童生徒のけがへの応急手当 363（63.7） 199（34.9） 8（ 1.4） 189（66.3） 92（32.3） 4（ 1.4） 72（55.0） 53（40.5） 6（ 4.6）0.059
 調整済み残差 －2.1 2.5

３ 児童生徒の熱中症への対応 347（60.8） 211（37.0） 13（ 2.3） 186（65.0） 94（32.4） 6（ 2.1） 79（60.3） 46（35.1） 6（ 4.6）0.404
 調整済み残差

４ 心肺蘇生法（AEDの使い方を含む） 213（37.3） 310（54.3） 48（ 8.4） 126（44.2） 133（46.7） 26（ 9.1） 58（44.3） 63（48.1） 10（ 7.6）0.232
 調整済み残差 －2.2 2.2

５ 児童生徒のアレルギー疾患への対応 358（62.7） 190（33.3） 23（ 4.0） 165（58.3） 103（36.4） 15（ 5.3） 64（48.9） 63（48.1） 4（ 3.1）0.027
 調整済み残差 2.3 －2.2 －2.7 3.1

６ 児童生徒のアナフィラキシー時のエピペンの使い方 252（44.1） 268（46.9） 52（ 9.1） 141（49.5） 118（41.4） 26（ 9.1） 60（45.8） 56（42.7） 15（11.5）0.501
 調整済み残差

７ 児童生徒の過呼吸への対応 249（43.6） 265（46.4） 57（10.0） 173（60.5） 100（35.0） 13（ 4.5） 72（55.0） 56（42.7） 3（ 2.3）0.001
 調整済み残差 －4.7 2.8 3.6 4.2 －3.1 －2.2 －2.4

８ 児童生徒の起立性調節障害への対応 195（32.4） 258（45.2） 118（20.7） 137（48.1） 110（38.6） 38（13.3） 49（37.7） 57（43.8） 24（18.5）0.002
 調整済み残差 －3.4 2.3 3.9 －2.6

９ 児童生徒の摂食障害への対応 146（25.6） 313（54.8） 112（19.6） 102（35.7） 139（48.6） 45（15.7） 53（40.5） 56（42.7） 22（16.8）0.002
 調整済み残差 －3.9 2.5 2.3 2.7 －2.1

10 児童生徒の感染症への対応 322（56.4） 233（40.8） 16（ 2.8） 149（52.1） 120（42.0） 17（ 5.9） 63（48.1） 58（44.3） 10（ 7.6）0.037
 調整済み残差 －2.8 2.0

11 児童生徒の慢性疾患への対応 170（30.0） 316（55.7） 81（14.3） 93（32.5） 153（53.5） 40（14.0） 33（25.2） 75（57.3） 23（17.6）0.589
 調整済み残差

12 児童生徒の心のケア 472（82.2） 98（17.1） 4（ 0.7） 244（85.0） 40（13.9） 3（ 1.0） 107（81.7） 22（16.8） 2（ 1.5）0.579
 調整済み残差

13 健康診断における教員の役割 165（28.9） 363（63.7） 42（ 7.4） 94（33.1） 168（59.2） 22（ 7.7） 26（20.0） 87（66.9） 17（13.1）0.031
 調整済み残差 －2.4 2.2

14 児童生徒の発達障害への対応 503（87.8） 64（11.2） 6（ 1.0） 248（86.4） 34（11.8） 5（ 1.7） 108（82.4） 21（16.0） 2（ 1.5）0.460
 調整済み残差 －1.5 1.5

15 教室の環境衛生 350（61.4） 205（36.0） 15（ 2.6） 147（52.1） 116（41.1） 19（ 6.7） 58（44.6） 58（44.6） 14（10.8）0.001
 調整済み残差 3.6 －2.0 －3.9 －2.9 3.3

16 自然災害で被災した際の対応 232（40.7） 236（41.4） 102（17.9） 116（40.6） 115（40.2） 55（19.2） 55（42.0） 54（41.2） 22（16.8）0.979
 調整済み残差

17 自然災害の防災の対応 270（47.2） 232（40.6） 70（12.2） 144（50.3） 97（33.9） 45（15.7） 63（48.1） 47（35.9） 21（16.0）0.271
 調整済み残差

18 保護者との連携（保健面） 372（65.1） 190（33.3） 9（ 1.6） 183（64.0） 96（33.6） 7（ 2.4） 76（57.6） 53（40.2） 3（ 2.3）0.456
 調整済み残差

19 保護者との連携（安全面） 361（63.2） 197（34.5） 13（ 2.3） 172（59.9） 102（35.5） 13（ 4.5） 72（54.5） 54（40.9） 6（ 4.5）0.144
 調整済み残差 －2.0

20 教員同士の連携（保健面） 322（56.5） 234（41.1） 14（ 2.5） 163（57.0） 107（37.4） 16（ 5.6） 72（54.5） 57（43.2） 3（ 2.3）0.158
 調整済み残差 2.5

21 教員同士の連携（安全面） 323（56.8） 234（41.1） 12（ 2.1） 167（58.6） 105（36.8） 13（ 4.6） 76（57.6） 53（40.2） 3（ 2.3）0.296
 調整済み残差 2.1

22 養護教諭と教員の連携（保健面） 325（57.2） 236（41.5） 7（ 1.2） 167（58.4） 115（40.2） 4（ 1.4） 64（49.2） 64（49.2） 2（ 1.5）0.445
 調整済み残差

23 養護教諭と教員の連携（安全面） 302（53.4） 256（45.2） 8（ 1.4） 161（56.3） 121（42.3） 4（ 1.4） 58（44.6） 68（52.3） 4（ 3.1）0.162
 調整済み残差 －2.1

24 学校長と教員の連携（保健面） 262（50.3） 234（44.9） 25（ 4.8） 122（47.3） 127（49.2） 9（ 3.5） 57（48.7） 54（46.2） 6（ 5.1）0.762
 調整済み残差

25 学校長と教員の連携（安全面） 276（52.8） 223（42.6） 24（ 4.6） 132（51.2） 117（45.3） 9（ 3.5） 57（48.7） 55（47.0） 5（ 4.3）0.852
 調整済み残差

26 教員とその他の教職員の連携（保健面） 270（47.7） 253（44.7） 43（ 7.6） 141（49.8） 120（42.4） 22（ 7.8） 64（49.2） 55（42.3） 11（ 8.5）0.958
 調整済み残差

27 教員とその他の教職員の連携（安全面） 278（49.1） 245（43.3） 43（ 7.6） 145（51.2） 116（41.0） 22（ 7.8） 64（49.2） 54（41.5） 12（ 9.2）0.926
 調整済み残差

P値は，χ2検定による学校種×質問項目の値　　調整済み残差は５％水準で有意
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表４　学校種別・経験年数別にみた「対応場面での課題あり」と回答した校長の割合
（n（％））

番号 質問項目 小学校
P

中学校
P

高等学校
P１年未満 １-５年未満 ５年以上 １年未満 1-５年未満 ５年以上 １年未満 1-５年未満 ５年以上

１ 児童生徒の健康観察の仕方 48（44.0）165（56.9）107（62.9）0.016 25（61.0） 76（52.1） 54（58.1）0.822 9（40.9） 37（55.2） 22（53.7）0.369
 調整済み残差 －2.9

２ 児童生徒のけがへの応急手当 66（60.6）180（62.3）116（67.8）0.158 28（68.3）100（66.2） 61（65.6）0.296 12（54.5） 39（57.4） 21（51.2）0.841
 調整済み残差

３ 児童生徒の熱中症への対応 62（56.9）175（60.6）109（63.4）0.405 28（68.3）101（66.0） 57（62.0）0.084 11（50.5） 44（64.7） 24（58.5）0.597
 調整済み残差

４ 心肺蘇生法（AEDの使い方を含む） 39（35.8）104（36.0） 70（40.7）0.829 22（53.7） 73（48.3） 31（33.3）0.121 8（36.4） 35（51.5） 15（36.6）0.412
 調整済み残差 －2.6

５ 児童生徒のアレルギー疾患への対応 60（55.0）179（62.2）118（68.2）0.260 26（63.4） 89（59.7） 50（53.8）0.759 9（40.9） 38（55.9） 17（41.5）0.548
 調整済み残差

６ 児童生徒のアナフィラキシー時のエピペンの使い方 39（35.8）122（42.2） 91（52.6）0.030 25（61.0） 75（49.7） 41（44.1）0.416 6（27.3） 37（54.4） 17（41.5）0.108
 調整済み残差 －2.0 2.7 2.1

７ 児童生徒の過呼吸への対応 41（37.6）125（43.3） 83（48.3）0.411 25（61.0） 94（61.8） 54（58.1）0.131 8（36.4） 41（60.3） 23（56.1）0.262
 調整済み残差

８ 児童生徒の起立性調節障害への対応 29（25.6）102（35.3） 64（37.2）0.403 20（48.8） 73（48.3） 44（47.3）0.683 8（36.4） 27（40.3） 14（34.1）0.336
 調整済み残差

９ 児童生徒の摂食障害への対応 22（20.2） 70（24.2） 54（31.4）0.278 16（39.0） 54（35.5） 32（34.4）0.934 9（40.9） 32（47.1） 12（29.3）0.279
 調整済み残差 2.1

10 児童生徒の感染症への対応 55（50.5）159（55.2）107（61.8）0.414 24（58.5） 86（56.6） 39（41.9）0.176 8（36.4） 37（54.4） 18（43.9）0.246
 調整済み残差 －2.4

11 児童生徒の慢性疾患への対応 25（22.9） 91（31.6） 54（32.0）0.169 13（31.7） 53（34.9） 27（29.0）0.574 4（18.2） 18（26.5） 11（26.3）0.538
 調整済み残差

12 児童生徒の心のケア 85（78.0）239（82.1）147（85.0）0.370 37（90.2）130（85.0） 77（83.8）0.637 17（77.3） 59（86.8） 31（75.6）0.303
 調整済み残差

13 健康診断における教員の役割 24（22.0） 81（28.1） 60（34.9）0.123 15（36.6） 55（36.7） 24（25.8）0.122 2（ 9.1） 16（23.9） 8（19.5）0.337
 調整済み残差 2.0

14 児童生徒の発達障害への対応 88（80.7）258（89.0）156（90.2）0.090 38（92.7）133（86.9） 77（82.8）0.361 17（77.3） 57（82.6） 34（85.0）0.806
 調整済み残差 －2.5

15 教室の環境衛生 60（55.0）178（61.4）111（65.3）0.447 19（46.3） 83（55.7） 45（48.9）0.767 6（27.3） 31（45.6） 21（52.5）0.064
 調整済み残差

16 自然災害で被災した際の対応 41（37.6）122（42.4） 69（40.1）0.485 18（43.9） 66（43.2） 32（34.4）0.678 4（18.2） 38（55.9） 13（31.7）0.001
 調整済み残差 －2.5 3.3

17 自然災害の防災の対応 54（49.5）133（46.0） 82（47.4）0.397 21（51.2） 77（50.7） 46（49.5）0.977 8（36.4） 38（55.9） 17（41.5）0.119
 調整済み残差

18 保護者との連携（保健面） 59（54.1）191（33.1）121（70.8）0.031 28（68.3） 95（62.1） 60（65.2）0.874 11（50.0） 42（60.9） 23（56.1）0.181
 調整済み残差 －2.7

19 保護者との連携（安全面） 54（49.5）188（65.1）118（68.6）0.012 24（58.5） 93（60.8） 55（59.1）0.844 11（50.0） 39（56.5） 22（53.7）0.988
 調整済み残差 －3.3

20 教員同士の連携（保健面） 51（46.8）170（59.0）101（58.7）0.033 22（53.7） 86（56.6） 55（59.1）0.356 10（45.5） 37（53.6） 25（61.0）0.625
 調整済み残差 －2.3

21 教員同士の連携（安全面） 56（51.4）169（58.9） 98（57.0）0.560 22（53.7） 89（58.9） 56（60.2）0.463 11（50.0） 39（56.5） 26（63.4）0.735
 調整済み残差

22 養護教諭と教員の連携（保健面） 52（48.6）166（57.6）106（61.6）0.155 23（56.1） 88（57.9） 56（60.2）0.851 8（36.4） 35（52.2） 21（51.2）0.633
 調整済み残差 －2.0

23 養護教諭と教員の連携（安全面） 47（44.3）157（54.5） 97（56.7）0.348 20（48.8） 86（56.6） 55（59.1）0.634 7（31.8） 32（47.8） 19（46.3）0.482
 調整済み残差 －2.0

24 学校長と教員の連携（保健面） 40（43.0）136（50.7） 85（53.5）0.220 15（38.5） 64（45.7） 43（54.4）0.209 6（30.0） 32（54.2） 19（50.0）0.439
 調整済み残差

25 学校長と教員の連携（安全面） 43（45.7）141（52.4） 91（57.2）0.351 18（46.2） 66（47.1） 48（60.8）0.155 6（30.0） 32（54.2） 19（50.0）0.444
 調整済み残差 2.0

26 教員とその他の教職員の連携（保健面） 45（41.7）131（45.6） 93（54.7）0.223 19（46.3） 81（53.6） 41（45.1）0.313 7（31.8） 34（50.7） 23（56.1）0.446
 調整済み残差 2.2

27 教員とその他の教職員の連携（安全面） 48（44.4）134（46.7） 95（55.9）0.237 18（43.9） 85（56.3） 42（46.2）0.175 7（31.8） 35（52.2） 22（53.7）0.455
 調整済み残差 2.1

P値は，各学校種ごとに経験年数×各質問項目についてχ2検定を実施した値　　調整済み残差は５％水準で有意
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表５　学校種別にみた「養成段階での必要性」の回答割合
（n（％））

番号 質問項目
小学校 中学校 高等学校

Pある ややある あまりない ない ある ややある あまりない ない ある ややある あまりない ない

１ 児童生徒の健康観察の仕方 342（60.7）150（26.6） 60（10.7） 11（2.0） 183（65.4） 73（26.1） 21（ 7.5） 3（1.1） 81（62.3） 35（26.9） 9（ 6.9） 5（3.8） 0.315
 調整済み残差

２ 児童生徒のけがへの応急手当 409（71.9） 126（22.1） 29（ 5.1） 5（0.9） 206（72.0） 66（23.1） 14（ 4.9） 0（0.0） 78（59.5） 36（27.5） 14（10.7） 3（2.3） 0.015
 調整済み残差 －2.9 2.6 2.0

３ 児童生徒の熱中症への対応 466（81.6） 84（14.7） 19（ 3.3） 2（0.4） 246（86.0） 35（12.2） 5（ 1.7） 0（0.0） 103（78.0） 25（18.9） 3（ 2.3） 1（0.8） 0.262
 調整済み残差

４ 心肺蘇生法（AEDの使い方を含む） 460（80.7） 89（15.6） 15（ 2.6） 6（1.1） 245（85.4） 36（12.5） 6（ 2.1） 0（0.0） 108（81.8） 17（12.9） 6（ 4.5） 1（0.8） 0.294
 調整済み残差

５ 児童生徒のアレルギー疾患への対応 489（85.6） 69（12.1） 12（ 2.1） 1（0.2） 244（85.0） 39（13.6） 4（ 1.4） 0（0.0） 88（66.7） 33（25.0） 7（ 5.3） 4（3.0） 0.001
 調整済み残差 2.6 －2.3 －5.3 3.8 2.4 4.4

６ 児童生徒のアナフィラキシー時のエピペンの使い方 444（77.9） 95（16.7） 28（ 4.9） 3（0.5） 238（82.9） 44（15.3） 5（ 1.7） 0（0.0） 90（68.7） 31（23.7） 7（ 5.3） 3（2.3） 0.004
 調整済み残差 2.3 －2.4 －2.8 2.1 2.7

７ 児童生徒の過呼吸への対応 303（53.5）208（36.7） 51（ 9.0） 4（0.7） 197（68.4） 77（26.7） 14（ 4.9） 0（0.0） 71（54.2） 47（35.9） 8（ 6.1） 5（3.8） 0.001
 調整済み残差 －3.3 2.3 2.2 4.3 －3.0 －2.0 3.8

８ 児童生徒の起立性調節障害への対応 243（43.2） 215（38.2） 97（17.2） 8（1.4） 138（48.1）109（38.0） 38（13.2） 2（0.7） 42（33.1） 59（46.5） 19（15.0） 7（5.5） 0.005
 調整済み残差 －2.5 3.5

９ 児童生徒の摂食障害への対応 210（37.2）238（42.1） 108（19.1） 9（1.6） 120（42.0） 119（41.6） 44（15.4） 3（1.0） 45（34.6） 57（43.8） 22（16.9） 6（4.6） 0.182
 調整済み残差 2.5

10 児童生徒の感染症への対応 386（67.6）142（24.9） 41（ 7.2） 2（0.4） 181（62.8） 84（29.2） 21（ 7.3） 2（0.7） 66（50.4） 45（34.4） 15（11.5） 5（3.8） 0.001
 調整済み残差 2.8 －2.1 －3.5 3.8

11
児童生徒の慢性疾患への対応 213（37.6） 219（38.6）127（22.4） 8（1.4） 101（35.6）127（44.7） 52（18.3） 4（1.4） 32（24.8） 54（41.9） 32（24.8） 11（8.5） 0.001
 調整済み残差 －2.3 －2.7 5.0

12 児童生徒の心のケア 529（91.7） 46（ 8.0） 2（ 0.3） 0（0.0） 259（89.6） 28（ 9.7） 2（ 0.7） 0（0.0） 113（85.6） 16（12.1） 2（ 1.5） 1（0.8） 0.084
 調整済み残差 2.6

13
健康診断における教員の役割 212（37.7）202（35.9） 124（22.1） 24（4.3） 113（39.8） 99（34.9） 67（23.6） 5（1.8） 34（26.0） 40（30.5） 44（33.6） 13（9.9） 0.001
 調整済み残差 －2.5 －2.8 2.7 3.4

14 児童生徒の発達障害への対応 535（93.0） 34（ 5.9） 5（ 0.9） 1（0.2） 266（92.0） 22（ 7.6） 1（ 0.3） 0（0.0） 108（81.8） 19（14.4） 2（ 1.5） 3（2.3） 0.001
 調整済み残差 2.3 －2.3 －4.1 3.2 3.6

15 教室の環境衛生 288（50.7）206（36.3） 65（11.4） 9（1.6） 137（47.9） 112（39.2） 35（12.2） 2（0.7） 43（33.3） 53（41.1） 24（18.6） 9（7.0） 0.001
 調整済み残差 2.3 －3.5 2.2 4.3

16 自然災害で被災した際の対応 300（52.7）188（33.0） 74（13.0） 7（1.2） 152（53.0） 110（38.3） 22（ 7.7） 3（1.0） 64（49.2） 42（32.3） 19（14.6） 5（3.8） 0.044
 調整済み残差 －2.5 2.3

17 自然災害の防災の対応 316（55.4） 182（31.9） 66（11.6） 6（1.1） 160（55.9） 109（38.1） 16（ 5.6） 1（0.3） 68（52.3） 43（33.1） 15（11.5） 4（3.1） 0.013
 調整済み残差 －2.9 2.3

18 保護者との連携（保健面） 355（62.1）160（28.0） 50（ 8.7） 7（1.2） 184（64.1） 80（27.9） 21（ 7.3） 2（0.7） 64（48.5） 46（34.8） 17（12.9） 5（3.8） 0.022
 調整済み残差 －3.1 2.5

19 保護者との連携（安全面） 344（60.2）165（28.9） 53（ 9.3） 9（1.6） 165（57.7） 95（33.2） 24（ 8.4） 2（0.7） 58（43.9） 51（38.6） 18（13.6） 5（3.8） 0.010
 調整済み残差 2.2 －2.0 －3.3 2.1

20 教員同士の連携（保健面） 284（49.8）186（32.6） 89（15.6） 11（1.9） 151（52.8） 99（34.6） 32（11.2） 4（1.4） 54（40.9） 47（35.6） 22（16.7） 9（6.8） 0.014
 調整済み残差 －2.1 3.5

21 教員同士の連携（安全面） 296（52.0）185（32.5） 76（13.4） 12（2.1） 152（53.5） 98（34.5） 30（10.6） 4（1.4） 53（40.2） 49（37.1） 21（15.9） 9（6.8） 0.014
 調整済み残差 －2.6 3.4

22 養護教諭と教員の連携（保健面） 318（55.8）185（32.5） 59（10.4） 8（1.4） 176（61.3） 84（29.3） 23（ 8.0） 4（1.4） 67（51.1） 43（32.8） 15（11.5） 6（4.6） 0.149
 調整済み残差 2.5

23 養護教諭と教員の連携（安全面） 302（53.2）193（34.0） 65（11.4） 8（1.4） 164（57.1） 92（32.1） 27（ 9.4） 4（1.4） 59（45.0） 48（36.6） 17（13.0） 7（5.3） 0.068
 調整済み残差 －2.0 3.1

24 学校長と教員の連携（保健面） 253（46.3）180（33.0） 94（17.2） 19（3.5） 123（44.7）103（37.5） 44（16.0） 5（1.8） 37（30.1） 52（42.3） 25（20.3） 9（7.3） 0.008
 調整済み残差 －3.3 2.5

25 学校長と教員の連携（安全面） 257（47.0）179（32.7） 93（17.0） 18（3.3） 128（46.7）100（36.5） 41（15.0） 5（1.8） 40（32.5） 49（39.8） 25（20.3） 9（7.3） 0.015
 調整済み残差 －3.0 2.6

26
教員とその他の教職員の連携（保健面）237（42.2）210（37.4） 91（16.2） 24（4.3） 122（43.3）109（38.7） 49（17.4） 2（0.7） 41（31.8） 55（42.6） 22（17.1） 11（8.5） 0.002
 調整済み残差 －3.2 －2.3 3.0

27
教員とその他の教職員の連携（安全面）243（43.3）203（36.2） 91（16.2） 24（4.3） 121（43.1）109（38.8） 49（17.4） 2（0.7） 39（30.2） 57（44.2） 22（17.1） 11（8.5） 0.001
 調整済み残差 －3.2 －2.8 3.0

P値は，χ2検定による学校種×各項目のP　　調整済み残差は５％水準で有意
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とする教職員の専門性向上に関わる研修機会が増加し，
かれらの意識が高まっていることも発達障害への対応が
上位に挙げられた一つの要因であると推測される．この
ように社会的な状況からみても教員に対応が求められる
とともに，教職員や校長からみても苦慮経験が多く，研
修等により教員の意識が向上していることを背景として，
校長は発達障害への対応について，教員の児童生徒への
対応場面で課題を感じていると推測された．教員養成に
関連した特別支援教育上の動向としては，2017年の教育
職員免許法の改正に伴って，2019年度より教員免許状取
得予定者は，特別の支援を必要とする幼児，児童及び生
徒に対する理解について，１単位以上必修として学修す
るようになった．今後，養成される教員には，現在より
も特別な支援を要する児童生徒への理解が深まることが
期待されるものの，１単位程度の学修が教育現場での支
援を要する児童生徒の指導状況をどの程度改善させるか
については，今後の状況を見守る必要がある．
　また，児童生徒の心のケアに関しても，災害や事件・
事故に伴う児童生徒の心のケアの必要性18）や教育現場に
おける児童生徒の心の健康課題への対応の必要性と課
題19）20）が明らかにされている．特に，教育現場から専門
機関と連携する難しさについて指摘されており，早期に
児童生徒の精神の不調に気づき，専門機関につなぐ教員
等の行動が症状を重症化させず，回復に結びつけるため
に必要なプロセスとなる．加えて，「こころの病気につ
いては，一般社会においても，未だその理解や啓発は行
き渡っていない状況にある．また疾病そのものも診断が
確定しにくく，家庭においても学校においても病気を抱
えている児童生徒がいることに気付かれていない場合も
多い．時には疾病や病像の特性が病気として理解される
こと自体が難しく，教員による指導・支援のノウハウ等
を確立することは極めて困難な状況にある」21）と言われ
ている．家庭や教員間の協力を得るのが難しいこと，学
校全体での対応が求められること，不登校や服薬しなが
らの保健室登校など問題が顕在化しやすいこと，心のケ
アは長期にわたること，なによりも児童生徒の個々の心
の状況や環境に応じて対応する必要があるために支援の
方法もさまざまである22）という点である．このような心
のケアに関連して，まずは児童生徒にとって身近な存在
である教員が児童生徒の精神不調により早く気付き，援
助を行いやすいという視点から，教員のメンタルヘルス
リテラシー向上を試みたプログラムが開発されつつあ
る23）．加えて，社会的な動向として，高等学校保健体育
科科目保健に精神疾患が位置付けられた点24）なども含め
て，今後，より多くの教員に児童生徒の心の健康課題へ
の理解が必要になると考えられる．発達障害への対応と
同様に，教員からみても課題が多く，社会的な動向から
も教員に対応が必要とされる児童生徒の心のケアである
が，これらの状況を背景にしながら，校長の視点から児
童生徒への対応場面で課題感がある状況が推測された．

そのような観点から今後，教員には，養護教諭や学校カ
ウンセラーとの連携の在り方も含めて教員養成段階での
学びの機会が必要になると言えよう．
２）教員調査と回答傾向に違いが認められる項目
　単純には比較できないものの植田らの教員の児童生徒
の保健・安全の対応場面における苦慮経験の割合7）と，
今回の調査における「対応場面での課題感」があると回
答した者の割合を比較すると，校長調査で全体的に高い
値を示す傾向がみられた．
　校長経験が１年未満でも「対応場面での課題感」を感
じた経験があると回答する状況を鑑みても，管理職とし
て教員の児童生徒への対応場面に課題を感じた経験「対
応場面での課題感」があると考えている様子が推測され
る．加えて，経験年数が長いほど「対応場面での課題感」
があると回答する割合が高くなる傾向が認められるため，
児童生徒の保健・安全への教員の対応場面での課題を感
じる機会が継続的に存在することが推測される．
　特に，健康観察の仕方の課題に着目すると，植田らの
研究では小学校教員の約20％程度が苦慮経験ありと回答
しているのに対して，今回の調査では60％の小学校校長
が「対応場面での課題感」があると回答していた．教員
は健康観察に困難を感じていない状況ではあるが，校長
は教員の健康観察の仕方に課題を感じている状況である
と理解できる．この状況は，仮に教職員の１名でも対応
に課題があれば，校長による課題経験として認識されて
しまうという側面もあるかもしれないが，一方で，校長
の視点から教員の健康観察を児童生徒への指導上，より
重要視しており，教員の対応に課題があると認識してい
るとも理解できる．健康観察について沢田らは，小学校
教員は朝の健康観察の実施率は高いものの１日を通じて
健康観察をしていない傾向や特別支援学校の教員がきめ
細かく健康観察を実施し，その後の指導に活用している
状況を報告している25）26）．すなわち，形式的には朝の健
康観察を実施してはいるものの，それが児童生徒の指導
や学習指導に活かされているとは言い難い状況やその一
方で，支援が必要な児童生徒への健康観察がかれらの健
康問題の早期発見や個別の保健指導につながる可能性を
示唆しているのである．本研究においては，特別支援学
校を対象に入れず調査を実施しているものの，保護者か
らの連絡帳による児童生徒の健康情報の提出に加え，教
員によるきめ細やかな健康観察を実施している特別支援
学校の健康観察は，児童生徒の健康状態を丁寧に把握す
るためのひとつの方法として参考になる．そして，健康
観察は，その効果的な実施により教員が児童生徒を把握
し，学習活動中における事故防止，児童生徒の生活習慣，
学習活動そのものの改善につながる可能性がある．校長
の役割のひとつとして，「学校保健活動の充実と円滑な
運営のため，「チームとしての学校」のリーダーとして
校長や副校長・教頭等の管理職の果たす役割は重要であ
り，保健管理及び保健教育が適切に行われるよう，保健
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主事をはじめとする教職員の役割やその責務を明確にす
るとともに関係者の指導，監督を行う27）」とされている．
校長が学校マネジメントや児童生徒の保健・安全への初
期対応という視点から健康観察をより重要視しているた
め，健康観察における課題感が教員より校長が高くなっ
たと推測される．
　健康観察の他にも校長と教員での回答傾向の差異が認
められる傾向にある項目としては，教室の環境衛生（小
学校教員30％に対し，小学校長60％）などがあり，俯瞰
的かつ指導的な視点で教職員を観察している校長である
からこそ，教員が自覚していない行動が注視されるとも
考えられる．ただし，この傾向の解釈については，校長
にインタビュー調査を実施するなど，より詳細に検討す
る必要性もあり，今後の検討事項としたい．
３）その他の「対応場面での課題感」がある項目
　その他の「対応場面での課題感」がある項目としては，
保護者との連携，教員同士の連携，養護教諭との連携が
上位に位置づけられる傾向が認められた．物部らは，教
員の保健・安全に関連する行動について養護教諭を対象
にインタビュー調査した結果，保健・安全に関心の高い
教員は，養護教諭と協働的に課題が解決できたり，保護
者の目線で事象を解釈したりする行動が抽出されたと報
告している7）．児童生徒の保健・安全への教員の対応場
面での課題に限らず，学校における諸問題の解決にあ
たっては，他職種等との協働的な取り組みが重要視され
ており3），そのような観点からも保護者，教員，養護教
諭との連携が上位に位置づけられたものと考えられる．
ただし，今回の調査では，自然災害で被災した際の対応
等のような校長としての経験が少ないと考えられる項目
や児童生徒の起立性調節障害，摂食障害への対応等，主
として養護教諭等の専門職が対応するような項目は，わ
からないと回答する傾向が認められた．このように必ず
しも校長が教員の児童生徒への保健・安全の対応場面の
すべてを把握していない状況も確認された．これに関し
て，校長の職務は，いわゆるトップ・マネジメントであ
り，養護教諭の職務としてのロワー・マネジメント，保
健主事の職務としてのミドル・マネジメントと異なり，
児童の保健・安全での対応場面の実務をすべて把握でき
るとは限らない．今後，養護教諭や保健主事の視点から
も調査を実施し，多面的に状況を分析する必要があろう．
２．教員養成段階での学修の必要性
１）校長が「養成段階での必要性」があるとする項目
　「養成段階での必要性」がある項目は，発達障害への
対応，心のケアをはじめ，アレルギー疾患への対応，熱
中症への対応という，校長として「対応場面での課題感」
があると回答する項目が上位に示された．さらに心肺蘇
生法（AEDの使用を含む）やエピペンⓇの使い方という
緊急性の高い項目も上位に位置づけられた．この傾向も，
植田らの教員を対象にした研究と同様な傾向であった．
　発達障害への対応，心のケアについては，対応場面で

の課題感の高い項目でもあるために，「養成段階での必
要性」があると回答したと考えられる．また，アレルギー
疾患のある児童生徒への対応は，アナフィラキシー
ショックによる死亡事故に繋がるために，学校における
危機管理上きわめて重要であるとともに，初任の４月の
着任時から教員への対応が求められる事項である．それ
ゆえ，OJT（On-the-Job Training）でも対応できない
ために「養成段階での必要性」が高かったと推測できる．
熱中症への対応，心肺蘇生法（AEDの使用を含む），エ
ピペンⓇの使い方についても同様の理由で「養成段階で
の必要性」があると回答したと推測される．西川は，危
機管理対応に関連する現状の把握と正確な情報収集，外
部機関との連携に基づく的確な判断・指示，迅速な対応
などを円滑に進める上での校長のリーダーシップの要件
を①教職員と信頼関係を構築できるリーダー，②最悪の
事態を想定できるリーダー，③迅速性，的確性，冷静さ
を備えたリーダー，④情報を公開し真摯に対応できる
リーダーとした28）．先述の上位にあげられる項目は，危
機管理対応における②から④の事項と関連するため，重
大なリスクをもたらす可能性があるという観点から，教
員養成段階から学んでおく必要があると回答した可能性
がある．
２）学校種による回答傾向の差異
　小学校および中学校では教員養成段階で学んでおく必
要があると50％以上回答している質問項目が６割以上存
在しており，少なくとも小学校および中学校では，これ
らの項目に関連した保健・安全に関する学びを教員養成
段階で得ておく必要があると校長は考えていることが明
らかにされた．その一方で，高等学校長の回答は，小・
中学校長と比較して，「養成段階での必要性」があると
回答する割合が全般的に低い値を示した．特に，児童生
徒の健康観察の仕方，児童生徒の熱中症への対応，心肺
蘇生法（AEDの使い方を含む）を除くすべての項目で
養成段階での学修の必要性がないと回答する傾向が認め
られた．例えば，田部は，高校における特別支援教育の
動向と課題を明らかにするなかで，小・中学校と比較し
て高等学校における支援体制構築の遅れを指摘するとと
もに，特別支援の一つのあり方として，「対象を特別な
配慮・支援を必要とする生徒に限定せず，すべての生徒
への「学習と発達の権利保障」（障害の有無にかかわらず，
特別な配慮・支援を要する生徒を含むすべての生徒に
とって望ましい学びができるようにデザインされた教
育）のあり方を探り，その構築を図ることが課題であ
る29）」と述べている．この事象については，「養成段階
での必要性」がないとされた「慢性疾患」「アレルギー
疾患」「教室への環境衛生」などの他の項目についても
同様なことが言える．すなわち，たとえ，高等学校であっ
ても，より個別の支援を必要とする生徒が多く在籍する
学校で勤務する教員には，小学校，中学校と同様にきめ
の細かい指導や支援をする必要がある．また，すべての
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生徒への「学習と発達の権利保障」は，新任教員であっ
ても考慮すべき事項であることを考えると教員養成段階
において学ぶ必要性があるのではないだろうか．
３．本研究の限界と今後の課題
　本研究は，校長からみた教員の児童生徒への保健・安
全の対応課題や教員養成段階で学んでおく必要性の回答
割合について分析したものであり，必ずしも保健や安全
の視点をもつ校長からの回答が得られているとは言えな
い．また，校長を通して，教員の児童生徒への対応場面
での課題について明らかにするという調査の性質上，校
長の視点を経由した間接的な調査になっていること，調
査内容において研究目的とする内容を直接的に問う質問
となっていること，調査項目にさまざまなレベルの内容
が混在していること，回答の理由を把握する項目がない
ことなどについての課題があり，本研究の限界である．
この点については，今後の課題としたい．
　今後は，養護教諭や保健主事，スクールカウンセラー
等，学校保健を取り巻く様々な教職員への調査を行い教
員養成段階で学んでおく必要のある保健・安全の内容に
ついて精査したい．

Ⅴ．結　　語

　校長を対象にした調査においても教員を対象に苦慮経
験を調査した研究と同様な傾向であり，児童生徒の発達
障害への対応や心のケアが学校種や職種を問わず学校に
おける保健・安全上の問題となっている状況が推測でき
た．そして，これらの項目に緊急性の高い項目を加えた
内容を，校長は教員養成段階で学んでおく必要があると
考えている状況が確認された．以上のような校長からみ
た教員の児童生徒への保健・安全の対応課題や教員養成
段階で学んでおく必要性への回答も参考に，養護教諭な
どの調査なども実施し，教員養成段階で学んでおく必要
のある保健・安全の内容について精査する必要がある．

　本研究は，本研究はJSPS科研費JP18K02697の助成を
受けたものです．
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Ⅰ�．史実は実態を現しているのか�
� ―「養護訓導の誕生」の語られ方―

　「養護訓導はいつ誕生したか」と問われれば，「1941（昭
和16）年に誕生した」と答えるのが常ではないか．学校
看護婦から教育職員である養護訓導への転換は，戦後の
養護教諭へ連なる歴史的エポックとされる．しかし，本
当に1941（昭和16）年に養護訓導は誕生したのであろうか．
　1941（昭和16）年の誕生の根拠とされるのは，国民学
校令第15条「国民学校ニハ教頭，養護訓導及准訓導ヲ置
クコトヲ得」と定められたことによる．このことは，杉
浦守邦『養護教員の歴史』（東山書房）1）や近藤真庸『養
護教諭成立史の研究』（大修館書店）2）をはじめとして，
学校保健や養護概説などのテキストでも必ずといってい
いほど取り上げられている．しかし，杉浦，近藤が示し
た内容は，「養護訓導制度

4 4

の成立3）」であって「養護訓
導の誕生」ではない．
　では，「養護訓導」はいつ誕生したのか．これを明確
にした研究はあったのだろうか．もしかすると，私たちは，
「養護訓導制度の成立」をもって「養護訓導の誕生」と
理解してきたのではないか．この点について，実践史と
社会史の各側面から「養護訓導の誕生」を考えてみたい．

Ⅱ�．実践の中で誕生した養護訓導�
―制度的現実（ライセンス）における誕生か，具
体的現実（アクチュアル）における誕生か―

１．「誕生」を問う意味の喪失
　国民学校令は1941（昭和16）年３月に公布された．そ
の翌月の４月に「養護訓導が全国の各学校に一斉に配置
された」ことをもって「養護訓導が誕生した」と考える
には無理がある．それは，一夜にして，学校看護婦免許

を養護訓導免許状に読み替えないかぎりは不可能である．
このことは，杉浦も近藤も自覚的であるからこそ「養護
訓導制度の成立」として史実を叙述したのだろう．実際
にほとんどの学校では養護訓導を置くことはなかった．
1941（昭和16）年４月段階での養護訓導配置の詳細は，
実はよくわかっていなかったのである．
　これ以降，三井登の論考4）や拙稿『雑誌「養護」の時
代と世界―学校の中で学校看護婦はどう生きたか』（大
空社）5）における設置率の検討まで，積極的に「養護訓
導の誕生」は研究テーマとして取り上げられていない．
エポックメイキングとされる重要な事項であるにもかか
わらず，なぜ，この問いが取り残されてきたのだろうか．
史料が存在せず，明らかにすることができなかったから
だろうか．いや，新史料を発掘する動機も含め，この問
いを探求する現代的意味が見出されなかったからではな
いか．つまり，「養護訓導制度の成立」をもって「養護
訓導の誕生」とみることで史実としては十分だったので
ある．
　しかし，実践史の視点は，なぜ今，あらためて「養護
訓導の誕生」が問われなければいけないのかという根源
的なテーマへと私たちを連れ戻す．「いつどのように誕
生したのか」，そして，「何を持って誕生とするのか」の
問いがもつ意味の再検討である．
２．葛西タカへの注目
　ここで，青森師範学校附属国民学校養護訓導であった
葛西タカ6）の実践を通して実践史から「養護訓導の誕生」
を位置づけてみたい．
　葛西は，学校看護婦から養護訓導への職制変化のただ
中を駆け抜けた代表的な人物である．葛西の学校看護婦
としての経験，そして養護訓導として歩んだ軌跡は，
1943（昭和18）年に刊行された実践記録『養護室記録』

■連載　学校保健における原理・歴史のメソドロジー
Methodology of Principles and History of School Health Study

第６回（最終回）実践史・社会史：実践者のあゆみを跡づける
七木田　文　彦＊1，竹　下　智　美＊2

＊1埼玉大学教育学部
＊2茨城大学教育学部

Social History，Document of Educational Practice and Historical Study 
：What is Work to Trace the History of Practitioner ?

Fumihiko Nanakida＊1　Tomomi Takeshita＊2

＊1Faculty of Education, Department of School Health, Saitama University
＊2Faculty of Education, Department of School Health, Ibaraki University

Key words：yogo kundo，Taka Kasai，caring，actuality，paradigm shift
 養護訓導，葛西タカ，ケアリング，アクチュアリティ，パラダイムの転換
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（長崎書店）7）に記されている．同書は，当時の実践を
記述した一級の実践史料である．実践の記録には，葛西
が青森市沖館小学校・工業学校にトラホーム治療医助手
（1928（昭和３）年）として勤務した時より子どもたち
との対話の中で感じ，思ったこと，そして訓導（教師）
としての成長を一人称の口語文で記述されている．
　自己や他者へのまなざし，思いの共有を自らの経験と
共に語り，葛藤や内面で起こった変化をありのまま表現
したことが当時の養護婦，養護訓導に受け入れられ，戦
時下にあっても5,500部が関係者に読まれたとされる8）．
　葛西の苦悩と格闘の一断片は，当時の学校看護婦・養
護訓導が直面していた課題をありのままに伝え，子ども
との関係の中に立ち上がる「養護訓導の誕生」を現して
いる．
３�．教師と子どもの関係に見る“ケアリング”�
� ―作一の「ナニゲスケガ」―

　学校看護婦から養護訓導となった葛西に最も影響を与
えたのは，子どもたちとの出会いや子どもたちの視線で
あった．当時「異常児」「低脳児」とされた「作一」，「留
吉」，「三分」，「エノケン」といった子どもとの出会いや
死別，関わり方，子どもから投げかけられる質問や視線
が葛西に大きな影響を与えている．
　『養護室記録』には，低脳児とされ，コミュニケーショ
ンがとれない「作一」が，ある日，「ナニゲスケガ」と
意味のわからぬ言葉を発し，葛西に小さなコオロギを
握った手を差し出したことが書かれている．葛西は，「こ
おろぎを呉れようというんだね」「「ナニゲスケガ」がこ
おろぎを指すのか」と何度か尋ね，これが，作一と葛西
が「はじめて口をきき合った

4 4 4 4 4

」瞬間として綴られている
（傍点著者）．葛西はそのときの様子について，「私は，
作一が黙々として，私に呉れようとしたこおろぎを捕ま
えているひたむきな姿を想像する．彼の真剣な顔をあの
うつろな瞳が輝いて来るその輝きを（中略）これをだれ
かに声をあげて伝えたい衝動にさへ駆られるのであった．
私の心には溢れるよろこびが湧いて来るのをとどめ得な
かった」と，そこに成長の一筋の「のぞみの糸（希望）」
を見いだしている．それまでの間，衛生室のストーブの
前で胡座をかいたり，寝台の上でひとり自由な時間を過
ごしていた作一がゆっくりと成熟し，成長する時間と空
間が彼の能動性を引き出した．葛西が無言で「見守る」
という行為の中で生まれた「希望」は作一にだけ見出さ
れたのではなく，同時に養護訓導としての

4 4 4 4 4 4 4 4

葛西にも見出
された「希望」でもあった．無条件に存在を引き受ける
といった相互関係に見られる「ケアリング」は，「ケア
しケアされる関係9）」の中に生起する．葛西の実践に見
たのは，ライセンスとしての「養護訓導の誕生」を越え
て，ケアしケアされる存在（相互関係の中で）としてた
ちあがってくる「養護訓導の誕生」であった．

Ⅲ．社会史における「養護訓導の誕生」の意味

１．匿名の，この歴史を生きた人々の集合記憶
　これまでに連載で取り上げた制度史や思想史などは，
特定の法制度や憲政者，思想家の考えを研究の対象とし
ていた．通常，歴史研究は重要事項や重要人物へ着目す
ることで描かれた歴史像である．これまで「養護訓導の
誕生」と同一視されてきた「養護訓導制度の成立」もこ
うした制度史として検討されたものである．
　一方，社会史は，社会全体の集合記憶として歴史を描
き出す試みであり，その多くは匿名の，この歴史を生き
てきた人々の生活に注目して，その社会記憶と生活の実
際を記述するものである．この視点はどのような史実を
明らかにしてきたのだろうか．以下に，社会史における
「養護訓導の誕生」の意味について考えてみたい．
　『雑誌「養護」の時代と世界―学校の中で学校看護婦
はどう生きたか―』（大空社）では，1941（昭和16）年
の国民学校令施行後の養護訓導設置状況を明らかにして
いる10）．
　文部省内部資料「昭和十六年度養護訓導検定等ニ関ス
ル調ベ」（1941（昭和17）年３月31日現在）には，道府
県別に養護訓導免許状を取得した人数が「無試験検定」
「試験検定」「国民学校令施行規則第百七條ニ該当スル
モノ」別に記載されている．そして，資料の端には「既
に任用ヲ見タル養護訓導数」として，全国で321名の養
護訓導が採用された記載がある．よって，この資料から
1941（昭和16）年度に321名の養護訓導が配置され，誕
生していたことがわかる．また，資料「道府県別養護訓
導及養護婦数調（昭和十七−十八年度）」には，1942（昭
和17）年に全国で658名，1943（昭和18）年に1,246名11）

の養護訓導が採用された調査結果が確認できる．
　これらの資料から読み取れるのは養護訓導の道府県別
採用者数であり，「1941（昭和16）年に321名の養護訓導
が採用された」こと，そして，次年度からの「採用数は
２倍に増えていった」といった事実である．しかし，こ
の事実を明らかにしたことに「何の意味」があるのか．
　社会史は，この問いへの課題として，採用され養護訓
導たちを同時代的社会・生活の中で彼女たちをアクチュ
アルにとらえることによって，そこに意味を見出そうと
する．その一側面は，先に示した実践史としても描きう
ることだが，次に見るのは，もう少し異なる社会記憶・
集合記憶の側面である．
２�．直轄諸学校（官立師範学校附属国民学校）の86名
の養護訓導たち

　では，養護訓導となった者たちの社会史として「養護
訓導の誕生」を考えてみたい．
　戦時下において全国的に養護訓導の配置が困難を極め
る中で，積極的に養護訓導を配置したのが官立となった
師範学校附属国民学校であった．
　全国の官立師範学校附属国民学校に配置された86名の
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養護訓導の履歴は国立公文書館に所蔵されている判任官
進退綴12）によって確認できる．どのような経歴を持った
養護訓導が配置されていたのかを分類すると，①「学校
看護婦を経て養護訓導へ」，②「高等女学校卒業から養
護訓導へ」，③「訓導経験を経て養護訓導へ」，④「養護
訓導養成所における養成から養護訓導へ」の４つのライ
フコースに分けることができる．
　以上の４コースに分類すると一人ひとりの人生が抽象
化されてしまうが，個々の履歴から見えてくる戦時下女
性の学歴取得と社会進出の状況を考慮しながら分析する
と，86名の社会移動や校内での差別と苦悩を総体（社会
史）としてとらえることが可能となる．
　例えば，①のルートで学校看護婦を経て養護訓導に
なったケースでは，1921（大正10）年３月に岐阜県小坂
看護婦養成所を卒業し，看護婦免

マ

状
マ

を有して1936（昭和
11）年９月に香川県女子師範学校の学校看護婦，1942（昭
和17）年８月に香川県女子師範学校の養護訓導に着任し
ている．このケースの場合，看護婦免状を有し，学校看
護婦を経て試験検定によって養護訓導となった例である．
先に紹介した葛西タカもこのルートによって養護訓導に
採用されている．こうした背景を理解して『養護室記録』
を読むならば，先に示した同時代的背景の中に位置づけ
られるアクチュアルな姿（「養護訓導の誕生」）が見えて
くる．
　また，86名の養護訓導たちについて，遅れてやってき
た新たな訓導（養護訓導）の誕生を女性職の誕生として
見るならば，戦後の職制運動や待遇改善運動13）へと連続
する始点をここに求めることができる．
　86名の養護訓導の多くは，若くして訓導となった20代
の女性たちであった．子どもたちは，女学校を卒業し，
働く女性のイメージを養護訓導といった身近な存在に求
め，その姿に理想とする文化的な女性像（ロールモデル）
を見ていた14）．
　「養護訓導の誕生」は，個々の訓導の人生（どのよう
な養護訓導たちであったか）を社会史として描き出すこ
とはもとより，社会システムや子どもたちとの関係の中
で何を考えて，どう生きたかといった史像を明らかにす
る（葛西タカの例に見るように）．女性の人生選択と社
会移動，そしてその時代をどのように生きたか，実践史・
社会史が描く歴史は，実践者のあゆみを跡づける作業で
あるが，「跡づける」のは，実践の事実だけではなく，
その事実の中から導き出される「視点の意味」である．

Ⅳ．「子ども不在」の学校保健史を超えるために

　教育が社会に規定されながらその社会から独自な価値
観のもとで自律的に存在するのと同様に，学校保健も社
会に大きく規定されながら自律的に存在する．しかし，
その自律性は広く社会によって拘束されたものであり，
こうした相互の規定関係のもとに存在する15）．
　すなわち，国が規定する学校保健に関する意図や制度

を「大文字」の歴史とするのであれば，その社会から独
自の価値観のもとで自律的に存在する人々によって生き
られた歴史として「小文字」の歴史も存在する16）．それ
らを統一的にとらえることによって，これまで「大文字」
の歴史を中心に語られてきた学校保健の歴史を再度，問
い直そうという試みが，今回取り上げた社会史のテーマ
でもある．
　日常の人々との関係で読みとる「小文字」の歴史は，
学校保健を人々は，「国家（制度）の中でどう生きたか」
という視点，同時に今日の学校保健活動の位置づけなど
学校保健制度を成り立たせている諸条件，前提，構造を
問い直すひとつの方法ともいえる．
　こうした意味において，法・制度の成立（「養護訓導
制度の成立」（「大文字」の歴史））と，その成立をもっ
てそこに生きた人々の歴史（「養護訓導の誕生」（「小文字」
の歴史））は異なる．
　つまり，そこを生きた人々の歴史（「養護訓導の誕生」）
を実践史として描きながら，そこを生きた人たちにとっ
て法・制度の成立（「養護訓導制度の成立」）がどのよう
な意味として機能したのかを相互の関係の中に意味を見
出していくのが社会史である．

Ⅴ�．社会史に見る衛生習慣の身体化の様相�
―「スキル」の「リアリティ」と「アクチュアリ
ティ」の側面―

　以上に紹介した実践史，社会史は，「養護訓導の誕生」
を例にしていたが，社会史のもう一つの研究を紹介して
おこう．
「身体化される/されない衛生実践」
　歯磨きは，社会に定着した衛生習慣（ハビトゥス：日
常生活の認知，評価，行為を方向付ける性向（disposi-
tions）のシステム）とみられている．戦前昭和期の言
説をみても，学校や社会的イベント，衛生キャンペーン
を通して日常生活の中に習慣化されたようにみえる．し
かし，社会史として家庭や学校，地域の各社会単位にお
いてみるならば，これとは異なる様相が見えてくる．
　宝月理恵は，『近代日本における衛生の展開と受容』（東
信堂）17）の中で，ハビトゥスの生成条件として，ある特
定の言説が社会に流布するようになることと，その言説
の内容が人々に内面化されることは必ずしもイコールで
はなく，「衛生言説がただ社会空間に充満するだけでは，
知識が内面化され，知識に基づいた実践を身体化した主
体化といえるものが成立したとはいえない18）」との結論
を導き出している．
　一般市民へのオーラル・ヒストリーから導き出された
同見解は，市民の衛生習慣には，「語られた経験」と「語
られない経験」があること，そして，「語られた経験」
のなかには「身体化された実践」と「身体化されない実
践」（習慣化されないその場限りの実践）があることを
明らかにしている．
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　一方，「語られない経験」には，対象者が実際に一度
も経験していない場合（未経験）と，実際に経験したが
本人の記憶に残っていない場合（忘却），また経験はし
ているもののあえて語らなかった場合（沈黙）が含まれ
るとされる．
　以上のように，社会史は，日常における市民の生活習
慣に焦点をあてながら，「身体化される/されない衛生実
践」を「身体化」と「通俗化」の意味として解する新た
な視点を提起している．
　近年の行動科学に注目した健康教育においては，スキ
ル（skill）の定着を短期的評価，中・長期的評価として
測定する研究が見られるが，社会史における歴史の方法
によっても，言説分析やオーラル・ヒストリーといった
方法によって，逆コホート研究のような結果をみること
ができる．さらに社会史の方法は，データとして数値に
置き換えることなく分析することが可能なため，質的な
検討を可能にする．
　宝月の研究を拡大解釈すれば，日常に現れる習慣は，
市民の認識を「リアリティ（reality）」と「アクチュア
リティ（actuality）」の異相において理解できる．つまり，
積極的に学校・家庭・社会的風潮でもある衛生習慣には，
権威づけられた知（近代西洋医学）としての側面（リア
リティ）とその中を生きた人々の実態（アクチュアリ
ティ）の側面がある．
　前者は，教育政策や学校制度，授業で使用される保健
の教科書（内容），保健教材・教具等において教育が具
体化され，後者は，前者を受けて子どもの内面で起こる
学びまでを対象とすると理解すればイメージがしやすい
かもしれない．
　前者は「制度史」（リアリティ），後者は「実践史」（ア
クチュアリティ）として叙述され，本当の意味における
行動化は「リアリティ」と「アクチュアリティ」の融合
として社会史の側面を包摂しながら奥行きのある実態が
描かれる．

Ⅵ�．歴史の「つまらなさ」を越えて�
� ―なぜ今，原理・歴史の研究なのか―

　全６回の連載にて執筆した４名は，共通して原理・歴
史の研究を手がけてきた研究者である．それにしても，
なぜ，原理・歴史の研究を目指したのか，最終回のテー
マである「社会史」を取り巻く論争に注目し，これに回
答しながら連載のまとめとしたい．
　「教育史」と聞くと，即座に「つまらなさ」のイメー
ジがつきまとう．一般的に，その「つまらない」と理解
される領域をなぜ研究の対象とするのかについて明示し
なければ，研究の成果も認められないだろう．連載第１
回で，瀧澤利行が「役に立つことからの解放」と述べた
のはこの点である．
　歴史の「つまらなさ」の原因は，事実の確認が，既存
のパラダイムを組み替えることなく追試されるだけの研

究にとどまっているからである（新事実を明らかにする
ことが全く意味をもたないことではないが）．
　逆を言えば，歴史的事実の検証が「パラダイムの転換」
をともなったときにはじめて「おもしろい」と感じ，意
味をもつのである．今回確認した「養護訓導制度の成立
＝養護訓導の誕生」といった既存の見方を実践史の中か
ら新たな「養護訓導の誕生」として見る視点が，今日の
学校と教員養成に重要な視点を投げかけている．
　学校で生活する子どもたちは，一人ひとりが家庭や地
域社会との関わりの中で成長してきた背景をもつ存在で
ある．その個人が学校制度を通して成長する機会の保障
のあり方を政策史や制度史によって叙述し，その教室に
おける学びの営みを実践史として描き出す．しかし，実
際の教室では，社会を負って存在する一人ひとりの子ど
もをまるごと引き受けることなく，教条的に教え込む対
象にしてしまう．実践史は，このような実態を暴露し，
なぜ学校では名もなき個人の集合体（クラス集団等）に
教条的に教えてしまうのか，といった問題の本質をえぐ
りだす．その視点を与えてくれるのが社会史である．実
践の一場面は，「制度史」「政策史」「思想史」「実践史」
「社会史」等が折り重なりあって発現する場面なのであ
る．その重層的に交差した一場面を読み解きながらパラ
ダイムを組み直す視点を顕在化するのが原理・歴史の研
究である．
　なかでも「社会史」は，追試として展開される歴史研
究に起爆剤として登場した．フランスのアナール派やイ
ギリス・アメリカのソーシャル・ヒストリー派などの研
究に触発されて展開された「教育の社会史」や「新たな
教育史」として表現されるのがそれである．「社会史」
の名の下に期待されたのが「だれかが意図した制度や観
念の歴史ではなく，人々によるその生きられた日常史を
描きだすこと19）」であった．つまり，「内在批判に立っ
て政策や制度の実態をとらえたい」とする意図が「社会
史」には込められているのである．
　しかし，佐藤秀夫は，「社会史」または ‘social histo-
ry’ という呼称の有効性と妥当性は，結局のところ「社
会史」でない歴史は存在せず，これまでの「史実の検証」
へと帰着するとの考えを示している．
　「史実の検証」は「教育というすぐれて日常的な社会
的営みについて，どのような先人たちの歴史的な積み上
げや，社会的な刻印がなされているか，そしてそれが現
在の教育の問題やゆがみにどのように係っているのか，
と考えてみると，教育を考えるということは同時に教育
の歴史を考えることを意味しているのではないだろうか．
現在の教育を考える手がかりもしくは素材としての，教
育の歴史の発掘という仕事は，教育史それ自体を自己目
的化して，過去の思想家の思想を思いつき風に解説した
り，過去の制度事実のあれこれを断片的に考証したりし
て事足れりとするのとは，元来一味ちがうはずなのであ
る20）」とする．
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　原理・歴史の研究は，今までさほど目に留めなかった
教育事実の史的背景を探る中に，新たな視点が切り拓か
れることに寄与する．原理・歴史の研究が目指すこの視
点は，「役に立つ」見方を超えて方法を異にする研究者
も共有できることであろう．
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「学校保健研究」発行回数変更のお知らせ

　一般社団法人 日本学校保健学会では，これまで機関誌「学校保健研究」を年６回発行してきましたが，第63巻（2021
年度）からは，年４回発行に変更することになりました（４月，７月，10月，翌年１月を予定）．発行間隔が長くな
ることに伴い，論文審査や編集業務に今まで以上に専念することが可能となりますが，投稿していただいた論文の掲
載が遅れることも予想されます．編集委員会としましては，引き続き機関誌「学校保健研究」の内容の充実に努めま
すので，学会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします．

 2021年２月
 編集委員長
 大澤　功

会　報
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一般社団法人日本学校保健学会
第67回学術大会のご案内（第１報）

学術大会長　大澤　功（愛知学院大学）

　新型コロナウイルス感染拡大のために延期となりました第67回学術大会を，以下の日程で開催します．開催形式に
つきましては，現在検討中です．決定次第ホームページ等でお知らせします．

１．メインテーマ：「学校保健，その原点に立ち返る」

２．開催期日：2021年11月５日（金），６日（土），７日（日）

３．学会の概要（予定）
　　11月５日（金）　常任理事会，理事会，総会（代議員会），学会関連行事　等
　　11月６日（土）　�学会長講演，特別講演，教育講演，学会賞・学会奨励賞受賞講演，シンポジウム，一般発表（口

演，ポスター），報告会　等
　　11月７日（日）　教育講演，市民公開シンポジウム，一般発表（口演，ポスター）　等
　　（日程と内容は，開催形式によって大幅に変更となります．）

４．会　　場
　愛知学院大学日進キャンパス（〒470-0195　愛知県日進市岩崎町阿良池12）

５．一般発表（口演，ポスター）の演題申し込み
　�　演題申し込み・講演集原稿提出の期間は2021年５月～７月の予定です．ホームページから行います．詳細は次号

以降に掲載します．

６．宿泊・交通
　年次学術大会ホームページにてご紹介を予定しています．大会事務局ではお取り扱い致しませんのでご注意ください．

７．大会事務局
　〒470-0195　愛知県日進市岩崎町阿良池12　愛知学院大学心身科学部健康栄養学科
　渡邉研究室　e-mail：jash67@dpc.agu.ac.jp

８．運営事務局
　㈱プランドゥ・ジャパン　担当：小幡・大谷
　〒105-0012　東京都港区芝大門２-３-６　大門アーバニスト401
　e-mail：jash67@nta.co.jp

９．年次学術大会ホームページ・その他
　http://web.apollon.nta.co.jp/jash67/　学会参加に関する詳細は，次号以降に掲載します．

会　報
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原稿の種類 内 容

１．総 説
Review
２．原 著
Original Article
３．実践報告
Practical Report
４．資料
Research Note
５．会員の声
Letter to the Editor
６．その他
Others

学校保健に関する研究の総括，解説，提
言など
学校保健に関する研究論文

学校保健の実践活動をまとめた報告

学校保健に関する資料

学会誌，論文，学会に対する意見など
（８００字以内）
学会が会員に知らせるべき記事，学校保
健に関する書評，論文の紹介など

機関誌「学校保健研究」投稿規程
１．投稿者の資格

本誌への投稿者は共著者を含めて，一般社団法人日
本学校保健学会会員に限る．

２．本誌の領域は，学校保健及びその関連領域とする．
３．投稿者の責任
・掲載された論文の内容に関しては，投稿者全員が責
任を負うこととする．

・内容は未発表のもので，他の学術雑誌に投稿中でな
いものに限る（学会発表などのアブストラクトの形
式を除く）．

・投稿に際して，所定のチェックリストを用いて原稿
に関するチェックを行い，投稿者全員が署名の上，
原稿とともに送付する．

４．著作権
本誌に掲載された論文等の著作権は，一般社団法人

日本学校保健学会に帰属する．
５．倫理

投稿者は，一般社団法人日本学校保健学会倫理綱領
を遵守する．

６．投稿原稿の種類
原稿は，内容により次のように区分する．

「総説」，「原著」，「実践報告」，「資料」，「会員の声」
以外の原稿は，原則として編集委員会の企画により執
筆依頼した原稿とする．

７．投稿された原稿は，審査の後，編集委員会において，
掲載の可否，掲載順位，種類の区分を決定する．

８．原稿は，「原稿の様式」にしたがって書くものとする．
９．随時投稿を受け付ける．
１０．原稿は，正（オリジナル）１部のほかに副（コピー）
１部を添付して投稿する．

１１．投稿料
投稿の際には，審査のための費用として５，０００円を

郵便振替口座００１８０―２―７１９２９（日本学校保健学会）に
納入し，郵便局の受領証のコピーを原稿とともに送付

する．
１２．原稿送付先

〒１１３―０００１ 東京都文京区白山１―１３―７
アクア白山ビル５F

勝美印刷株式会社 内「学校保健研究」編集事務局
TEL：０３―３８１２―５２２３ FAX：０３―３８１６―１５６１
その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒

（角２）を３枚同封すること．
１３．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿の
審査が終了するまでは受け付けない．

１４．掲載料
刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分は著者負担

（１頁当たり１３，０００円）とする．
１５．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す
こと．「至急掲載」原稿は，審査終了までは通常原稿
と同一に扱うが，審査終了後，至急掲載料（５０，０００円）
を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．
「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．

１６．著者校正は１回とする．
１７．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして
学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿
を取り下げたものとして処理する．

１８．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年
月日をもってする．

原稿の様式
１．投稿様式

原稿は和文とする．原稿は原則としてMSワードを
用い，Ａ４用紙４０字×３５行（１，４００字）横書きとし，
本文には頁番号を入れる．査読の便宜のために，MS
ワードの「行番号」設定を用いて，原稿全体の左余白
に行番号（連続番号）を付す．

２．文章は新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点
（「，」「．」），カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

３．英文は，１字分に半角２文字を収める．
４．数字は，すべて算用数字とし，１字分に半角２文字
を収める．

５．図表及び写真
図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙

に作成し（図表，写真などは１頁に一つとする），挿
入箇所を原稿中に指定する．なお，印刷，製版に不適
当と認められる図表は，書替えまたは削除を求めるこ
とがある．（専門業者に製作を依頼したものの必要経
費は，著者負担とする）

６．原稿の内容
・原稿には，【Background】，【Objective】，【Methods】，
【Results】，【Conclusion】などの見出しを付けた
４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳を
つける．ただし原著以外の論文については，これを
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省略することができる．
・すべての原稿には，五つ以内のキーワード（和文と
英文）を添える．

・英文抄録については，英語に関して十分な知識を持
つ専門家の校正を受けてから投稿する．

・正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，
所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文），代
表者のメールアドレス，原稿枚数，図及び表の数，
希望する原稿の種類，別刷必要部数を記す（別刷に
関する費用は，すべて著者負担とする）．副（コ
ピー）原稿の表紙には，表題，キーワード（以上和
英両文）のみとする．

７．研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究
方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを
記載する．

８．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の
形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．」また
は，「…２）４），…１－５）」のように文献番号をつける．著者
もしくは編集・監修者が４名以上の場合は，最初の３
名を記し，あとは「ほか」（英文ではet al.）とする．

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌名 巻：頁―頁，発
行年

［単 行 本］ 著者名（分担執筆者名）：論文名．（編
集・監修者名）．書名，引用頁―頁，発行
所，発行地，発行年

―記載例―
［定期刊行物］
１）高石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への
期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究
４６：５―９，２００４
２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル
フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．
学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.：School to-
bacco policies in a tobacco-growing state. Journal of
School Health７５：２１９―２２５,２００５

［単行本］
４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（高石昌弘，
出井美智子編）．学校保健マニュアル（改訂７版），
１４１―１５３，南山堂，東京，２００８

５）Hedin D, Conrad D：The impact of experiential
education on youth development. In：Kendall JC
and Associates, eds. Combining Service and Learn-
ing：A Resource Book for Community and Public
Service. Vol １, １１９―１２９, National Society for Intern-
ships and Experiential Education, Raleigh, NC, USA,
１９９０
〈日本語訳〉
６）フレッチャーRH，フレッチャーSW：治療．臨床疫
学 EBM実践のための必須知識（第２版．福井次矢
監訳），１２９―１５０，メディカル・サイエンス・インター
ナショナル，東京，２００６（Fletcher RH, Fletcher
SW：Clinical Epidemiology. The Essentials. Fourth
Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
PA, USA,２００５）

［報告書］
７）和田清，嶋根卓也，立森久照：薬物使用に関する全
国住民調査（２００９年）．平成２１年度厚生労働科学研究
費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態把握と再
乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研
究（研究代表者：和田清）」総括・分担研究報告書，
２０１０
［インターネット］
８）厚生労働省：平成２３年（２０１１）人口動態統計（確定
数）の概況．Available at：http:／／www.mhlw.go.jp／
toukei／saikin／hw／jinkou／kakutei１１／dl／０１_tyousa.pdf
Accessed January６,２０１３

９）American Heart Association：Response to cardiac
arrest and selected life-threatening medical emer-
gencies：The medical emergency response plan for
schools. A statement for healthcare providers, policy-
makers, school administrators, and community lead-
ers. Available at：http:／／circ.ahajournals.org／cgi／
reprint／０１.CIR.００００１０９４８６.４５５４５.ADv１.pdf Accessed
April６,２００４

附則：
本投稿規程の施行は平成３０年（２０１８年）１２月１日とする．
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投稿時チェックリスト（平成３０年１２月１日改定）

以下の項目についてチェックし，記名・捺印の上，原稿とともに送付してください．

□ 著者（共著者を含む）は全て日本学校保健学会の会員である．
□ 著作権委譲承諾書に，共著者全員が署名した．
□ 本論文は，他の雑誌に掲載されていたり，印刷中もしくは投稿中の論文ではない．
□ 同一著者，同一テーマでの論文を「学校保健研究」に投稿中（査読審査中）ではない．

□ 原著として投稿する原稿には，４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳をつけた．
□ 英文抄録は，英語に関して十分な知識を持つ専門家の校正を受けた．
□ キーワード（和文と英文，それぞれ五つ以内）を添えた．
□ 研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったのかを記載
した．

□ 文献の引用の仕方が投稿規程の「原稿の様式」に沿っている．
□ 本文には頁番号を入れ，原稿全体の左余白に行番号（連続番号）を付した．
□ 図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙に作成した．
□ 図表，写真などの挿入箇所を原稿中に指定した．
□ 本文，図及び表の枚数を確認した．

□ 原稿は，正（オリジナル）１部と副（コピー）１部がある．
□ 正（オリジナル）原稿の表紙には，次の項目が記載されている．
□ 表題（和文と英文）
□ 著者名（和文と英文）
□ 所属機関名（和文と英文）
□ 代表者の連絡先（和文と英文）
□ 代表者のメールアドレス
□ 原稿枚数
□ 図及び表の数
□ 希望する原稿の種類
□ 別刷必要部数
□ キーワード（和文と英文）

□ 副（コピー）原稿１部の表紙には，表題，キーワード（以上和英両文）のみが記載されている（その他の項目等
は記載しない）．
□ 表題（和文と英文）
□ キーワード（和文と英文）

□ ５，０００円を納入し，郵便局の受領証のコピーを同封した．
□ 投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒（角２）を３枚同封した．

上記の点につきまして，すべて確認しました．
年 月 日

氏名： 印
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著作権委譲承諾書

一般社団法人日本学校保健学会 御中

論文名

著者名（筆頭著者から順に全員の氏名を記載してください）

上記論文が学校保健研究に採択された場合，当該論文の著作権を一般社団法人日本学校保健学会に委譲することを
承諾いたします．また，著者全員が論文の内容に関して責任を負い，論文内容は未発表のものであり，他の学術雑誌
に掲載されたり，投稿中ではありません．さらに，本論文の採否が決定されるまで，他誌に投稿いたしません．以上，
誓約いたします．

下記に自署してください．

筆頭著者：

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

共著者：

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

＊１ 用紙が足りない場合は，用紙をコピーしてください．
＊２ 本誌への投稿は，共著者も含めて一般社団法人日本学校保健学会会員に限ります（投稿規程１項）．会員でな

い著者は投稿までに入会手続きをとってください．なお，掲載にあたっても，その年度は学会員であることを必
要とします．

学校保健研究　Jpn J School Health 62；2021 421



会 報 「学校保健研究」投稿論文査読要領
日本学校保健学会 機関誌編集委員会

平成３０年１２月１日

１．日本学校保健学会会員（以下，投稿者と略す）より，総説，原著，実践報告，資料として論文の審査依頼がなされた場合
（以下，投稿論文と略す），編集委員長は，編集委員会または編集小委員会（以下，委員会と略す）の議を経て担当編集委
員を決定する．ただし，委員会が１０日以内に開催されない場合は，編集委員長は委員会の議を経ないで担当編集委員を決定
することができる．この場合，編集委員長は，担当編集委員名を編集委員会に報告する．
２．担当編集委員は，代議員の中から投稿論文査読者候補２名以上を推薦し，委員会においてこれを決定する．ただし，当該
投稿論文領域に適切な代議員がいない場合は，その他の会員または非会員をこれに充てることができる．
３．編集委員長は，論文査読者候補から２名の査読者を選考し，著者名や所属をすべて削除した論文のコピーと審査結果記入
用紙（別紙を含む）をメール添付し，査読を依頼する．
４．査読者による査読期間は，１回目の査読期間を２１日以内，２回目以降を１４日以内とする．
５．査読期間が守られない場合，編集委員長は，査読者に早急に査読するよう要求する．
６．審査結果記入用紙は，別紙（査読者からの審査結果記載部分）のみをコピーし，これを投稿者に送付する．
７．査読の結果において，２名の査読者の判断が大きく異なる場合は，委員会で審議の上，担当編集委員の意見を添えて投稿
者へ返却する．査読者のいずれか１名が，掲載不可と判定した場合，委員会の判断により，第３査読者に査読を依頼するこ
とができる．その際，掲載不可と判定した査読者の査読は，その時点で終了する．
８．投稿者による投稿論文の内容の訂正・追加のための所要期間は，１か月以内とする．
９．投稿者による投稿論文の内容の訂正・追加のために１か月以上要する場合は，投稿者から編集委員長に連絡する．
１０．投稿者からの訂正・追加原稿には，「査読者への回答」を添える．
１１．編集委員長は，委員会の審議の結果を尊重して，論文の採否や原稿の種類の最終判断を行う．
１２．その他，査読に当たっての留意点
① 論文の目的・方法・結論が科学的であり，かつ論理的に一貫しているかどうかを判断することが，査読の主たる目的で
ある．したがって，査読者の見解と異なる場合は，別途学会の公開の場において討論する形をとることとし，それを理由
に採否の基準にしてはならない．
② 問題点は，第１回目の査読で全て指摘することとし，第１回目に指摘しなかった問題点は第２回目以降には，指摘して
はならない．
③ 第２回目以降に新たに問題点が発見された場合は，その旨を編集委員長に報告し，判断を受ける．その場合，編集委員
長は，委員会に報告する．
④ 新しく調査や実験を追加しなければ意味がない投稿論文は掲載不可とし，採択できない理由を付す．
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日本養護教諭教育学会
第28回学術集会（オンライン学会）の報告

　新型コロナウイルス感染症の流行により，日本養護教諭教育学会第28回学術集会は，初めてオンラインという形態
で2020年10月10日（土）・11日（日）に開催し，全国各地から約330名の方々にご参加いただきました．
　メインテーマは「学校保健活動推進の中核的役割を担う養護教諭の力量形成―養成，採用，研修を通して―」とし
ました．新型コロナウイルス感染症の蔓延や自然災害など，子どもたちの生活や心身の健康に大きな影響を及ぼす状
況が続いており，このような時代だからこそ子供の生命と健康を守るため養護教諭には専門性を生かしつつ学校保健
活動推進の中核的役割を担っていく力量が求められています．そこで，養成，採用，研修を通した「中核的役割を担
う力量の形成」について本学術集会を通して深める機会にしました．
　オンラインでの実施でしたが，プログラムは当初予定していました内容とほぼ同様の企画としました．詳細は下記
のとおりです．一般演題（口演のみ）の発表は４つの部屋に分かれて，座長・発表者・参加者により通常の形式で行
いました．口演発表や課題別セッションでは，オンラインならではの「挙手機能」や「チャット機能」を使って活発
に意見交換がなされました．本学術集会はすべてライブで行ないましたので，参加者からは音声が聞き取りにくいと
きがあったとの意見がありましたが，大きなトラブルも無く２日間のオンライン学術集会を終了することができました．
　参加者アンケートでは，「初めての試みで大変良かった，時間的・金銭的負担がなく気軽に参加できた，移動がな
く遠方から参加できた」等のオンラインのメリットが多くあげられていました．コロナ禍によってオンライン学会に
なりましたが，今後の学術集会の様々な開催形態を考えるきっかけになったと思います．開催にご協力いただきまし
た全ての皆様に感謝申し上げます．

１．期　　日　2020年10月10日（土），10月11日（日）
２．開催形態　Webによるオンライン学会
３．メインテーマ
　　�「学校保健活動推進の中核的役割を担う養護教諭の力量形成―養成，採用，

研修を通して―」
４．学 会 長　古賀由紀子（九州看護福祉大学）　
５．内　　容　　
１）�学会長講演　古賀由紀子（九州看護福祉大学）座長：貴志知恵子（徳島文理大学）
　　演題「学校保健活動推進の中核的役割を担う養護教諭の力量について―関係者への働きかけを中心に―」
２）特別講演　　�谷口仁史（認定NPO法人　スチューデント・サポート・フェイス代表理事）座長：大家さとみ（西

九州大学）
　　演題�「どんな境遇の子ども・若者も見捨てない！―アウトリーチ（訪問支援）と重層的な支援ネットワークを活

用した多面的アプローチ」
３）シンポジウム　テーマ「学校保健活動推進における養護教諭の中核的役割を検証する」�
　　コーディネーター：宮本香代子（安田女子大学），平井美幸（大阪教育大学）
　　シンポジスト：�礒谷由希（益城町立津森小学校），内田郁美（福岡県体育研究所），後藤多知子（愛知みずほ大学）
４）�「熊本地震の経験とその後�」�座長：後藤ひとみ（愛知教育大学），発表：水野由紀恵（合志市立合志南小学校）
５）学会事業報告�　「養護教諭の倫理綱領」第13条における養護実践基準の検討（中間報告第４報）（理事会）�
　　　　　　　　
　　　１）��課題別セッション�
　　　　①�「いつまでも健康な歯・口を保つためのインナーマッスルトレーニング～鍼灸師とコラボした姿勢指導を

通して考える～」�
　　　　②「“求められる”養護教諭のキャリア形成～男性養護教諭のスキルラダーから見る～」
　　　　③「学校現場で研究を進めるためには～大学院生（現職養護教諭）の学びを通して～」
　　　　④理事会企画「新型コロナウイルス感染症の中で養護教諭として何を大切にしたか」�
　　　２）オンラインセミナー　３）研究助成金研究１題，一般演題（口演）発表�20題�
� （報告：九州看護福祉大学　古賀由紀子）

１日目【10月10日（土）】

２日目【10月11日（土）】

関連学会の活動
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米国学校保健学会 第94回
バーチャル年次大会（2020）の概要報告

American School Health Association （ASHA）, 94th Annual Virtual Conference 2020

� 面澤　和子（弘前大学名誉教授）

　米国学校保健学会第94回年次大会（2020年）はCOVID-19の蔓延により，バーチャルで以下のように開催された．
参加したので，その概要を報告する．今回，大会テーマは設定されなかった．
１．開　催　日　時：2020（令和２）年９月30日（水）９：00�～�10月１日（木）16：00（東部標準時）
２．会　　　　　場：ニューメキシコ州�アルバカーキ市で開催予定であった．
３．大　　会　　長：Kayce�Solari�Williams（理事長，ヒューストン大学臨床講師，保健研修コーディネーター）
４．学　会　概　要：ホームページ参照；ASHA｜American�School�Health�Association�（ashaweb.org）
　　　　　　　　　　年次大会ページ；ASHA's�94th�Annual�Conference�-�September�30,�2020�（pheedloop.com）
５．参　加　者　数：351名（�国内参加者の多い州：ニューメキシコ，テキサス，インディアナ州他，初参加者：223

名，外国人：３名（日本人１名（筆者），ドバイ，バーレーン）
６．参加者の背景：大学教員，保健教育者，Sナース等，学校保健指導主事，管理職，カウンセラー，大学院生他．
７．協　　賛　　等：10団体（�Wiley，Back�Tpack，NM州保健局，SOPHE，St.Louis�子ども病院，ヒューストン大学他）
８．継続教育参加者：251名．（例年の50～90名より多い）
９．参　　加　　費：学会員　　現職者（＄120），学生（＄30），退職者（＄65），継続教育希望料金は不要．
　　　　　　　　　　非学会員　現職者（＄295），学生（＄110），継続教育単位取得希望者は他に＄50が必要．　
10．プ ロ グ ラ ム：基調講演３，分科会17，ラウンドテーブルセッション30，ポスター発表45，学習図書館16題．
　　発表区分（４領域）：管理と調整＆リーダーシップ，プログラムとサービス，研究と現在の課題，教育と学習．
　　「学習図書館」は事前に録画された有益な講演で，「COVID-19と中毒�，学校再開と児童生徒の健康」等があった．
　　１）基調講演（３演題）の概要は以下のとおりである．
　　①�苦難に耐えた若者の強さを生かす：Kenneth�Ginsburg,�MD：小児期の外傷と不運な経験は生涯を通じて脳，体，

行動に影響する．外傷の程度に基づいた繊細なケアの提供の基本を紹介し，子供達に関わる専門家がこれらの原
則を適用するためのいくつかの方法を提供する．子供達がポジティブな自己感覚を取り戻すことが不可欠と話す．

　　②�発達する脳と体そして逆境はどのように幸福に影響を与えるのか：Lori�Desautels,�PhD�：逆境とトラウマが
子供達の発達する脳と体及び認知，感情，行動，人間関係にどのように影響を及ぼすのか，また応用教育神経
科学の枠組におけるレジリエンスの研究及びトラウマや悪条件から脳と体がどのように修復，治癒するのかに
ついて講演した．

　　③�K-12学年の学校保健とそれ以降の公平性とインクルージョンの推進，Elizabeth�Farfán-Santos,�PhD他３名
　　　�医療人類学，教育政策，健康教育の専門家が，学校と地域の協力による社会生態学モデル全体でヘルスケアと

移民等の医療や教育の障壁を改善し，学校保健に適用できるようにするための行動と重点分野について議論した．
11．米国学校保健学会 第94回バーチャル年次大会（2020）の日程
　　前日９月29日（火）12：00～13：00に，事前説明（技術的確認とチャット）があった．

12．次回の年次大会（2021年）期日：未定（例年９月末～10月初）　開催地：ニューメキシコ州アルバカーキ市

9月30日（水） 10月１日（木）
時刻

（東部時間） 主会場 ラウンドテーブル
⑴，⑵，⑶

学習図書館
注目セッション 主会場 ラウンドテーブル

⑴，⑵
学習図書館

注目セッション
09：30-09：50 オリエンテーション
09：50-10：00 歓迎ラウンジ 歓迎ラウンジ

10：00-11：00
基調講演：苦難に耐えた若者の強さを生かす
Dr.�Kenneth�Ginsburg　フィラデルフィア小児病院思春期医学医
　　　　　　　　　　　ペンシルベニア大学医学部小児科教授

基調講演：発達する脳と体そして逆境はどのように幸福に影響を与えるのか
　　　　　Dr.Lori�Desautels�バトラー大学教育学部講師

11：00-12：30 分科会：精神/情緒的健康（３題）
⑴⑵⑶

各テーブル２題ずつ

３題 分科会：教育と学習（２題） ⑴⑵各１題
繰り返し ２題

12：30-13：30
ASHA2020授賞式
William�Howe賞：Linda�Morse（前ASHA
理事長）

基調講演：K-12学年の学校保健とそれ以降の公平性とインクルージョンの推進
　Elizabeth�Farfán-Santos�（ヒューストン大学准教授），Kayce�Solari�Williams（同大），
　Ruth�M.�López（同大講師），Sarah�Benes（メリマック大学准教授）

13：30-15：00 分科会：健康教育（３題） ⑴　　１題
⑵⑶　２題 ２題 分科会：管理、調整、リーダーシップ

　　　　（２題）
⑴⑵各１題
繰り返し ２題

15：00-15：30 理事長挨拶：　Dr.Kayce�Solari�Williams（ヒューストン大学） 情�報：ASHAについて知る

15：30-17：00 分科会：学校保健管理（３題） ⑴⑵⑶
各テーブル２題ずつ １題

分科会：研究と新たな問題（２題） 各テーブル１題 ２題

分科会：プログラムとサービス（２題） ⑴１題+繰り返し
⑵１題（60分）

閉　会
17：00-18：30 ポスター発表（45題） ネットワーキング　ラウンジ

関連学会の活動
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第62巻　総目次
〔　〕内の数字は号数を示す

学校保健，その原点に立ち返る
� 大澤　　功�����〔1〕   3
新学習指導要領の全面実施と保健の授業改善
� 横嶋　　剛�����〔2〕100
「新しい生活様式」に対応した健康教育・ヘルスプロモーションの共有を
� 武見ゆかり�����〔3〕152
学校におけるコロナ対策の不易と流行　日本健康相活動学会の取り組み
� 三木とみ子�����〔4〕224
新型コロナウイルス感染症と学校
� 尾内　一信�����〔5〕272
保健科教育学の課題
� 今村　　修�����〔6〕350

小学生の永久歯齲蝕と社会経済因子および学校給食後の歯みがき時間設定状況との関連
� 我部　杏奈，高倉　　実，宮城　政也，喜屋武　享�����〔1〕   4
院内学級の教師の成長プロセス
� 副島　賢和，竹鼻ゆかり，朝倉　隆司�����〔1〕  11
小・中学生における疲労自覚症状と生活状況との因果構造
　　―世田谷区公立学校における悉皆調査をもとに―
� 田中　　良，野井　真吾�����〔1〕  25
保健授業における授業方法と情意との関連
　　―児童生徒の授業態度を調整変数として―
� 田中　滉至，山田　浩平，古田　真司�����〔2〕 101
養護教諭養成教育における学校看護技術体系の提案
� 籠谷　　恵，遠藤　伸子，佐久間浩美，齊藤理砂子，
� 城生　弘美，森　　祥子，森屋　宏美，矢口　菜穂，
� 朝倉　隆司�����〔3〕153
10～18歳の子どもにおけるエナジードリンクの摂取実態と摂取者の身体症状・生活状況の特徴
� 野井　真吾，千竃　健人，鹿野　晶子，田中　　良，
� 田邊　弘祐，山田　直子，渡辺　　晃�����〔3〕166
保護者による軽微な怪我の処置の実態と処置方法の習得機会：学校―家庭における適切な処置の継続を目指して
� 関　由起子，滝田さやか�����〔4〕225
睡眠教育パッケージが高校生の睡眠時間，就床時刻，睡眠負債の改善に与える効果：単群前後比較試験
� 田村　典久，田中　秀樹�����〔4〕234
身長スパートから予測する初経発来時期：個別の成長曲線を用いて
� 渡邊　法子，小林　正子�����〔5〕273
軽度知的障害のある思春期女子の性的ハイリスク行動
　　―特別支援学校高等部・定時制高校の教員へのインタビューをもとに―

巻頭言
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� 竹鼻ゆかり，馬場　幸子，朝倉　隆司，伊藤　秀樹�����〔6〕351
青少年の現在飲酒における直接的及び間接的な社会的影響
� 岩田　英樹，野津　有司，片岡　千恵，久保　元芳�����〔6〕362
小学校高学年児童と中学生における早寝早起きの変容ステージと意思決定バランスの尺度開発
� 大曽　基宣，工藤　晶子�����〔6〕371

「LTD（Learning�Through�Discussion）話し合い学習法」の受講生への影響
　　―科目「学校保健論」での３年間にわたる実践―
� 古角　好美�����〔4〕244
小学校高学年を対象とした目標設定スキル育成プログラムの短期的・中期的評価
� 筆野　　元，西岡　伸紀�����〔5〕284
チームとしての学校づくりを目指した専門職連携教育プログラムの開発と評価の試み
　　―養護教諭課程と保健師課程に進級予定の大学生を対象に―
� 齊藤理砂子，朝倉　隆司�����〔5〕297
高校生に向けたストレスマネジメント教育（SME）スタートアッププログラムの開発
� 日下虎太朗，橋本　創一，三浦　巧也�����〔6〕385

Ａ公立看護大学生における交友関係と社会的スキルとの関連性
� 川村小千代，宇田　賀津，川村　晃右，森岡　郁晴�����〔1〕　35
沖縄県の高校生における危険行動の動向：2002年～2016年
� 高倉　　実，宮城　政也，喜屋武　亨�����〔1〕　43
知的障害特別支援学校における定期健康診断事前指導の現状
� 野田　智子，藤沼小智子�����〔1〕　52
東日本大震災後の東北被災地と東南海地域沿岸部の学校における津波防災
　　―震災７年後の現状と課題―
� 鎌田　克信，伊藤　常久，数見　隆生�����〔2〕112
妊娠をした高校生に対する養護教諭の支援のあり方
� 落合賀津子，杉山　尚子�����〔2〕122
消防機関側からみた学校における心肺蘇生教育の課題
� 吉田　智子，岡本　　希�����〔3〕178
子ども用のRosenberg�Self-Esteem�Scale（RSES）が測定する小学生の自尊感情の多側面
　　―Self-Esteemの適応的側面と不適応的側面に着目して―
� 横嶋　敬行，内山　有美，内田香奈子，山崎　勝之�����〔3〕187
肢体不自由生徒の支援における特別支援教育支援員の対応過程
　　―高等学校に配属された支援員へのインタビュー調査から―
� 髙野　陽介，泉　真由子�����〔3〕194
月経痛による婦人科受診に対する女子高校生と母親の意識
� 外　　千夏，葛西　敦子�����〔5〕314
がんサバイバーが語る「がん教育」の実践に対する認識～養護教諭の役割を中心に～
� 鈴江　　毅，鎌塚　優子，矢野　潔子，谷　　健二�����〔5〕324
校長からみた児童生徒の保健・安全への教員の対応場面での課題と教員養成段階における学修の必要性
　　―小学校・中学校・高等学校長を対象とした全国調査―
� 物部　博文，杉崎　弘周，上地　　勝，藤原　昌大，
� 山田　浩平，沢田真喜子，森　　良一，横嶋　　剛，
� 植田　誠治�����〔6〕398
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学校保健における原理・歴史のメソドロジー
　第１回　学校保健の原理・歴史研究総論「―原理・歴史研究は現実の何に役に立つのか―」
� 瀧澤　利行�����〔1〕　63
　第２回　制度史は何を語るのか
� 七木田文彦�����〔2〕133
　第３回　学校保健における原理・思想研究の意義と課題
� 瀧澤　利行�����〔3〕205
　第４回　学校保健の文化史―「モノ」「コト」から見える学校保健―
� 竹下　智美�����〔4〕253
　第５回　地域学校保健史研究の面白さと可能性―地域史料から見えるもの―
� 高橋　裕子�����〔5〕331
　第６回（最終回）実践史・社会史：実践者のあゆみを跡づける
� 七木田文彦，竹下　智美�����〔6〕411

男子高校生の子宮頸がん予防に必要な知識と態度を高める教育プログラムの開発と短期的な有効性の検証
� 志田　淳子�����〔1〕　68
児童の犯罪被害危険性と犯罪被害防止教育に対する日本の小学校教諭の意識について
� 井上　隆康，布浦　鉄兵，刈間　理介�����〔1〕　69
高校生の登校回避感情とその影響要因―高校３年間の縦断研究から―
� 有賀美恵子�����〔1〕　70
学校健診情報の利活用に対する理解と認識：本邦７自治体を対象とした質問紙調査
� 井出　和希，吉田　都美，木村　　丈，尾板　靖子，川上　浩司�����〔2〕138

これからの学校保健の研究・実践の課題を考える
　　―Dr.ロイ・コルビーの論文「学校保健は公衆衛生と教育を共に改善する方略」（2019）から―
　　��������������������������������������������〔5〕347

一般社団法人日本学校保健学会　第28回理事会（2019年７月14日開催）議事録�����������〔1〕　71
一般社団法人日本学校保健学会　第29回理事会（2019年10月６日開催）議事録�����������〔1〕　73
一般社団法人日本学校保健学会　第30回理事会（2019年11月29日開催）議事録�����������〔1〕　75
一般社団法人日本学校保健学会　第７回定時総会（代議員会）議事録��������������〔1〕　76
一般社団法人日本学校保健学会　第８回臨時理事会（2019年11月29日開催）議事録���������〔1〕　79
一般社団法人日本学校保健学会平成30年度決算報告�����������������������〔1〕　80
正味財産増減計算書�������������������������������������〔1〕　81
予算対比正味財産増減計算書���������������������������������〔1〕　82
財産目録������������������������������������������〔1〕　83
2019年度予算案���������������������������������������〔1〕　84
「学校保健研究」をJ-STAGEで閲覧する際の購読者番号（ID）とパスワード� ����������〔1〕　85
一般社団法人日本学校保健学会　第67回学術大会開催のご案内（第２報）�������������〔1〕　86
第17期選挙管理委員会報告����������������������������������〔2〕139
一般社団法人日本学校保健学会　第31回理事会（令和２年３月）議事録��������������〔4〕259
一般社団法人日本学校保健学会　第32回理事会（令和２年７月19日開催）議事録（案）�������〔4〕261
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一般社団法人日本学校保健学会　広告募集のご案内�����������������������〔4〕263
「学校保健研究」発行回数変更のお知らせ���������������������������〔6〕416
一般社団法人日本学校保健学会　第67回学術大会のご案内（第１報）���������������〔6〕417

第62回東海学校保健学会の開催報告������������������������������〔1〕　97
日本養護教諭教育学会　第28回学術集会のご案内������������������������〔2〕148
21st�Biennial�School�Nurses�International�Conference�Tokyo�2021
「第21回国際スクールナース学会・東京2021」開催延期のお知らせ����������������〔2〕149
日本養護教諭教育学会　第28回学術集会����������������������������〔3〕219
バーチャル第52回米国スクールナース学会（2020）概要報告�������������������〔3〕220
日本教育保健学会　第18回年次大会のご案内��������������������������〔4〕269
日本養護教諭教育学会　第28回学術集会（オンライン学会）の報告����������������〔6〕423
米国学校保健学会　第94回バーチャル年次大会（2020）の概要報告����������������〔6〕424

第29回JKYBライフスキル教育・健康教育ワークショップ開催要項����������������〔1〕　96
お詫びと訂正「学校保健研究」をJ-STAGEで閲覧する際の購読者番号（ID）とパスワード� ����〔2〕146
お詫びと訂正����������������������������������������〔2〕146
第１回JKYBライフスキル教育セミナー「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育てる」
　　����������������������������������������〔2〕147，〔3〕218
シンポジウム　第７回「学校におけるいじめ対策」
　　～レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育むJKYBいじめ防止プログラム～�����〔5〕346
機関誌「学校保健研究」投稿規程���������〔1〕  90，〔2〕140，〔3〕212，〔4〕264，〔5〕340，〔6〕418
「学校保健研究」投稿論文査読要領������������〔1〕  95，〔2〕145，〔3〕217，〔5〕345，〔6〕422
総目次�������������������������������������������〔6〕425
査読ご協力の感謝に代えて����������������������������������〔6〕429
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査読ご協力の感謝に代えて

　「学校保健研究」第62巻および「School Health」Vol.16，2020における掲載論文は
下記の先生に査読をいただきました．
　ご多忙の中，快くお引き受けいただき適切なご助言を賜りました．ここに，先生の
お名前を記し，感謝の意を表します．

青　栁　直　子 加　藤　　　憲 佐久間　浩　美 三　森　寧　子
新　井　猛　浩 鎌　田　尚　子 佐　見　由紀子 宮　城　政　也
荒　川　雅　子 上　村　弘　子 下　村　淳　子 三　好　美　浩
荒木田　美香子 亀　崎　路　子 白　石　龍　生 面　澤　和　子
家　田　重　晴 河　田　史　宝 高　倉　　　実 毛　利　春　美
今　関　豊　一 川　畑　徹　朗 立　身　政　信 物　部　博　文
岩　田　英　樹 鬼　頭　英　明 丹　　　佳　子 森　岡　郁　晴
植　田　誠　治 喜屋武　　　享 寺　田　和　史 山　田　浩　平
内　山　有　子 久　保　元　芳 土　井　　　豊 山　本　眞由美
大　川　尚　子 小　出　彰　宏 西　岡　伸　紀 古　田　真　司
大　平　雅　子 郷　木　義　子 西　沢　義　子 渡　邉　智　之
奥　田　紀久子 後　和　美　朝 野　井　真　吾 渡　邉　正　樹
籠　谷　　　恵 小　林　央　美 羽　賀　將　衛 　
笠　次　良　爾 近　藤　　　卓 平　井　美　幸 　
加　藤　匡　宏 齋　藤　千　景 藤　川　　　愛 　

 一般社団法人日本学校保健学会理事長
 衞　藤　　　隆

 一般社団法人日本学校保健学会編集委員長 
 大　澤　　　功

 「学校保健研究」副編集委員長 
 宮　井　信　行

 「School Health」編集副委員長
 鈴　江　　　毅
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編　集　後　記

　新型コロナウイルス感染症はパンデミックとして世界
中の人々の生命，生活そして社会全体へと多岐にわたり
深刻な影響をもたらしています．子どもの健康や教育に
おいても，また科学研究者の研究活動においても様々な
影響を及ぼしています．「新型コロナウイルスによる学
術研究への影響及び支援ニーズに関するアンケート調
査」（文部科学省，2020年５月実施）によると研究体制
の縮小や知見交換の停滞，研究活動の圧迫，地域・領域
等による研究格差などが報告されています．また，不要
不急の外出制限など行動規制や接触制限による影響とし
て人を対象とした研究の実施が困難となるなど，研究活
動に現在の社会状況が大きく影響していることが示され
ています．フィールドワークや対面によるインタビュー
を行うことが難しく，オンラインを用いた調査に変更を
余儀なくされる場合，研究協力者への心身の負担，不利
益を少なくするための配慮やセキュリティ対策を含むプ
ライバシーの保護等，新たな視点から倫理的配慮を検討
し，行っていくことが求められます．一方，世界の科学
研究者コミュニティを対象にResearchGateが行った調
査（2020）によると，コロナ禍以前と比較して，「文献

の検索および閲覧に費やす時間が増えた」が46％，「論
文の執筆・投稿に費やす時間が増えた」が46％といった
研究遂行上の肯定的な変化についても報告されています．
　以上のように，コロナ禍による影響は，同じ科学研究
者コミュニティの領域によっても異なり，研究・教育・
実践活動において多様な変化をもたらしていることが予
測されます．研究活動において，その影響をマイナスの
視点からだけでなくコロナ渦において実施できる研究を
新たに開発するきっかけになったり，研究倫理について
熟考する機会にもなったりするなどポジティブな視点か
ら捉え，実践につながる研究を重ねていくことの必要性
を感じています．
　本誌第62巻第６号には，原著３編，実践報告１編，資
料１編を掲載することができました．投稿してくださっ
た会員の方々，査読を引き受けてくださった査読者の
方々に心よりお礼申し上げます．今後も本学会誌が，学
校保健活動の基盤となる科学の知の発信の場となるよう
努めてまいりたいと思います．
� （池添志乃）
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